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令和４年度 日野市内部統制評価報告書 
 

 

地方自治法第 150 条第 4 項の規定による評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり

作成しました。 

 

 

１．内部統制の整備及び運用に関する事項 

日野市長は、日野市の内部統制の整備及び運用に責任を有しており、当市においては、

「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成 31年 3月総務省公

表。以下「総務省ガイドライン」という。）を踏まえ、「日野市内部統制基本方針」（令和 3 年 8

月 23 日）を策定し、当該方針に基づき財務に関する事務に係る内部統制体制の整備及び

運用を行っております。 

なお、内部統制は、内部統制の目的の達成を阻害する全てのリスクを防止し、または、当

該リスクを適時に発見し得るものではないものの、内部統制の各基本的要素が有機的に結

びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。 

 

２．評価手続 

日野市においては、令和 4年度を評価対象期間とし、令和 5年 3月 31日を評価基準日

として、財務に関する事務及びリスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務（以下

「財務等に関する事務」という。）について、評価を実施しました。 

評価に当たっては、これまでの管理部門におけるリスク評価に加え、新たに各部署によるリ

スク評価を導入しました。各部署におけるリスク評価の対象としては、過去のリスク事案の再

発防止の観点から特に重点的にモニタリングすべきと考えられるリスクとしました。また、リス

クを客観的に評価し得るよう、指標の数量化を採用しました。 

【各部署における評価対象リスク】 

① 事前調査の未実施 

② 書類・情報の管理 

③ 例規整備 

④ リーガルチェック 

⑤ 事前調整の不足 

 

３．評価結果 

上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、評価対象期間

中における運用上の重大な不備を把握したため、日野市の財務等に関する事務に係る内部

統制は評価対象期間において有効に運用されていないと判断いたしました。 

 なお、整備上の重大な不備については評価基準日時点においては改善されていることを確

認しています。 
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４．不備の是正に関する事項 

整備上及び運用上の重大な不備については、次のとおり事案毎に是正を終え、または是

正対応を継続中です。 

(1) 修繕見積の不適切事案（整備上の不備） 

業者に見積りを依頼する際、他社の分の見積りを併せて提出するよう依頼をする等の行

為がなされていた。 

【是正の状況】全庁的な対策として、庁内に「修繕業務における不適切な事務処理に関す

る再発防止策検討チーム」を設置し、当該事案の事実確認及び再発防止に向けた対策

の検討を行った。検討の結果、当該事案の発生したまちづくり部においては、一式見積

りによらず、原則として公共工事積算基準を使用して積算することとし、それを可能とす

るよう研修等の環境整備を行うよう決定した。また事案についても庁内に対し周知し、

広く再発防止に努めている。以上により、評価基準日時点において是正されていること

を確認した。懲戒処分を行い、このことを公表した。 

(2) 新型コロナウイルスワクチンの誤廃棄（整備上の不備） 

冷凍保管の新型コロナウイルスワクチンの有効期限が延長されたものの、委託業者から冷

蔵保管のワクチンの廃棄に関して尋ねられたものと誤認し、廃棄を指示し、結果冷凍保管の

ワクチンが廃棄された。 

【是正の状況】指示については口頭で行わずに指示書によることとし、決裁権者の決裁を

得る、作業には職員が立ち会う、委託業者と最新の情報を迅速に共有する等の改善策

が講じられた。以上により、評価基準日時点において是正されていることを確認した。 

(3) 緊急随意契約の予算超過（運用上の不備） 

14件の修繕について、緊急対応のために口頭で事業者に発注した結果、予算残額を超え

る発注を行った。 

【是正の状況】真に緊急対応が必要なものかどうかを精査し、緊急性の無いものについて

は競争入札での契約締結とする。また、口頭発注が必要となる案件は、担当者限りでは

なく組織として情報共有する等、改善策が講じられた。懲戒処分を行い、このことを公

表した。 

(4) 土地資産税減免申請誤り（運用上の不備） 

使用貸借契約（無償）により借り受けていた公共施設用地について、固定資産税を減免し、

非課税として取り扱ってきたが、実際には委託料等の名目で地代相当の金員が長年支払わ

れていたことが判明した。 

【是正の状況】相手方と賃貸借契約（有償）を締結し適正に課税するよう令和 4 年度より

対応した。また、遡及可能な期間内について、本来支払うべき適正な金額で地代相当分

を支払いの上、固定資産税の課税を予定している。 

(5) 北川原公園予定地ごみ搬入路整備の都市計画法違反（整備上の不備） 

公園予定地内の搬入路について、都市計画を変更せず、暫定的に 30 年間設置する公園

兼用工作物として位置づけ設置した。しかし、裁判において違法であることが確定した。 

【是正の状況】主管課が事業の早期段階から法的に問題となり得る点について、法律等の

専門家へ相談できる環境を整備した。以上により、評価基準日時点において是正されて

いることを確認した。 
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(6) 診断書偽造、欠勤及び給与の不正受給（運用上の不備） 

診断書の偽造及びこれを用いた給与の不正受給が行われたもの。職員Aから市に提出さ

れた診断書の内、９通は、医療機関で発行されたものではなく職員 Aが自ら偽造したもので

あった。 

【是正の状況】懲戒処分を行い、このことを公表した。日頃より、職員の勤務状況や健康状

態などを把握しておく。全庁に向けて、市職員の服務規律の遵守についての依命通達

を発出し、及び事案概要を周知した。 

(7) セクシャル・ハラスメント（運用上の不備） 

セクシュアル・ハラスメント行為が発生したもの（具体的態様は被害者特定を避けるために

公表しない）。 

【是正の状況】懲戒処分を行い、このことを公表した。併せて、ハラスメント防止について過

去の事例の再掲含め周知を行った。人目の少ないところで２人きりという状況を不用意

に作らないようにすることを呼びかける。 

(8) 勤怠管理の不備（運用上の不備） 

少なくとも計 50 回（224 時間 15 分）に渡り、出退勤システム上で休暇等の届出及び退

勤打刻を行わずに正規の勤務時間途中に退勤し、後日「退勤打刻訂正」にて正規の勤務時

間内は勤務していたかのように装っていた。 

【是正の状況】懲戒処分を行い、このことを公表し、出退勤管理の徹底について啓発を行

った。 

 

 

 

令和 5年 5月 23日  日野市長 大 坪 冬 彦  
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Ⅰ 日野市の内部統制制度 

１ 制度の概要 

近年、日野市において不適正な事案が発生しています。令和 2年第2回日野市議会臨時会

において公表した『「第三者委員会報告における未解明の徹底究明と川辺堀之内土地区画整

理事業組合への市助成金交付の妥当性及び同組合の資金管理等の実態解明を求める決議」

に対する調査結果報告書』の中では、再発防止策として内部統制制度の導入を挙げられてい

ました。 

これを受け、日野市では地方自治法第 150 条第 2 項において努力義務とされている内部

統制制度を令和 3年 8月に導入し、再発防止に向けた取り組みを全庁的に進めています。 

 

(1) 基本方針の概要 

日野市では、「日野市内部統制基本方針」（以下「基本方針」という。）を、総務省の発出し

た「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」に示された内部統制の４

つの目的（（①業務の効率的かつ効果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に

関わる法令等の遵守、④資産の保全）を達成すべく、各目的に対応させ、次の４つの方針とし

て定めています。 

①〔行政評価システム〕 

税収をはじめ、限りある財源を有効活用し、その中で最大の市民満足度を得るため、

事務事業の所管部署、市民及び市により事務事業等の目標・手法・成果等を検証する

ことで、有効性及び効率性の確保に繋げます。 

②〔公金・予算管理〕 

予算編成から契約、会計事務などの財務に関する業務プロセスにおいて、公金支出

等のルールを明確にし、また予算の適正な執行管理を行うなどの財務に関するルール

を適切に運用することで、財務報告の信頼性を確保します。 

③〔法令遵守・コンプライアンス〕 

法令遵守による適正な業務執行、服務義務の徹底、職務情報の適正管理や交通法

規の遵守、退職管理の適正の確保など、コンプライアンスの推進に向け、組織的に取り

組みます。 

④〔資産の適切な管理〕 

資産の取得、活用及び処分のルールを明確にし、市が保有する資産について適切に

保存、管理します。 

 

(2) 評価対象期間 

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日 

 

(3) 評価基準日 

令和 5年 3月 31日とします。なお、地方自治法第 235条の 5に規定する出納閉鎖まで

の整理事項は、評価基準日までに整理されたものとします。 
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（4） 評価対象 

① 財務に関する事務 

② ①以外の事務であって、リスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務 

※②は、令和 4年度以前におけるリスクの発生状況を踏まえ、年度途中に追加。 

 

２ 推進（評価）体制 

内部統制の推進及び評価に必要な体制を、次のとおり整備しています。 

  

項目 役割 

市長 
日
野
市
内
部
統
制
推
進
本
部 

本
部
員 

 

・日野市内部統制の統括責任者 

・全職員に対し、内部統制構築のため、必要な施策の実

施を指示 

・日野市内部統制推進本部本部長 

副市長  
・市長を補佐 

・日野市内部統制推進本部副本部長 

教育長  ・日野市教育委員会の責任者 

市立病院院長  
・日野市立病院の責任者 

・院内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

部長 

市立病院事務長 日
常
的
内
部
統
制
の
推
進 

・各部の責任者 

・部職員に対し、内部統制の構築に関する具体的な取組

を指示 

・部内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

課長 

・課における内部統制の責任者 

・所属職員に対する内部統制構築のための具体的な取組

を指示 

・日々の業務のチェック、日常的モニタリングの実施 

職員 
・リスク対応の実施 

・日々の業務における日常的モニタリングの実施 

日野市内部統制推進本部 

・内部統制の方針の策定に関すること。 

・内部統制の整備及び運用に関すること。 

・内部統制の整備状況及び運用状況の評価に関するこ

と。 

日野市内部統制推進委員会 
・推進本部の所掌する事項の検討及び報告 

・内部統制に関して実施する事務についての検討 
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Ⅱ 内部統制の推進に係る取組の状況 

１ 年度計画の策定 

基本方針に掲げた 4 つの方針を具体化する取組の実施に関し、「内部モニタリング（年間

チェック・指導等計画表（令和 4年度））」を策定しました。 

実施状況については、資料 2「内部統制_取組項目_実績一覧」のとおり。 

 

２ コンプライアンス月間の設定 

全庁において特に内部統制に関する普及啓発を強化し、取組を推進するため、令和 5 年

1月を「コンプライアンス月間」として位置づけ、次の取組を実施しました。 

 

(1) 管理職研修 

管理職を対象に次のとおり研修を実施しました。 

① 対象 事務系 管理職 

② 出席 128人（対象者 139人 出席率 92.1％） 

③ 実施日 令和 5年 1月 18日 1回 90分（出席者を入れ替え 3回開催） 

④ 場所 本庁 5階 505会議室 

⑤ 研修形態 講義及びワークショップ  

⑥ 内容 

(ア) 講義 

A) 日野市における内部統制の取組について 

B) 各部署におけるリスク評価の必要性・方法・注意点 

(イ) ワークショップ 

各部署におけるリスク評価 

【対象としたリスク】 

元副市長問題・北川原公園事案を基に、5 項目のリスク（事前調査の未実施、事前

調整の不足、書類・情報の管理、例規整備、リーガルチェック） を抽出 

 

（２） 職員意識調査 （詳細は資料 6-2「内部統制 職員意識調査 調査結果」参照） 

① 対象  次の職員の全員 

(ア) 正規職員（再任用含む） 

(イ) 会計年度任用職員のうち、本庁職場の事務系フルタイム職員 

② 調査期間 令和 5年 1月 18日～1月 31日 

③ 調査内容 

(ア) 基本属性（部署、年齢 階層、職層） 

(イ)  【正規職員のみ】 内部統制制度の一般知識の理解度調査 

(ウ)  【正規職員のみ】 内部統制の意義・効果の理解度調査マニュアル記載の内容より 

(エ)  【正規職員のみ】 内部統制への関与に関する理解度調査（何をすべきか。リスクは
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何か、など） 

(オ)  【会計年度任用職員のみ】 内部通報の認知度調査 

(カ)  【会計年度任用職員のみ】 上司の認知度（指揮命令系統の確認調査） 

(キ)  【会計年度任用職員のみ】 上司とのコミュニケーション頻度（統制環境・情報伝達） 

(ク) ワーク・エンゲージメントスケール 3項目 【定点観測項目：組織の健全度を測る】 

(ケ) 「想いをカタチに」プロジェクト関連項目 

 

３ コンプライアンス委員会の設置 

市におけるコンプライアンスの実効性及び内部通報の制度の適正な運用を確保するため、令

和 4 年 9 月、学識経験者又は有識者の委員 3 人以内をもって組織する「日野市コンプライア

ンス委員会」を設置しました。 

(1) 所掌事項 

① 市のコンプライアンスの推進に対する検証及び助言に関すること。 

② 市が行う内部統制の取組及び職員の不正行為等によって生じた事件又は事故の再

発防止策に対する意見に関すること。 

③ 内部通報の制度の運用状況の確認に関すること。  ほか 

 

(2) 会議の開催状況 

＜令和４年度第１回会議＞ 

① 日時：令和５年３月２２日（水） ９：５５～１２：００ 

② 場所：日野市役所４階 庁議室 

③ 主な議題： 

➢ 内部通報制度の運用状況について（報告及び対応、改善策等に関する審議） 

➢ 内部統制の取組（リスク事例）等について（報告及び対応、改善策等に関する審議） 

➢ （議事録はホームページで公表予定） 

 

４ 会議の開催 

内部統制の推進及び評価については、日野市内部統制推進本部（以下「推進本部」という。）

及び日野市内部統制推進委員会（以下「推進委員会」という。）を次のとおり開催し、実施しまし

た。 

(1) 推進本部 

＜第 1回＞ 

① 日時：令和 4年 5月 18日（水） 16:00～17:00 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 令和３年度内部統制評価報告書及び実施状況報告書について 

➢ 令和４年度内部モニタリング等計画について 

＜第２回＞ 
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① 日時：令和 5年 2月 17日（金） 13:00～14:00 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 令和５年度 内部統制推進計画（案）について 

➢ 令和 3年度報告書に対する監査委員の意見・対応について 

➢ 基本方針・マニュアルの改正（案） 

➢ 令和 4年度に発生（把握）したリスクの評価・対策について 

➢ 定期監査（令和 4年度第 1回）における指摘事項について 

➢ コンプライアンス月間における取組状況（途中経過） 

 

(2) 推進委員会 

＜第 1回＞ 

① 日時：令和 4年 4月 21日（木） 14:00～15:00 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 内部モニタリングの取組状況の報告 

➢ 日常のチェックが有効に機能しているかの指標（定点観測）について 

➢ 公文書管理に関する取組状況について 

➢ 小集団活動について 

➢ ハラスメント防止対策研修について 

➢ 会計事務研修について 

➢ 予算執行管理に関する意識調査 

＜第２回＞ 

① 日時：令和 4年 5月 19日（木） 14：00～15:00 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 内部モニタリングの取組状況の報告（4月） 

➢ リスク事例評価について 

➢ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の会計検査より 

＜第３回＞ 

① 日時：令和 4年 7月 5日（火） 14：00～15:00 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ リスク事例評価シートの改正について 

➢ リスク事例対応の全体フローについて 

➢ リスク事例評価について 

＜第 4回＞ 

① 日時：令和 4年 8月 8日（月） 10：15～11:00 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 
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➢ リスク事例評価シートの改正について 

➢ リスク事例評価フローについて 

＜第 5回＞ 

① 日時：令和 4年 10月 20日（木） 14：00～15:00 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 監査委員の指摘への対応について 

➢ リスク事例評価について 

＜第 6回＞ 

① 日時：令和 4年 11月１５日（火） 13：10～15:00 

② 場所：日野市役所 4階 打合せスペース 

③ 主な議題 

➢ コンプライアンス月間における取組について 

➢ リスク事例評価シートの改正について 

➢ リスク事例評価について 

➢ リスク事例対応フローについて 

＜第 7回＞ 

① 日時：令和 5年 1月 24日（火） 14：00～16:00 

② 場所：日野市役所 4階 庁議室 

③ 主な議題 

➢ 令和 5年度の取組計画について 

➢ コンプライアンス月間の取組内容（途中経過報告） 

➢ 基本方針・マニュアルの改正について 

➢ リスク事例対応フローの改正案について 

➢ リスク事例評価について 

 

５ その他、普及啓発 

(1) 内部統制ニュースの発行 

庁内全体に情報共有すべきリスク事例等について、「内部統制ニュース」を庁内情報シス

テムの庁内掲示版に掲示することにより、全職員に対し周知しました。 

周知と併せて、知識の確認を行いました。 

（詳細は資料 7「内部統制ニュース」参照） 

発行日 内容 

4/12 出納閉鎖期間における前年度事業の支払忘れに関する注意喚起 

5/27 
（他市事例）国交付金の手続誤りで交付額が 1桁減少 

⇒法令遵守、意思決定、管理監督、報告について徹底を呼び掛け 

7/5 
（他市事例の紹介と対策の啓発）①対象外世帯への誤支給、②委託業者

による個人情報流出、③補助金額の金額過多（約 5億円）、④国交付金の
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発行日 内容 

手続誤りによる過少交付 

8/5 

（令和3年度のリスク事例と対策の情報共有（１））①補助金の交付に関す

る文書不備、②指定管理者の収支報告の不備、③補正予算成立前に補助

金を交付決定、④処理の簡略化のため、要綱と異なる補助金交付処理。 

理解度チェックテストを合わせて実施。 

9/21 

（令和3年度のリスク事例と対策の情報共有（２））①ごく短納期での例規

審査依頼、②例規と異なる委員会運営、③法改正を見落とした掲示板設

置、④２か月以上の支払遅延 

理解度チェックテストを合わせて実施。 

12/7 

（令和 3 年度のリスク事例と対策の情報共有（３））①予算書校了後の事

業名の差し替え、②繰越明許をした予算の繰越額を超過した支払い、③

債権管理事務の引継ぎ不足による事務処理漏れ、④郵便料改定の確認

漏れ、⑤補正を先送りした予算の補正忘れ 

理解度チェックテストを合わせて実施。 

1/5 コンプライアンス月間の啓発 

3/10 
令和 4年度に発生した１４のリスク事例と対策の情報共有 

理解度チェックテストを合わせて実施。 

 

 

(2) 副読本による研修 

固いイメージの内部統制を、若手職員にも抵抗なく理解してもらえるよう、内部統制の基

礎的知識を平易に説明した副読本を作成し、庁内情報システムに掲載しました。 

① 内容 

過去のリスク事例を取り上げつつ、内部統制の意義、組織風土づくりの重要性、内部

統制の 4つの目的について説明 

② 対象 

全職員（庁内情報システムを利用可能な職員） 

③ 体裁 

16ページ、電子ファイル 

④ 研修形態 

庁内情報システム上での閲覧 

⑤ 研修期間 

令和 5年 2月 1日～28日 
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Ⅲ 内部統制の評価（全庁的な体制の整備） 

１ 評価手法 

総務省ガイドラインの別紙１「「地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及

び評価項目」を参照し、内部統制に係る日野市における全庁的な体制整備の状況について、

「①統制環境」、「②リスクの評価と対応」、「③統制活動」、「④情報と伝達」、「⑤モニタリング」

及び「⑥ＩＣＴへの対応」の６つの基本的要素から構成された 28 の評価項目により評価しまし

た。 

 

２ 評価結果 

日野市における体制整備の状況は、全ての評価項目に対応し、例規やマニュアル等を定め、

関係職員への周知を行い、その内容に従った運用を行っていることが確認できたことから、評

価基準日において有効に機能していると評価しました（詳細は、資料 3「全庁的な体制の整備

に関する評価結果一覧」のとおり）。 
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Ⅳ 内部統制の評価（業務レベルのリスク評価） 

１ 評価手法 

(1) 管理部門における評価 

① 全庁における各部署で発生したリスクのうち管理部門（企画部（企画経営課、財政課、

情報政策課）、総務部（総務課、職員課、財産管理課、政策法務課）及び会計課）にお

いて把握したリスク事例について、把握した部署は、評価及び再発防止策の案を「リ

スク事例評価シート」により作成し、推進委員会に報告しました。 

② 推進委員会では、当該事例の評価及び再発防止策について検討し、推進本部に報

告しました。 

③ 推進本部において、最終的な確認を実施しました。 

 

(2) 各部署における評価 

① 推進委員会において、各部署において評価すべきリスクとして、元副市長問題・北川

原公園事案を基に 5 項目のリスク（事前調査の未実施、事前調整の不足、書類・情

報の管理、例規整備、リーガルチェック）を設定しました。 

② 管理職研修において、リスク評価について事前作業とワークショップを実施しました。 

③ 各部署において、リスクの評価を行い、再発防止策を講じました。 

④ 推進委員会において、各部署の評価結果及び再発防止策の対策状況を確認し、全

庁としての評価を行いました。 

⑤ 推進本部において、総評に関して最終的な確認を実施しました。 

※ 各部署における評価は、令和 4年度から新たに導入したものです。 

 

(3) リスク評価の指標 

① 評価項目 

リスク評価については、次の 3項目の各項目で評価します。 

(ア) 市民影響度 

市民への被害（想定）額を、3段階で評価します。1＝100万円未満、２＝100万

円以上・2000万円未満、３＝2000万円以上 

(イ) 発生可能性 

事案の性質により頻度または再発する確率により 3段階で評価します。 

頻度は、週・月・年単位で起こり得るか、また発生時の件数は、100 件未満か、

100以上 1000件未満か、1000件以上かの組み合わせにより評価します。 

再発する確率は、25％未満、25%以上 75％未満、75％以上であって、イレギ

ュラー処理、月次・年次処理か、日次処理かの組み合わせにより評価します。 

(ウ) 重要度 

法令等の規定に抵触している程度により 3 段階で評価します。１＝運用が不適

切、2＝要綱や通知に反しているまたは例規等が未整備、3=法・例規に反してい

る。 
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② リスクが「重大」であるかの判断 

各評価項目の点数に関して、次に掲げる組合せに応じ、当該事例が「重大」なリス

クであるか否かを判断します。「重大なリスク」とは、市民（市）に対し大きな経済的ま

たは社会的不利益を生じさせたものを言います。 

【「重大なリスク」と判断される評価項目の点数の組合せ（以下のいずれか）】 

(ア) 市民影響度が 3 

(イ) 発生可能性が３かつ全評価の合計が 7以上 

(ウ) 重要度が３かつ市民影響度が２以上 

 

２ 評価結果 

(1) 管理部門における評価 

① 評価結果 

発生件数  20件（うち、重大な不備は 8件） 

※ 詳細は、資料 4「管理部門において把握したリスクの評価結果一覧」参照。 

② 重大な不備の概要 

 

(ア) 修繕見積の不適切事案 

【内容】業者に見積りを依頼する際、他社の分の見積りを併せて提出するよう依頼

をする又は複数の業者に対しそれぞれのメールアドレスを「To（宛先）」欄に

入れて一斉送信する形で依頼した。部下にも同様のやり方を指示しており、

令和元年 9 月から令和 3 年 2 月までの間にわたり、計 13 件の不適切な

事務処理が行われていた。 

【再発防止策】 

➢ 当該事案の発生したまちづくり部においては、見積りによらず、原則とし

て公共工事積算基準を使用して積算する。 

➢ 職員の修繕案件の対応力強化に向けた環境整備を行う。 

➢ 適切な設計・積算ができるよう、研修、技術周知を行う。 

➢ 懲戒処分を行い、このことを公表した。 

 

(イ) 新型コロナウイルスワクチンの誤廃棄 

【内容】冷凍保管の新型コロナウイルスワクチンの有効期限が、厚生労働省の通知

により延長された（冷蔵保管の場合は、有効期限の延長はない）。ワクチン

の管理委託業者から、有効期限を迎えたワクチンの廃棄に関して尋ねられ

た担当者は、冷蔵保管のワクチンの廃棄に関して尋ねられたものと誤認し、

廃棄を指示した。結果、有効期限が延長された冷凍保管のワクチン 10,010

回分が廃棄された。 

【再発防止策】 

➢ ワクチンの廃棄については、口頭のみとせず、指示書により委託業者に指

示する。なお、市内部で廃棄する場合にも指示書を作成する。 
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➢ 指示書については、決裁権者の決裁を得る。 

➢ 委託業者の廃棄作業時には、職員が立ち会い、確認を行う。 

➢ 委託業者に対しても、最新の情報を迅速に共有する。 

 

(ウ) 緊急随意契約の予算超過 

【内容】修繕を発注する際、「緊急対応で随意契約」とする考え方により、口頭で事

業者に発注し、後で見積書や請求書を提出させ、契約手続は事後処理とす

る事務処理が常態化していた。その上、修繕の案件管理のための台帳も作

成していなかった。結果として予算残額の把握ができておらず、予算残額を

超える発注を行っていたため、年度途中で財政課に流用の相談をするに至

った（総数 14件、約 165万円分）。 

【再発防止策】 

➢ 従来口頭発注していた案件が、真に緊急対応が必要なものかどうかを精

査し、緊急性の無いものについては競争入札での契約締結とする。 

➢ 口頭発注が必要となる案件は、担当者限りではなく組織として案件の把

握をするとともに、見積額を早期に把握したうえで、発注日、実施日など

を管理する台帳を作成し、組織内で共有する。 

➢ 懲戒処分を行い、このことを公表した。 

 

(エ) 土地資産税減免申請誤り 

【内容】使用貸借契約（無償）により借り受けていた公共施設用地について、固定資

産税を減免し、非課税として取り扱ってきたが、実際には委託料等の名目

で地代相当の金員が長年支払われていたことが判明した。当初のやり取り

や意図は不明であるが、その対価が不明瞭な委託料名目の金員が何年に

もわたり繰り返し支払われ続けたにもかかわらず、その金員について課税

部門への報告が必要であるとの認識には至らなかった。その結果、必要な

課税がなされない不適切な状態が継続した。 

【再発防止策】 

➢ 相手方と賃貸借契約（有償）を締結し適正に課税するよう対応した（令和

4年度）。 

➢ 遡及可能な期間内について、本来支払うべき適正な金額で地代相当分

を支払いの上、固定資産税を課税予定。 

 

(オ) 北川原公園予定地ごみ搬入路整備の都市計画法違反 

【内容】平成 24 年 8 月に、北川原公園予定地内にごみ集積車の搬入路を設置す

ることについて、東京都に確認したところ、公園用地を隣接地に設けた上で

都市計画を変更するまたは公園兼用工作物とする案が提示された。その後、

平成 27 年 3 月に東京都に図面をもとに説明したところ、兼用工作物に馴

染まないとの回答を受けた。最終的に、搬入路については、都市計画を変

更せず、暫定的に 30 年間設置する公園兼用工作物として位置づけ設置し
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た。しかし、令和 4年 9月 8日、裁判において違法であることが確定した。 

【再発防止策】 

➢ 主管課が事業の早期段階から法的に問題となり得る点について、気軽に

法律の専門家へ相談できる環境を整備する。 

➢ 都市計画の決定や変更等について法解釈等の判断を要するものについ

ては、都市計画審議会等によりあらかじめ専門家等の意見を聞き丁寧に

対応する。 

 

(カ) 診断書偽造、欠勤及び給与の不正受給 

【内容】診断書の偽造及びこれを用いた給与の不正受給が行われたもの。職員 A

から市に提出された診断書の内、９通は、医療機関で発行されたものでは

なく職員 Aが自ら偽造したものであった。市が職員 Aに命じていた傷病に

よる休養のうち、７２日間は上記偽造診断書に基づくもので、この間は正当

な理由なく勤務を欠いたものといえ、また、職員Aが受け取っていた給与の

うち、上記欠勤日数分及びこれによる期末・勤勉手当の減額分にあたる１，

０２０，２１７円は、不正に受け取っていた。 

【再発防止策】 

➢ 診断書偽造に関しては、日ごろからの職員の勤務状況や健康状態などを

しっかり把握すること、年休取得の状況なども合わせて把握しつつ、これ

までの届出の状況等も踏まえ、新たな届出に関して注意を払う必要があ

る。 

➢ 診断書の発行に関しては、医療機関や医師の守秘義務も深く関連するこ

とから、本人の同意等を確認する手法の検討も必要となる。 

➢ 市職員の服務規律の遵守についての依命通達の発出、及び事案概要を

周知した。 

➢ 懲戒処分を行い、このことを公表した。 

 

(キ) セクシャル・ハラスメント 

【内容】セクシュアル・ハラスメント行為が発生したもの（具体的態様は被害者特定

を避けるために公表しない）。 

【再発防止策】 

➢ 懲戒処分を行い、このことを公表した。 

➢ 併せて、ハラスメント防止について過去の事例の再掲含め周知を行った。

人目の少ないところで２人きりという状況を不用意に作らないようにする

ことを呼びかける。 

 

(ク) 勤怠管理の不備 

【内容】令和２年１月から令和４年８月にかけ、少なくとも計50回（224時間 15分）

に渡り、出退勤システム上で休暇等の届出及び退勤打刻を行わずに正規の

勤務時間途中に退勤し、後日「退勤打刻訂正」にて正規の勤務時間内は勤
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務していたかのように装っていた。 

上記非違行為発覚後、庁内情報システム上の過去の自らの休暇スケジュー

ルを少なくとも１８件削除し、調査を妨げた。 

非違行為として事実認定はしなかったが、上記のほかにも勤怠上の不整合

や、過去の休暇スケジュールが消えている例が複数認められている。 

また、テレワーク端末の利用状況が管理されておらず、当該職員については

休日を含む最大連続８日間に渡りログオン状態が維持されている等、現実

に勤務に服していたかが不明な状況も認められた。 

【再発防止策】 

➢ 懲戒処分を行い、このことを公表した。 

➢ 「タイムカードを打刻する」ことは、基本中の基本。それが一部でできてい

ない事を重く受け止め、啓発を行った（出退勤管理の徹底、勤務テレワー

ク手順の遵守）。 

 

(2) 各部署における評価 

 

① 評価手順 

(ア) 管理職研修においてリスク評価シートの事前作成を依頼し、研修当日にワークショ

ップによるリスクの共有及び意見交換を行いました。 

(イ) 研修終了後、各部署に戻り、改めてリスク評価を行い、再発防止策を実施しました。 

(ウ) 所管部署リスク評価の内容について、推進委員会及び推進本部により対策の実施

状況及び評価内容の確定を行いました。 

② 評価対象リスク 

推進委員会において、元副市長問題・北川原公園事案を念頭に、内部統制マニュア

ルに記載のリスクから抽出又はこれに新規追加したリスクとして計 5 項目を設定し、リ

スク評価を行いました。 

 

連番 リスク 説明（依頼時の説明資料より） 

１ 事前調査の

未実施 

事務事業の適法・効率的・効果的・公正な実施のためには、事

業を立ち上げる前に、予め法令・例規の制約や市場の状況、ニ

ーズ等を把握する必要があります。この調査がされていない

と、いざ事務事業を実施しても「空振り」に終わるリスクが高ま

ります。 

問題は、「空振ること」ではなく、「実施前に地域の状況、課題

の把握、事務事業の効果の検討がなされないこと」です。 

２ 書類・情報の

管理 

公文書は、上司や市民に何かを伝えるためだけでなく、行政活

動が適正に行われていることを事後的に確認するためにも必

要です。文書が無いと、最悪の場合は当該事務事業の適法性

や正当性を証明することが不可能になります。 

「敢えて文書を作らない」という事案があれば、このリスクに該
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連番 リスク 説明（依頼時の説明資料より） 

当するものとお考えいただき、「文書をまず作る（取得する）」、

そのうえで公益上非公開とすべきであればそのように処理し

ていく、という考え方を徹底しましょう。 

また、文書を作成しても、適時にその文書にアクセスできるよ

う整理しておくことも重要です。整理できているかどうかの目

安は、異動後に新担当者が旧担当者に所在を問い合わせるこ

となく必要な書類・情報を取得できるか、を参考にしてくださ

い。 

３ 例規整備 コンプライアンスの徹底は当然重要ですが、市で定めた例規

であれば、その例規自体に問題がある場合もあります。また、

そもそも定めるべき例規がないまま事務事業を進めてしまっ

ている場合もあります。 

こうしたことがないように、不適切な例規については逐次見直

すとともに、必要な例規は速やかに定める必要があります。例

えば、国の法令改正に伴い改正すべき例規を失念したまま、事

務処理が進んでいるなどであれば、このリスクに該当します。 

４ リーガルチェ

ック 

関連法規の確認は、時に専門的で難解ではありますが、だか

らと言って「なあなあ」になってよいものではありません。困難

な案件であれば、国等へ行政照会を行ったり、弁護士等へ助

言を求めるなどにより確実な判断を行う必要があります。 

このリスクは、そうした法令確認が甘いまま事務処理を行って

しまい、法令に反する（又はそのおそれがある）ことを行ってし

まったケースが該当します。 

５ 事前調整の

不足 

事務事業の実施にあたっては、ほとんどの場合で利害関係者

がいます。地方自治体として、市民の様々な声と向き合い、一

定の納得感の元で行政活動を行うことが望ましい姿です。 

故意や多忙など、様々な理由でこうした市民と向き合う機会を

取らなかったり、意見を適正に反映せずに事務事業を進めた

りすることで、最終的に事務事業の運営に支障が出た、という

ケースがこのリスクになります。 
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③ 評価結果 

評価の結果、全庁において発生したリスクは合計８３件でした。 

うち、重大リスクとして評価されたのは１件でした。当該重大リスク案件は、前述の

「(１) 管理部門における評価」において、「(イ)新型コロナウイルスワクチンの誤廃棄」と

して挙げたものと同一ですので、ここでの詳細な説明は割愛します。 

各リスク評価項目「市民影響度」、「発生可能性」、「重要度」のそれぞれの平均値は１

点台にとどまっており、全体としてはリスクの程度は軽易であったものと評価しています。 

令和４年度内に対策を講じた件数は 75 件であり、９割のリスクについては対策を完

了しています。８件のリスクについては対策が未了ですが、いずれも令和５年度中に対

策完了する予定となっています。 

※ 詳細は「資料５ 所管部署リスク評価結果一覧」を参照。 

 

(ア) リスク評価の概要 

連

番 
リスク 

所管部署

のリスク

件数 

市民 

影響度 

（平均） 

発生 

可能性 

（平均） 

重要度 

（平均） 

重大 

リスク 

件数 

1 
事前調査の未

実施 
13件 1.31 1.31 1.08 0件 

2 
書類・情報の管

理 
29件 1.14 1.28 1.21 1件 

3 例規整備 13件 1.17 1.62 1.62 0件 

4 
リーガルチェッ

ク 
11件 1.00 1.27 1.91 0件 

5 
事前調整の不

足 
17件 1.18 1.24 1.29 0件 

 合計/平均 83件 1.16 1.34 1.42 1件 

 

(イ) 分類別件数 

 整備上のリスク 運用上のリスク 合計 

 うち、対

策未了 

 うち、対

策未了 

 うち、対

策未了 

全庁的リスク 11件 0件 25件 0件 36件 0件 

個別的リスク 19件 6件 28件 2件 47件 8件 

合計 30件 6件 53件 2件 83件 8件 
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※全庁的リスク・個別的リスクの考え方 

全庁的リスク 
全庁的に共通するリスクであり、当該リスクの性質に照らし全庁

に共有することで再発防止に大きく寄与すると考えられるもの 

個別的リスク 

当該部署でのみ検討されれば足りるリスクであり、当該リスクの

性質に照らし全庁に共有しても再発防止にあまり寄与しないと考

えられるもの 
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Ⅴ 資料 

 

資料１ 日野市内部統制基本方針 

資料２ 内部統制 取組項目 実績一覧 

資料３ 全庁的な体制の整備に関する評価結果一覧 

資料４ 管理部門で把握したリスク評価結果一覧 

資料５ 所管部署リスク評価結果一覧 

資料６ 内部統制モニタリング指標（令和 4年度） 

資料６-1 行政評価結果報告書 

資料６-2 職員意識調査 調査結果 

資料６-3 令和 4年度第 1回定期監査報告書 

資料６-4 令和 4年度第 2回定期監査報告書 

資料７ 内部統制ニュース 

資料８ リスク事例評価シート（様式） 

資料９ 所管部署リスク評価シート（様式） 



日野市内部統制基本方針 

 

 

 日野市は、事務事業の適正な執行を確保し、内部統制の４つの目的（①業務の

効率的かつ効果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等

の遵守、④資産の保全）を達成するため、既存システムの強化方針を地方自治法

第 150 条第２項の規定に基づく方針として次のように定めます。 

 今後は、この方針に基づき、地方自治法に規定する内部統制の機能の充実を図

ってまいります。 

 

〔行政評価システム〕 

一、税収をはじめ、限りある財源を有効活用し、その中で最大の市民満足度を得

るため、事務事業の所管部署、市民及び市により事務事業等の目標・手法・成

果等を検証することで、有効性及び効率性の確保に繋げます。 

 

〔公金・予算管理〕 

一、予算編成から契約、会計事務などの財務に関する業務プロセスにおいて、公

金支出等のルールを明確にし、また予算の適正な執行管理を行うなどの財務

に関するルールを適切に運用することで、財務報告の信頼性を確保します。 

 

〔法令遵守・コンプライアンス〕 

一、法令遵守による適正な業務執行、服務義務の徹底、職務情報の適正管理や交

通法規の遵守、退職管理の適正の確保など、コンプライアンスの推進に向け、

組織的に取り組みます。 

 

〔資産の適切な管理〕 

一、資産の取得、活用及び処分のルールを明確にし、市が保有する資産について

適切に保存、管理します。 

 

 

  ２０２１年（令和３年）  ８月 ２３日 

 

 

                  日野市長  大坪 冬彦 

  

資料１ 



日野市内部統制基本方針（別紙） 

 

 

 市民の信頼と期待を寄せられる市役所づくりのためには、職員の不祥事や事務処理上の

ミス、窓口応対トラブルなど行政運営上の様々なリスクを未然に防止するとともに、その

被害を最小限にとどめるための体制づくりや対応策を事前に確立しておくことが重要と

なります。 

 これまでも、日野市（以下、「市」という。）では、地方自治法をはじめとする法令に則

った職務の遂行に加え、事務の適正な管理及び執行のために例規等を整備してきました。

また、事務の適正な管理及び執行について管理部門による確認を行うなどの取組を行って

きたところですが、業務に対する認識不足や理解不足、法令遵守の意識の不足等を原因と

して、さらには職場におけるチェックや管理体制の不足によって、不適切な事務処理や不

祥事が発生しました。 

 そのため、市では過去に発生した事案を教訓とし、これから起こり得る不祥事や不適切

な事務処理を事前に回避する、又は発生しても速やかに組織的に対応し、軽減する体制で

ある「内部統制」を構築していくことは、市民からの信頼を得る上でも非常に重要である

と考え、事務事業の適正な執行を確保し、内部統制の４つの目的（①業務の効率的かつ効

果的な遂行、②財務報告等の信頼性の確保、③業務に関わる法令等の遵守、④資産の保全）

を達成するため、地方自治法第 150 条第２項の規定に基づく「日野市内部統制基本方針」

を策定しました。 

今後はこれまでの市における取組に加え、内部統制評価報告書の作成や市議会への提

出・公表等を、下記により実施することとします。 

 

記 

 

第１ 内部統制の目的 

   法令及び市の各種例規や制度等を遵守し、事務の適正な管理及び執行に着実に取り

組むとともに、内部統制の取組状況について、毎年度内部統制評価報告書として市議

会に提出し、市民に公表することにより、信頼される市政の実現を目指す。 

 

第２ 内部統制の対象とする事務 

① 財務に関する事務 

② ①以外の事務であって、リスクの発生状況から対象とすべきと判断される事務 

 

第３ 対象組織 

   全組織（市立病院を含む）とする。 

  



第４ 内部統制の運用 

   従来からの財務に関する事務の適正な管理・執行の取組みに加え、全庁的な体制に

よる、①統制環境の整備 ②統制の運用 ③統制の評価 ④公表 の４つの取組を制

度化する。 

 

第５ 評価対象期間・評価基準日 

   評価対象期間は、会計年度（毎年４月１日から翌年３月 31日まで）とする。 

   評価基準日は、会計年度末の３月 31 日とする。なお、法第 235 条の 5 に規定する

出納閉鎖までの整理事項は、評価基準日までに整理されたものとする。 

 

第６ 内部統制の推進体制 

   日野市長を内部統制の統括責任者とする推進体制を構築し、それぞれの役割分担の

もと、組織的に内部統制を推進する。 

 

  

項目 役割 

市長 日
野
市
内
部
統
制
推
進
本
部 

本
部
員 

 

・日野市内部統制の統括責任者 

・全職員に対し、内部統制構築のため、必要な施策の実施を指示 

・日野市内部統制推進本部本部長 

副市長  
・市長を補佐 

・日野市内部統制推進本部副本部長 

教育長  ・日野市教育委員会の責任者 

市立病院院長  
・日野市立病院の責任者 

・院内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

部長 

市立病院事務長 
日
常
的
内
部
統
制
の
推
進 

・各部の責任者 

・部職員に対し、内部統制の構築に関する具体的な取組を指示 

・部内で重大なリスクが発生した際の実務的責任者 

課長 

・課における内部統制の責任者 

・所属職員に対する内部統制構築のための具体的な取組を指示 

・日々の業務のチェック、日常的モニタリングの実施 

職員 
・リスク対応の実施 

・日々の業務における日常的モニタリングの実施 

日野市内部統制推進本部 

・内部統制の方針の策定に関すること。 

・内部統制の整備及び運用に関すること。 

・内部統制の整備状況及び運用状況の評価に関すること。 

日野市内部統制推進委員会 
・推進本部の所掌する事項の検討及び報告 

・内部統制に関して実施する事務についての検討 



第７ 監査委員との連携 

   内部統制の推進にあたっては、必要に応じて監査委員への情報提供や意見交換を行

う。 

 

第８ 内部統制評価報告書の市議会への提出及び公表 

  １ 法第 150条第 5項の規定に基づき、内部統制評価報告書について、内部統制の評

価手続及び重大な不備の判断が適切に行われているか監査委員の審査に付す。 

  ２ 法第 150条第 6項の規定に基づき、上記１により監査委員の審査に付した内部統

制評価報告書に監査委員の意見を付けて、直近に開会される市議会定例会に提出す

る。 

  ３ 上記２により市議会に提出した報告書は、市議会へ提出後遅滞なく、市のホーム

ページで広く市民に公表する。 

 

【制定（改正）履歴】 

制定（改正）年月日 決裁番号 備考 

令和 3年（2021年）8月 23日 日企企第 142 号 制定 

令和 5年（2023年）4月 28日 日企企第 452 号 一部改正 

   

 



内部統制 取組項目 実績一覧（令和4年度）

行政評価システム 公金・予算管理 法令遵守・コンプライアンス 資産の適切な管理 主要イベント

上
・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・予算執行計画作成（病院 総務課）

・文書管理に関する新任研修（総務課）
・新任研修の実施（職員課）
・本庁舎の防火管理、庁用車の安全運転について【研修】、交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）
・新人オリエンテーションの実施（病院 総務課）

・情報セキュリティリーダー選出（情報政策課）
・新人職員向け情報セキュリティ研修開催（情報政策課）
・ICT予算事前協議実施（6月補正）（情報政策課）
・サーバ室への入退室管理の実施（情報政策課）

中
・予算執行方針等（補正見積編成方針）（財政課）
・予算執行計画作成（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・外部相談窓口の職員への周知（職員課）

・情報セキュリティ対策本部会議開催（情報政策課）
・管理者向け情報セキュリティ研修開催（情報政策課）
・財産に関する調書作成（土地・建物）【調査・回答】（財産管理課）
・設備及びリース台帳の整備（病院 総務課）

推進委員会①

下
・契約係　案件情報収集（総務課）
・長期休暇における防火対策について【通知啓発】（財産管理課）
・院内法務相談体制の周知（病院 総務課）

・情報セキュリティ内部監査員説明会開催（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・内部監査の実施について通知（情報政策課）

中
・予算未執行リストの作成について（財政課）
・支出に関する遅延の防止について周知（会計課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課） ・内部監査各課点検シート提出（情報政策課）
推進委員会②
本部会議①

下 ・対象事業（案）の検討（企画経営課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公文書管理改善「明日のために」①（総務課）
・契約係　案件情報収集（総務課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上
・９月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）
・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・令和4年契約事務(準備行為)に係る仕様書の事前検査(通知)の発出（企画経営課）
・市職員の規律厳守について依命通達（職員課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・ICT予算事前協議実施（9月補正）（情報政策課）
・公有財産台帳登録（土地・建物）の依頼（財産管理課）

中
・前年度の手戻り率・主な返却理由周知（会計課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課） 監査受審

下 ・会計ミニテスト実施①（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公文書管理改善「明日のために」②（総務課）
・契約係　案件情報収集（総務課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

推進委員会③

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課） ・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課） ・固定資産台帳の整備（土地）【調査・回答】（財産管理課）

下
・会計ミニテスト実施②（会計課）
・予算編成方針（病院 総務課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公文書管理改善「明日のために」③（総務課）
・入札及び契約等監視委員会（総務課）
・契約係　案件情報収集（総務課）

・子育て職場セキュリティチェック実施（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・対象事業を全庁に再募集（企画経営課） ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・内部監査フォローアップ実施（情報政策課）
・ICT予算事前協議（次年度）通知（情報政策課）

推進委員会④

中
・公金等の取扱に関する各課内での検査実施（会計課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課） ・インターンシップ生向け情報セキュリティ研修実施（情報政策課）

下 ・対象事業の確定（企画経営課）
・予算編成方針・事業見直し勉強会等（財政課）
・１２月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・契約係　案件情報収集（総務課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・ICT予算事前協議実施（次年度）（情報政策課）
・全職員向け情報セキュリティ研修開催通知（情報政策課）

中 ・所管部署評価の実施（企画経営課） ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課） ・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課） ・公有財産台帳登録（土地・建物）の依頼（財産管理課）

下
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・契約係　案件情報収集（総務課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公文書管理改善「明日のために」④、⑤（総務課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・ICT予算事前協議実施（12月補正）（情報政策課）
・サーバ室への入退室管理の実施（情報政策課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・ハラスメント苦情相談員研修（職員課）

・全職員向け情報セキュリティ研修開催（情報政策課） 推進委員会⑤

下 ・市民評価委員会の開催（１～3回（全6回中））（企画経営課）
・指定管理者制度導入施設の履行確認検査（企画経営課）
・契約係　案件情報収集（総務課）
・市職員の規律厳守について依命通達（職員課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・市民評価委員会の開催（4～5回（全6回中））（企画経営課） ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公文書管理改善「明日のために」⑥（総務課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・情報セキュリティ対策本部会議開催（情報政策課）
・可搬記録媒体の見直し実施通知（情報政策課）

中 ・市民評価委員会の開催（6回（全6回中））（企画経営課）
・３月補正見積依頼（予算執行状況確認）（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課） 推進委員会⑥

下 ・市民評価結果の市長報告（企画経営課） ・会計ミニテスト実施③（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公文書管理研修（総務課）
・契約係　案件情報収集（総務課）

・ICT予算事前協議実施（3月補正）（情報政策課）
・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公文書管理改善「明日のために」⑦（総務課）
・令和５年度契約事務（準備行為）関連通知（庁内掲示板）（総務課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・公有財産台帳登録（土地・建物）の依頼（財産管理課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・市職員の規律厳守について依命通達（職員課）

・全課情報資産台帳の整備実施（情報政策課）

下 ・本部評価ヒアリング（1回（全3回中））（企画経営課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公文書管理研修（総務課）
・契約係　案件情報収集（総務課）
・長期休暇における防火対策について【通知啓発】（財産管理課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・本部評価ヒヤリング（2～3回（全3回中）)（企画経営課） ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・令和５年度契約事務（準備行為）関連通知（庁内掲示板）（総務課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・不許可機器接続のチェック（情報政策課）

中 ・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・内部統制研修の実施（企画経営課）
・定期監査結果報告と指摘事項に基づく事務改善について調査（企画経営課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・ハラスメント防止対策研修（職員課）

・公有財産台帳登録（土地・建物）の依頼（財産管理課）
内部統制研修
所属リスク評価
職員意識調査

下 ・本部評価結果まとめ（企画経営課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・内部統制に係る職員意識調査の実施（企画経営課）
・入札及び契約等監視委員会（総務課）
・契約係　案件情報収集（総務課）
・病院提携弁護士への看護職員処遇改善に係る例規整備状況の照会（病院 総務課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課） 推進委員会⑦

上
・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・会計事務に関する研修実施（会計課）

・内部統制研修の実施（企画経営課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

中
・行財政改革推進本部会議で評価結果の最終検討（企画経営
課）

・重要備品検査実施（会計課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課） 本部会議②

下
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・契約係　案件情報収集（総務課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

上 ・評価結果の確定（企画経営課） ・先月の手戻り件数の集計・分析（会計課）
・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・運転適性検査・実技指導【研修】、交通安全インフォメーション【通知啓発】（財産管理課）

・外部監査（情報システムの第三者目線でのリスク評価）の実施（情報政策課）

中
・繰越明許費繰越調書の提出について（財政課）
・例月出納検査資料作成（予算執行状況確認）（病院 総務課）

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・自衛消防訓練【訓練啓発】（財産管理課）
・ハラスメント研修の実施（総務課、病院事業所安全衛生委員会事務局合同）（病院 総務課）

・建築営繕課に対し、公共施設等の新築・増築・解体の確認（財産管理課）

下

・委託、工事、修繕の履行確認　仕様書の事前確認（企画経営課）
・公正取引委員会研修（総務課）
・契約係　案件情報収集（総務課）
・コンプライアンス委員会会議（政策法務課）
・防火管理委員会【研修】（財産管理課）

・有形固定資産台帳の整備（病院 総務課）

R5.3

R4.9

R4.10

R4.11

R4.12

R5.1
（コンプ
ライア
ンス月

間）

R5.2

R4.8

R4.4

R4.5

R4.6

R4.7
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全庁的な体制整備に関する評価

基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

１－１ 長は、地方公共団体が事務を適正に管理

及び執行する上で、誠実性と倫理観が重要であ

ることを、自らの指示、行動及び態度で示して

いるか。

①内部統制本部会議の本部長として、「法令遵守による適正な業務執行、服務義務の徹

底、職務情報の適正管理や交通法規の遵守、退職管理の適正の確保など、コンプライア

ンスの推進に向け、組織的に取り組」む旨、市長名で基本方針を令和3年8月に策定し

た。

②その基本方針の下、令和4年度の内部統制の推進・評価について、最高責任者として内

部統制本部会議の運営を通じ、各種取組を進めている。

③制度の整備としては、内部通報制度を令和3年6月から施行し、コンプライアンス委員

会を令和4年9月に設置し、コンプライアンスの推進に取り組んでいる。

④庁内情報システムの庁内掲示板「市長より」に、随時、職員向けにコンプライアンス

の推進等に関するメッセージを掲示している。（令和 2 年 12 月 3 日付け「元副市長問

題における市長から職員へのメッセージ」、令和 3 年 2 月 18 日 「元副市長逮捕に関す

る市長メッセージ」、令和4年11月30日「想いをカタチにプロジェクトに込めた思い」）

１－２ 長は、自らが組織に求める誠実性と倫理

観を職員の行動及び意思決定の指針となる具体

的な行動基準等として定め、職員及び外部委託

先、並びに、住民等の理解を促進しているか。

①職員の理解促進のため、日野市職員服務規程を制定している。

②外部委託先の理解促進のため、日野市公契約条例を制定している。

③住民等の理解促進のため、SDGs未来都市として内閣総理大臣より選定されている。

１－３ 長は、行動基準等の遵守状況に係る評価

プロセスを定め、職員等が逸脱した場合には、

適時にそれを把握し、適切に是正措置を講じて

いるか。

①日野市懲戒処分の指針、日野市職員の分限処分に関する指針、日野市職員の懲戒処分

等に関する公表基準を定め、当該指針等に基づき、処分を行っている。

②日野市内部統制マニュアルにおいて、管理部門に対してリスク事例の把握・推進委員

会への報告・評価・再発防止策の全庁への周知による是正措置を定め、それに従った運

用を行っている。

１ 長は、誠実性と倫理観

に対する姿勢を表明して

いるか。

Ⅰ 統制環境
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

２－１ 長は、内部統制の目的を達成するために

適切な組織構造について検討を行っているか。

日野市組織条例、日野市組織規則を定めている。また、能率的な組織の構築に向け、随

時組織改正に関する検討を行い、当該例規に反映している。

２－２ 長は、内部統制の目的を達成するため、

職員、部署及び各種の会議体等について、それ

ぞれの役割、責任及び権限を明確に設定し、適

時に見直しを図っているか。

①日野市組織条例、日野市組織規則、日野市事務決裁規程等を定め、部署、職員の役

割、責任及び権限を明確に設定している。また、能率的な組織の構築に向け、随時検討

を行い、当該例規に反映している。

②日野市庁議等に関する規則等、各会議体について例規・要綱を整備し、会議体及び構

成員の役割、責任及び権限を設定し、随時見直しを図っている。

３－１ 長は、内部統制の目的を達成するため

に、必要な能力を有する人材を確保及び配置

し、適切な指導や研修等により能力を引き出す

ことを支援しているか。

①人材の確保に向け、毎年度、採用すべき職員を日野市採用職員試験要領に定め、市

ホームページに公表している。

②日野市人材育成基本方針を定め、方針に従った配置、研修を実施している。

３－２ 長は、職員等の内部統制に対する責任の

履行について、人事評価等により動機付けを図

るとともに、逸脱行為に対する適時かつ適切な

対応を行っているか。

①毎年度、人事評価制度実施マニュアルを定め、組織目標に紐づけた評価を行うことに

より、履行の動機づけを図っている。

②逸脱行為を把握した場合は、日野市懲戒処分の指針等に則して、適時かつ適切な対応

を行っている。

③内部通報制度を導入し、逸脱行為の把握及び対応の強化を図っている。

４－１ 組織は、個々の業務に係るリスクを識別

し、評価と対応を行うため、業務の目的及び業

務に配分することのできる人員等の資源につい

て検討を行い、明確に示しているか。

①財政再建計画・第６次行財政改革大綱実施計画において、改革対象事業として「計画

的な定員管理と職員の適正配置」を定めている。

②職員配置適正化・業務効率化検討業務委託により、各部署における人員配分の検討を

行った。

４－２ 組織は、リスクの評価と対応のプロセス

を明示するとともに、それに従ってリスクの評

価と対応が行われることを確保しているか。

日野市内部統制マニュアルにおいて、管理部門及び各部署におけるリスク評価・再発防

止策の検討・全庁における情報共有に関して定め、その規定に従った運用を行ってい

る。

Ⅱ リスクの評

価と対応

２ 長は、内部統制の目的

を達成するに当たり、組

織構造、報告経路および

適切な権限と責任を確立

しているか。

３ 長は、内部統制の目的

を達成するにあたり、適

切な人事管理及び教育研

修を行っているか。

４ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクの評価と

対応ができるように、十

分な明確さを備えた目標

を明示し、リスク評価と

対応のプロセスを明確に

しているか。

Ⅰ 統制環境
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

５－１ 組織は、各部署において、当該部署にお

ける内部統制に係るリスクの識別を網羅的に

行っているか。

日野市内部統制マニュアルにおいて、各部署において識別すべきリスクについて網羅的

に例示している。

５－２ 組織は、識別されたリスクについて、以

下のプロセスを実施しているか。1) リスクが過

去に経験したものであるか否か、全庁的なもの

であるか否かを分類する2) リスクを質的及び量

的（発生可能性と影響度）な重要性によって分

析する3) リスクに対していかなる対応策をとる

かの評価を行う4) リスクの対応策を具体的に特

定し、内部統制を整備する

各部署における使用する様式「所管部署リスク評価シート」を定め、次の内容を記載し

て評価を行っている。

1)① リスクが過去に経験したものであるか否かの分類

1)②全庁的なものであるか否かの分類

2) リスクを質的及び量的（発生可能性と影響度）な重要性によって分析する

3) リスクに対していかなる対応策をとるかの評価を行う

4) リスクの対応策を具体的に特定し、内部統制を整備する

５－３ 組織は、リスク対応策の特定に当たっ

て、費用対効果を勘案し、過剰な対応策をとっ

ていないか検討するとともに、事後的に、その

対応策の適切性を検討しているか。

日野市内部統制推進本部設置要綱において、リスク対応策については、各部署で検討さ

れたものを内部統制推進委員会、内部統制推進本部会議において確認、検討を行うよう

定めている。

６ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクの評価と

対応のプロセスにおい

て、当該組織に生じうる

不正の可能性について検

討しているか。

６－１ 組織において、自らの地方公共団体にお

いて過去に生じた不正及び他の団体等において

問題となった不正等が生じる可能性について検

討し、不正に対する適切な防止策を策定すると

ともに、不正を適時に発見し、適切な事後対応

策をとるための体制の整備を図っているか。

①日野市内部統制マニュアルにおいて、各部署において発生した不正等について、管理

部門で把握し、全庁に周知することで対策を講じる旨、定めている。

②他団体等において問題となった不正等であって、周知を要すると判断される事案につ

いては、企画経営課より全庁に周知することにより啓発を行っている。

Ⅱ リスクの評

価と対応

５ 組織は、内部統制の目

的に係るリスクについ

て、それらを識別し、分

類し、分析し、評価する

とともに、評価結果に基

づいて、必要に応じた対

応をとっているか。
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

７－１ 組織は、リスクの評価と対応において決

定された対応策について、各部署において、実

際に指示通りに実施されているか。

各部署より「所管部署リスク評価シート」により報告されたリスクについては、当該年

度終了後、同シートに実施日を入力して再度提出してもらうことにより、実施を確認し

ている。

７－２ 組織は、各職員の業務遂行能力及び各部

署の資源等を踏まえ、統制活動についてその水

準を含め適切に管理しているか。

①所管部署によるリスク評価においては、各部署において対策を検討していることか

ら、各部署の資源を考慮した対策となっているものと想定される。

②管理部門による「リスク事例評価シート」を用いたリスク評価においては、対策を検

討する過程で、各部署からヒアリングを実施することにより、各部署の資源を考慮し、

対策の水準を設定している。

８－１ 組織は、内部統制の目的に応じて、以下

の事項を適切に行っているか。1) 権限と責任の

明確化2) 職務の分離3) 適時かつ適切な承認4)

業務の結果の検討

1)権限と責任の明確化については、日野市組織条例、日野市組織規則、日野市事務決裁

規程等を定めることにより明確化している。

2)職務の分離については、「新　人事評価制度　職務の級別「求められる能力」表

（能力評価項目）」により、各職層・職務に求められる能力を定めている。

3)適時かつ適切な承認については、日野市文書管理規則により、各部署の課長の下、迅

速に処理すべきことを定め、また、日野市事務決裁規程等により承認者を定めている。

4)業務の結果の検討については、各計画のPDCAサイクル、予算編成時または決算時の各

業務の結果検証、行政評価における検証の中で実施している。

８－２ 組織は、内部統制に係るリスク対応策の

実施結果について、担当者による報告を求め、

事後的な評価及び必要に応じた是正措置を行っ

ているか。

各部署で把握したリスクについては「所管部署リスク評価シート」において対策担当者

を記載することとしている。当該年度終了後、同シートに実施日を入力して再度提出し

てもらうことにより、対策担当者による実施を確認している。

Ⅲ 統制活動 ７ 組織は、リスクの評価

及び対応において決定さ

れた対応策について、各

部署における状況に応じ

た具体的な内部統制の実

施とその結果の把握を

行っているか。

８ 組織は、権限と責任の

明確化、職務の分離、適

時かつ適切な承認、業務

の結果の検討等について

の方針及び手続を明示し

適切に実施しているか。
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

９－１ 組織は、必要な情報について、信頼ある

情報が作成される体制を構築しているか。

日野市文書管理規則において、課長が中心となり、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務

が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理すべき旨、定めている。また、係

長を文書取扱者として定め、文書等の審査、整理、保存、利用、引継ぎ及び廃棄を適正

に行う体制を構築している。

９－２ 組織は、必要な情報について、費用対効

果を踏まえつつ、外部からの情報を活用するこ

とを図っているか。

①日野市市民の声の設置及び処理に関する規程を定め、広聴を行っている。

②日野市パブリックコメント手続要綱を定め、市の重要な政策等に関する意見聴取を行

い、政策形成に反映している。

９－３ 組織は、住民の情報を含む、個人情報等

について、適切に管理を行っているか。

日野市個人情報保護条例に基づき、当該条例に即した管理を行っている。令和5年度に向

けては、個人情報保護法の改正に伴い、日野市個人情報保護法施行条例を制定した。

10－１ 組織は、作成された情報及び外部から入

手した情報が、それらを必要とする部署及び職

員に適時かつ適切に伝達されるような体制を構

築しているか。

①電子メール取扱実施手順等を定め、WEBメールシステムを導入し、インターネット経

由で電子メールを各部署が受信することを可能としている。

②Garoon情報共有運用方針を定め、庁内情報システムを導入し、各職員が広く全庁に情

報を発信することを可能としている。

③日野市文書管理規則により、文書等の到達、収受、作成、各部署への発信等について

定め、情報を適切に伝達している。

10－２ 組織は、組織内における情報提供及び組

織外からの情報提供に対して、かかる情報が適

時かつ適切に利用される体制を構築するととも

に、当該情報提供をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制

を構築しているか。

日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例を制定し、情報提供者

の不利益取扱いを禁止している。なお、この規定の適用範囲は、委託業者や指定管理者

の従業者等の組織外の者を含む。

Ⅳ 情報と伝達 ９ 組織は、内部統制の目

的に係る信頼性のある十

分な情報を作成している

か。

10 組織は、組織内外の情

報について、その入手、

必要とする部署への伝達

及び適切な管理の方針と

手続を定めて実施してい

るか。
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

11－１ 組織は、内部統制の整備及び運用に関し

て、組織の状況に応じたバランスの考慮の下

で、日常的モニタリングおよび独立的評価を実

施するとともに、それに基づく内部統制の是正

及び改善等を実施しているか。

①日常的モニタリングとして、各部署において、事務決裁規程等に基づく統制を行って

おり、決裁の過程で判明した不備については、決裁者より担当者に対し是正指示がなさ

れ、担当者により是正されている。

②日常的モニタリングとして、会計課による会計審査が行われており、審査の結果不備

が判明した場合は、所管部署において是正を行っている。

③独立的評価として、監査委員により、地方自治法に基づく監査が実施されている。監

査の結果、改善を要するものとして勧告、意見、要望を受けた場合、所管部署において

改善措置を講じ、報告を行っている。

④独立的評価として、日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例

に基づき、行政監察員による内部通報案件の調査において、改善を要するものとして是

正勧告を受けた場合、所管部署において改善措置を講じ、報告を行っている。また、必

要に応じて内部通報の受理案件及び内部統制のリスク評価事例についてコンプライアン

ス委員会に報告し、その対応や再発防止策に関する意見を是正、改善につなげている。

11－２ モニタリング又は監査委員等の指摘によ

り発見された内部統制の不備について、適時に

是正及び改善の責任を負う職員へ伝達され、そ

の対応状況が把握され、モニタリング部署又は

監査委員等に結果が報告されているか。

①会計課による審査の結果、不備が判明した場合は、各所属に速やかに返戻されてい

る。

②監査委員による監査結果については、企画経営課により受け付け、速やかに監査受審

部署に伝達されている。監査受審部署による改善に関する報告は企画経営課で対応状況

確認の上取りまとめ、監査委員に対し報告がなされている。

③行政監察員による内部通報案件の調査結果において是正勧告があった場合、政策法務

課から担当課へ速やかに伝達されている。伝達を受けた担当課は是正措置対応について

検討し、その結果を政策法務課を通じて行政監察員に対し報告している。

Ⅴ モニタリン

グ

11 組織は、内部統制の基

本的要素が存在し、機能

していることを確かめる

ために、日常的モニタリ

ングおよび独立的評価を

行っているか。
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基本的要素 評価の基本的な考え方 評価項目 実施状況

12－１ 組織は、組織を取り巻くICT 環境に関し

て、いかなる対応を図るかについての方針及び

手続を定めているか。

①日野市情報化推進本部の下、日野市DX推進計画を策定中。

②日野市情報セキュリティ対策本部の下、日野市情報セキュリティ基本方針、対策基準

等を定めている。

12－２ 内部統制の目的のために、当該組織にお

ける必要かつ十分なICT の程度を検討した上

で、適切な利用を図っているか。

ICTに関する予算措置にあたり、情報政策課による事前協議を実施している。

12－３ 組織は、ICT の全般統制として、システ

ムの保守及び運用の管理、システムへのアクセ

ス管理並びにシステムに関する外部業者との契

約管理を行っているか。

ICTに係る業務の契約に当たっては、情報セキュリティ基本方針等の遵守について、仕様

書中に必ず定めることとしている。

12－４ 組織は、ICT の業務処理統制として、入

力される情報の網羅性や正確性を確保する統

制、エラーが生じた場合の修正等の統制、マス

ター・データの保持管理等に関する体制を構築

しているか。

情報セキュリティ対策基準等により、情報資産の適切な管理について、技術的、人的、

物理的な観点から定めている。

※　総務省ガイドライン（別紙１） 地方公共団体の全庁的な内部統制の評価の基本的考え方及び評価項目による。

Ⅵ ICT への対

応

12 組織は、内部統制の目

的に係るICT 環境への対

応を検討するとともに、

ICT を利用している場合

には、ICTの利用の適切

性を検討するとともに、

ICT の統制を行っている

か。
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管理部門で把握したリスクの評価結果一覧 （概要）　　（令和4年度）

(1) 発生件数 20 件

(2) うち、重大な不備 8 件

【内訳】

４．修繕見積の不適切事案

7.新型コロナウイルスワクチンの誤廃棄

10.緊急随意契約の予算超過

12.土地資産税減免申請誤り

13.北川原公園予定地ごみ搬入路整備の都市計画法違反

14.診断書偽造、欠勤及び給与の不正受給

1６.セクシャル・ハラスメント

19.勤怠管理の不備

(3) 不備の内訳（種類別）

不備の種類 件数

整備上 7 件

運用上 13 件

(4) リスク評価の詳細

評価 市民 影響度 発生 可能性 重要度

3 3 件 1 件 7 件

2 6 件 1 件 7 件

1 11 件 18 件 6 件

【市民影響度】
市民への被害（想定）額を、3段階で評価する。
1＝100万円未満、２＝100万円以上・2000万円未満、３＝2000万円以上

【発生可能性】
事案の性質により頻度または再発する確率により3段階で評価する。
頻度は、週・月・年単位で起こり得るか、また発生時の件数は、100件未満か、100以上1000件
未満か、1000件以上かの組み合わせにより評価する。
再発する確率は、25％未満、25%以上75％未満、75％以上であって、イレギュラー処理、月
次・年次処理か、日次処理かの組み合わせにより評価する。

【重要度】
法令等の規定に抵触している程度により3段階で評価する。
１＝運用が不適切、2＝要綱や通知に反しているまたは例規等が未整備、3=法・例規に反してい
る。

　【整備上の不備】例規等の未整備など
　【運用上の不備】例規等には抵触していないが、運用の過程に不適切な部分が生じたもの

【重大な不備とは】
市民（市）に対し大きな経済的または社会的不利益を生じさせたもの。
各リスク評価項目に関して次の評価であるものをいう。
市民影響度が3、発生可能性が３かつ全評価の合計が7以上、または重要度が３かつ市民影響度
が２以上
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管理部門で把握したリスクの評価結果一覧　（令和4年度） 

No. 報告日 事案名 内容 発生原因 再発防止策 対策日
市民

影響度
発生

可能性
重要度

不備の
程度

不備の
種類

1 令和4年5月2日 都補助金返還金の返還遅延

令和2年度の都補助金に超過分が発生、都に対し令和4年3月
31日までに返還することになり、令和3年度の3月補正予算で
係る経費を予算措置したが、失念により処理が行われず、期日を
過ぎた令和4年5月2日の納付となったため、延滞金を請求され
た。

【運用上】
・届いた納付書の収受やその納付期限について、担当者のみが
把握しており、課内で共有する体制になっていなかった
・担当者は納付書を共有文書フォルダに保管していなかったた
め、紛失してしまった
・担当者は納付書が届いたことを失念し、納付書が届いていない
ものと勘違いしていた。このことについて、都への確認を行う等
の行動がとられていなかった
（日野市文書管理規則）

【運用上】
・収受した通知は必ず供覧処理を行うなど、組織として情報共有
する手順にする
・公文書は個人が保管するのではなく、共有文書フォルダに保管
することを徹底する
・納付期限を庁内情報システムのスケジュールに上司を含めて登
録し、チェック機能が働くようにする
・歳出の未執行の確認頻度を増やすなど、チェックを強化する

令和4年6月20日 1 1 1 不備 運用上

2 令和4年6月10日
未払金の忘失による出納閉
鎖期間超過

令和3年度末（令和4年3月）に使用予定であったバスの借上げ
をキャンセルし、キャンセル料が発生した。担当者は事業者から
キャンセル料を請求する旨は聞いていたが、人事異動があり、引
継ぎがしっかりされていなかった。事業者も請求を失念し、請求
があったのは、出納整理期間終了後の6月であったため、令和4
年度同一科目予算から支払ったもの。

【運用上】
・人事異動の際の引継ぎ不足。
・債権者債務者双方ともに請求を失念。

【運用上】
・引継ぎをしっかり確実に行い、課内で情報共有する。
・次年度において会計課から決算に関し周知する際、前年事例と
して取り上げる。

令和5年2月7日 1 1 1 不備 運用上

3 令和4年6月28日
手数料徴収委託に伴う天引
き手数料の歳入未計上

・決算書参考資料作成後に差替え、再作成が発生（決算統計へも
影響あり）
・住民票の手数料のうち、コンビニ交付分についての振替誤りが
あり、その事実が判明したのが、6月28日。
・コンビニ交付は、1件あたり手数料200円のうちコンビニとシス
テム提供事業者に117円の手数料が差し引かれ、市の歳入は83
円となる。納入者の地方公共団体システム機構からの納入額を
83円で割り返せば、月の件数が出てくる。よって手数料を200
円とするために、不足分を歳出予算から歳入予算へ振替処理を
行うが、3月分にこの件数の誤りがあり、6月末に正式な金額に
修正。

【運用上】
（根拠法令・例規も記載）⇒会計事務規則第120条
・出納整理期間内に振替チェックができていない。
・決算書事項別明細のチェック期間(6/9まで)においても、確認
ができていない。

【運用上】
・出納整理期間内に複数の職員による確認作業の徹底と、処理
期限の厳守。
・次年度において会計課から決算に関し周知する際、前年事例と
して取り上げる。
・歳入歳出の未調定、未執行等の確認頻度を増やすなど、チェッ
クを強化する。

令和5年2月7日 1 1 2 不備 運用上

4 令和4年8月22日 修繕見積の不適切事案

業者に見積りを依頼する際、他社の分の見積りを併せて提出す
るよう依頼をする又は複数の業者に対しそれぞれのメールアド
レスを「To（宛先）」欄に入れて一斉送信する形で依頼した。部下
にも同様のやり方を指示しており、令和元年9月から令和3年2
月までの間にわたり、計13件の不適切な事務処理が行われてい
た。

【整備上】
修繕は箇所・規模・時季等あらかじめ特定できず、標準設計基準
や標準単価・市場単価を職員が自発的に設定、適用することが困
難。したがって、事業者からの見積徴取による設計・仕様決定・価
格調査によらざるを得ない。
【運用上】
個別事案に対し緊急・即時対応ができる事業者も限定的であり、
見積徴取の事業者選定自体が困難。また、市職員自身に、参考見
積の内容や作業内容の提案等を適切に評価し、仕様及び予定価
格をまとめる技術力や対応力が養われていない。そうした現状
において、事務処理が多忙な中事務処理の簡略化を図ろうとし
たもの。

【整備上】
・職員の修繕案件の対応力強化に向けた環境整備を行う。
・当該事案の発生したまちづくり部においては、一式見積りによ
らず、原則として公共工事積算基準を使用する。
【運用上】
・適切な設計・積算ができるよう、研修、技術周知を行う。
・懲戒処分を行い、このことを公表した。

令和5年3月31日 3 1 3 重大 整備上

5 令和4年10月20日 補正予算要求処理の遅延

令和4年度から所管が異動した業務に係る経費について、予算
の執行状況や今後の執行予定から、9月補正で予算計上しなけ
れば予算不足が見込まれる状況であったにもかかわらず、所管
課が予算要求をしていなかった。議案送付の3日前に相談があ
り、急遽完成していた補正予算書の内容を修正し、議案書の内容
を差し替える作業を行った。

【運用上】
・予算の執行状況の把握が適切に行われていなかった。
・今後の予算執行見込を算定するにあたり、必要な他課との連携
が行われていなかった。（令和4年度から所管異動したことによ
る影響）
・所管課において、年度当初に新規事業に注力する必要があった
ため、ルーチンワークについて可能な範囲でスケジュールを後ろ
倒しにする対応がとられていた
（地方自治法§218①、令和4年6月8日付け日企財第81号「令
和4年度9月補正予算見積書の提出について（依頼）」）

【運用上】
・所管課においては、月次の予算執行管理（差引簿チェック）を
しっかりと行い、予算不足が見込まれる状況であれば速やかに
財政課に相談する
・移管元においては、前年度の執行管理における留意点など、執
行管理に資する情報を移管先に適時適切に提供する
・ここ数年で執行額の増減が激しく、見込みが困難な場合であっ
ても、執行額のみに着目するのではなく、移管元の協力により対
象者数の前年比増減を把握するなど、執行予定額の適切な把握
に努める

令和4年10月27日 1 1 1 不備 運用上

6 令和5年1月6日
事務過誤による損賠専決処
分案件

・有料道路における割引措置の適用を受けるための登録申請に
対し、自動車登録番号を誤って記載したシールを貼付したため、
本来受けられるはずの高速道路料金の割引（1,410円）が受けら
れなかった。
・その損害賠償について、市議会に議案として報告した。

【運用上】
・事務処理のミス（転記ミス）。当該リスク発生への認識が甘かっ
た。
・複数名でのチェックまたはそれに相当する注意深いチェックが
行われていなかった。

【運用上】
・当該リスクがあることについてマニュアル等に記載するなどし
て注意喚起を図り、担当者が変わってもその認識を引きつぐ。
・慎重なチェック方法となるよう改善し、マニュアル等に明記す
る。

令和4年11月1日 1 1 1 不備 運用上
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No. 報告日 事案名 内容 発生原因 再発防止策 対策日
市民

影響度
発生

可能性
重要度

不備の
程度

不備の
種類

7 令和5年1月24日
新型コロナウイルスワクチ
ンの誤廃棄

冷凍保管の新型コロナウイルスワクチンの有効期限が、厚生労働
省の通知により延長された（冷蔵保管の場合は、有効期限の延長
はない）。
ワクチンの管理委託業者から、有効期限を迎えたワクチンの廃棄
に関して尋ねられた担当者は、冷蔵保管のワクチンの廃棄に関し
て尋ねられたものと誤認し、廃棄を指示した。
結果、有効期限が延長された冷凍保管のワクチン10,010回分
が廃棄された。

【整備上】
・委託業者に対する指示が、口頭でのみなされていた（指示方法
に関する定めの不存在）。
・仕様書上、業者と市との間で業務の仕分けが明確でなかった。
廃棄をどちらで行うか明確にされていなかった以上は、市で行
うべきだった。
【運用上】
・委託業者と十分な情報共有ができていなかった（厚生労働省か
らの通知は、市職員間では共有されていたが、委託業者に提供
されていなかった。）。

【整備上】
・ワクチンの廃棄については、口頭のみとせず、指示書により委
託業者に指示する。なお、市内部で廃棄する場合にも指示書を
作成する。
・指示書については、決裁権者の決裁を得る。
【運用上】
・委託業者の廃棄作業時には、職員が立ち会い、確認を行う。
・委託業者に対しても、最新の情報を迅速に共有する。

令和5年1月12日 3 2 2 重大 整備上

8 令和5年1月24日 ランサムウェア感染

令和４年12月17日、AM3:48主管課個別調達で市民サービス
の提供をしているシステム内にランサムウェア（ウィルス）が侵
入。ネットワーク内にあるサーバ５台、端末１台が感染。
それに伴い、サーバ機能（ユーザログイン制御、サーバ内に格納し
た秘密情報（書類））が損なわれ、同日朝からの住民サービスが一
部縮退される。
障害発生から令和5年1月末をもって、復旧作業にあたる。
復旧までは、縮退運用を継続させながら住民サービスを継続さ
せる。

【整備上】
契約保守を締結しているが、保守範囲について、仕様書上明確
になっていなかった。結果、保守事業者にも作業範囲として伝わ
らず、作業保守としてメンテナンス（ファームアップ作業等）が実
施されていなかったため感染
【運用上】
侵入経路で課題となった機器保守の作業範囲について、市側及
び事業者の認識が一致していなかった

【整備上】
契約保守範囲に多数の機器が記載されており、具体な対応（個
別対象機器に特化したファームアップ作業等）への記述に変更す
る等、事業者と保守作業範囲の認識を共有する。
【運用上】
事業者との定例会議等において、具体対応を報告させ、保守実
施内容を共有する。

令和4年12月29日 2 1 2 不備 整備上

9 令和5年1月24日
財務会計システム上の議決
連動処理誤り

9月議会で議決された補正予算に係る、財務会計システム上の
議決連動処理の際、誤って12月議会に向けて査定処理中の補正
予算を含めて選択して処理をしてしまった。結果として、例月の
収支現計表など、監査の対象となる帳票に誤った状態の数値が
反映され、監査委員事務局から数値の不整合について指摘を受
ける結果となった。
誤った処理の状況については、予算執行担当課には報告してい
たが、会計管理者に対して未報告だったことも問題があった。
なお、予算額管理上は、12月議会後の議決連動処理によって正
しい状態となっている。

【運用上】
システム上、議決連動が可能な予算が表示され、そこから対象を
選択する操作となるが、担当者の不注意により、対象ではない予
算も含めて選択し、処理を実行してしまった。（関連規定：日野市
予算事務規則第11条）

【運用上】
財務会計システムで予算の議決連動処理を行う際には、必ず対
象となる予算（号数）の確認を、実処理の際の複数名による対象
予算の確認や、対象予算のチェックシート作成などにより実施す
る。また、事例が起こった際の報告は、会計管理者も含めて行う
ようにする

令和5年1月12日 1 1 1 不備 運用上

10 令和5年1月24日 緊急随意契約の予算超過

修繕を発注する際、「緊急対応で随意契約」とする考え方により、
口頭で事業者に発注し、後で見積書や請求書を提出させ、契約
手続は事後処理とする事務処理が常態化していた。その上、修繕
の案件管理のための台帳も作成していなかった。結果として予
算残額の把握ができておらず、予算残額を超える発注を行って
いたため、年度途中で財政課に流用の相談をするに至った（総数
14件、約165万円分）。

【運用上】
修繕の発注の際、事業者に対し口頭で発注する運用が常態化し
ており、かつ、修繕の案件管理のための台帳も作成していなかっ
たため、予算残額の把握ができていなかった。（関係法令：地方
自治法第232条の3）

【運用上】
・従来口頭発注していた案件が、真に緊急対応が必要なものかど
うかを精査し、緊急性の無いものについては競争入札での契約
締結とする。
・口頭発注が必要となる案件は、担当者限りではなく組織として
案件の把握をするとともに、見積額を早期に把握したうえで、発
注日、実施日などを管理する台帳を作成し、組織内で共有する。
・懲戒処分を行い、このことを公表した。

令和5年2月5日 2 1 3 重大 運用上

11 令和5年1月30日
工事における地中構造物の
着工後把握

　市は、（仮称）子ども包括支援センター（市公共施設）建設の為、
実践女子学園から、土地使用貸借契約の上、底地を借り、工事を
実施していたが、建物基礎工事の際、地中から実践学園の旧校
舎の地中構造物が発掘され、工事が中断となり、約３か月間の遅
れが生じている。撤去費用については、契約変更が必要となり、
臨時議会を開催（令和５年１月）し、議決を経るまでに発展。

【地中構造物の発見～現在に至るまでの経過】
・11/18の基礎工事の掘削時に地中から地中構造体（以前の旧
校舎の基礎orピット）が発掘
・発掘により、工事がストップしている（2～3か月程度の遅れ）、
工事再開は2023年2月頃を予定（臨時議会後）
【前提事項】
・地中構造物については、実践女子学園の旧校舎があった時のも
のであり、実践の所有物。
・使用貸借契約時に、市、実践ともに、今回のような事案が発生
することは想定していなかった。

【整備上】
・建物を建設する際の底地について、過去の土地利用の調査や
地盤調査などを行う習慣がない。
・地盤に何もないことが前提で、設計業務等を進めており、従前
の土地利用を意識する（させる）仕組みがないことが問題。
・たまたま担当者になった人のスキルに依存してしまう形となっ
ていたこと。（その担当者が気付くかどうか）

【整備上】
・土地の取得等に当たっては、事前に地中構造物その他の支障が
存在しないことを確認するための「土地利用に関するチェック
シート」・マニュアル・手順を確立する。（チェックシート必要想定項
目）・土壌汚染対策・地下埋設支障物（ガラ、従前建物基礎、旧浄
化層など）・浸水区域・固定資産評価額
・地中構造物その他の支障が明らかとなった場合の法的リスクに
関する全庁的な整理に着手する。
【運用上】
・既存の建物を解体・撤去して再開発を行うといった事例が増え
ている。その場合、地上の建物だけではなく「既存の地下構造物」
（地下躯体、山留め壁、基礎杭等）も解体して撤去する必要が出
る。しかし、一般に地下構造物の解体・撤去は、かなり大変な工事
になることがあり、土地持ち主の判断によって、そのまま地下構
造物を残す場合がある為、そういったことを状況踏まえつつ、土
地利用に関するチェックシート等で都度確認するなど習慣化して
いく。

令和5年3月31日 2 1 2 不備 整備上
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No. 報告日 事案名 内容 発生原因 再発防止策 対策日
市民

影響度
発生

可能性
重要度

不備の
程度

不備の
種類

12 令和4年8月23日 土地資産税減免申請誤り

　使用貸借契約（無償）により借り受けていた公共施設用地につ
いて、固定資産税を減免し、非課税として取り扱ってきたが、実
際には委託料等の名目で地代相当の金員が長年支払われてい
たことが判明した。
　当初のやり取りや意図は不明であるが、その対価が不明瞭な委
託料名目の金員が何年にもわたり繰り返し支払われ続けたにも
かかわらず、その金員について課税部門への報告が必要である
との認識には至らなかった。
その結果、必要な課税がなされない不適切な状態が継続した。

【運用上】
□関係職員の規範意識の欠如
～対価不明な支出が放置され、長年に亘り問題行為が見過ごさ
れ続けた。

【運用上】
・是正対応済み（相手方と賃貸借契約（有償）を締結し適正に課税
（令和4年度））
・遡及可能な期間内について、本来支払うべき適正な金額で地
代相当分を支払いのうえ、固定資産税を課税予定

令和5年3月31日 2 1 3 重大 運用上

13 令和5年2月8日
北川原公園予定地ごみ搬入
路整備の都市計画法違反

平成24年8月に、北川原公園予定地内にごみ集積車の搬入路を
設置することについて、東京都に確認したところ、公園用地を隣
接地に設けた上で都市計画を変更するまたは公園兼用工作物と
する案が提示された。その後、平成27年3月に東京都に図面を
もとに説明したところ、兼用工作物に馴染まないとの回答を受
けた。
最終的に、搬入路については、都市計画を変更せず、暫定的に
30年間設置する公園兼用工作物として位置づけ設置した。
しかし、令和4年9月8日、裁判において違法であることが確定し
た。

【整備上】
専門的な事項に関する組織的な相談体制の不存在
【運用上】
事業の早い段階において突き詰めての法的問題の検討が不十
分であり、法務部門の関与や法律の専門家への相談なども事業
が一定程度進んでからの事後的な対応となってしまった。

【整備上】
主管課が事業の早期段階から法的に問題となり得る点につい
て、気軽に法律の専門家へ相談できる環境を整備する。
【運用上】
都市計画の決定や変更等について法解釈等の判断を要するもの
については、都市計画審議会等によりあらかじめ専門家等の意
見を聞き丁寧に対応していきたい。

令和4年12月6日 3 1 3 重大 整備上

14 令和5年2月8日
診断書偽造、欠勤及び給与
の不正受給

診断書の偽造及びこれを用いた給与の不正受給が行われたも
の。
職員Aから市に提出された診断書の内、９通は、医療機関で発行
されたものではなく職員Aが自ら偽造したものであった。
市が職員Aに命じていた傷病による休養のうち、７２日間は上記
偽造診断書に基づくもので、この間は正当な理由なく勤務を欠
いたものといえ、また、職員Aが受け取っていた給与のうち、上
記欠勤日数分及びこれによる期末・勤勉手当の減額分にあたる
１，０２０，２１７円は、不正に受け取っていた。

【運用上】
職員からの届出に対して十分な注意が払えていなかったこと、ま
たその際の医療機関の発行する診断書の信ぴょう性に関する確
認方法は確立されていないため、偽造を見抜くことはできな
かった。

【運用上】
・診断書偽造に関しては、日ごろからの職員の勤務状況や健康状
態などをしっかり把握すること、年休取得の状況なども合わせて
把握しつつ、これまでの届出の状況等も踏まえ、新たな届出に関
して注意を払う必要がある。
・診断書の発行に関しては、医療機関や医師の守秘義務も深く関
連することから、本人の同意等を確認する手法の検討も必要と
なる。
・市職員の服務規律の遵守についての依命通達の発出、及び事
案概要を周知した。
・懲戒処分を行い、このことを公表した。

令和4年10月31日 2 1 3 重大 運用上

15 令和5年2月6日 住基ネットシステムダウン

令和5年1月5日、18:30住基ネットCSサーバに対し、
Windowsセキュリティパッチの適用作業を開始。Windowsセ
キュリティパッチは国の機関（J-LIS）から手順書などが示されて
おり、作業は手順通り実施。パッチ適用後、最終フェーズの再起
動を実施した処、OSが起動されなくなった。結果、Windowsセ
キュリティパッチが正しく適用されないだけでなく、サーバの物
理構成を管理するハードウェア監視用のソフトウェアにも障害が
及んだ。

【運用上】
①ソフトウェア管理
　重度の障害から復旧する場合に必要となるソフトウェア。納品
時のサービスパックの中には梱包されていないソフトウェア。通
常ハードウェア保守要員などが用意するものになるが、今回の障
害復旧にあたって、このソフトウェアの入手ができたため、本ソフ
トウェアも管理していく。なお、このソフトウェア入手に時間を要
した。

【運用上】
①ソフトウェア管理
重度の障害から復旧する場合に必要となるソフトウェア（納品時
のサービスパックの中には梱包されていないソフトウェア）の管
理
②適用状況の確認
　セキュリティソフトウェアの適用状態を速やかに切り分けるた
め、作業実施前にはセキュリティソフトウェアの適用状況の確認
を徹底する。今回の適用作業後の確認において、保留となったソ
フトウェアが存在していた。この保留が適用作業後によるものと
直ちに切り分けできるよう、作業前状況を確認する。

令和5年1月6日 1 1 1 不備 整備上

16 令和5年4月18日 セクシャル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメント行為が発生したもの。
（具体的態様は被害者特定を避けるために公表しない。）

【運用上】
・行為そのものは衝動的、突発的に行われたもの

【運用上】
懲戒処分を行い、このことを公表。
併せて、ハラスメント防止について過去の事例の再掲含め周知を
行った。人目の少ないところで２人きりという状況を不用意に作
らないようにすることを呼びかける。

令和5年3月31日 1 3 3 重大 運用上

17 令和5年3月27日
謝礼特別基準の不適切な設
定プロセス

委員謝礼について、地方在住の委員から交通費分謝礼を増額で
きないか相談があり、「日野市講師等謝礼金支払基準」（以下「基
準」という。）上の特別基準として支払うこととした。その場合「講
師等謝礼金支払特別基準理由書」の提出（職員課・財政課との協
議）が必要だったが、協議を経ず、自課の決裁のみで特別基準を
設定していた。また、その時点で予算が不足することが見込ま
れ、増額補正を要する状況だったが、補正予算の要求時期を過
ぎていたことから、財政課に相談することなく、流用で対応でき
ると自課で判断し、実際に流用の手続を進めた段階で上記の状
況が判明した。

【整備上】
遠方から委員を招へいする際の交通費の取扱いについて、基準
上は取扱いが明記されていない。（このため、必要に応じて特別
基準を設定する必要が生じる）
【運用上】
基準の存在は認識していたものの、特別基準を設定する際の手
続の必要性を認識していなかった。また、予算不足がわかった段
階でその対応を財政課に相談していなかった。

【運用上】
・他市では遠方からの旅費相当額について謝礼額に加算する基
準を設けている実例もあるため、そうした例を参考に基準を見
直す。		
・日野市講師等謝礼支払基準を課内職員で再度確認する。特に、
特別基準の設定が必要なものは、理由書の提出が必要であるこ
とを徹底する。
・予算が不足する可能性がある、または予測される場合は、予算
統括者及び課長と協議するとともに、財政課へ必ず一報を入れ、
助言や指示を受ける。

令和5年2月24
日（運用上の対
策）
整備上の対策は
令和5年度第1四
半期を目途

1 1 2 不備 運用上

4/5



No. 報告日 事案名 内容 発生原因 再発防止策 対策日
市民

影響度
発生

可能性
重要度

不備の
程度

不備の
種類

18 令和5年4月18日 給与改定（看護師処遇改善）

令和4年10月からの診療報酬改定（看護職員処遇改善評価料）
にあたり、制度設計上の検討が不十分であったことから、問題が
生じているもの。
・看護職員処遇改善評価料の導入（保険請求点数＆患者窓口負
担）が先行し、例規整備は遡及する形で行われた。
・会計年度任用職員の給与引上げ手法についての検討・整理が
不十分で、支給実務に支障をきたした。
・条例改正実施後、再任用職員が対象から漏れていることが発
覚。現在も解消していない。
・すでに導入済の正規、会計年度任用職員との均衡という観点か
ら再任用職員を処遇改善の適用外とすることは考えにくい。一
方で、都からの照会回答を踏まえると、どのような手法をとって
も技術的に疑義が残るという状況となっている。

【整備上】
制度設計→法令整備→制度実施の手続きの流れについては、何
ら問題はない。
制度設計上想定していた対象者が、例規から漏れてしまったこと
について、職員課、病院総務課を中心にチェック機能が働かなっ
たことは、整備上の不備とはいえる。
【運用上】
　条例改正の改定が不十分となってしまった（再任用職員が漏れ
る）事は、職員課、病院総務課などにおけるチェック漏れである。
　このことを生み出してしまった要因のひとつに、制度設計にお
ける相互理解が不十分であった。職員課、病院総務課における立
場の違い、意思疎通が欠けていた。
　それぞれの視点で議論することは大事であるが、効果的な手法
を模索するような議論ができなかった。

【整備上】
・それぞれの立場でチェックできる対応づくり。
・各作業における責任の所在を明確化する。
【運用上】
・市立病院の在り方などについて、職員課と相互理解できるよう
に努める。
・双方において疑義あった場合の解決方法については、決裁規定
等によることとなるが、日ごろより情報交換等に努める。
・制度設計を関連部署が理解できるよう調整を行う。
・職員課と病院総務課において、必要な都度、議論できる連絡体
制を強化する。（コロナ関連における服務等についても対応継続
中）	

令和5年4月26日 1 1 2 不備 運用上

19 令和5年4月18日 勤怠管理の不備

・令和２年１月から令和４年８月にかけ、少なくとも計50回（224
時間15分）に渡り、出退勤システム上で休暇等の届出及び退勤
打刻を行わずに正規の勤務時間途中に退勤し、後日「退勤打刻訂
正」にて正規の勤務時間内は勤務していたかのように装ってい
た。
・上記非違行為発覚後、庁内情報システム上の過去の自らの休暇
スケジュールを少なくとも１８件削除し、調査を妨げた。
・非違行為として事実認定はしなかったが、上記のほかにも勤怠
上の不整合や、過去の休暇スケジュールが消えている例が複数
認められている。
・また、テレワーク端末の利用状況が管理されておらず、当該職
員については休日を含む最大連続８日間に渡りログオン状態が
維持されている等、現実に勤務に服していたかが不明な状況も
認められた。

【運用上】
・所属長が職員の勤務状況を把握していなかった。
・テレワーク端末の利用にあたり、関連規定に基づく手続きがと
られていなかった。
【整備上】
・出退勤管理の徹底
・勤務テレワーク手順の遵守

【運用上】
・懲戒処分を行い、このことを公表。
・「タイムカードを打刻する」ことは、基本中の基本。それが一部で
できていない事を重く受け止め、啓発を行う（出退勤管理の徹
底、勤務テレワーク手順の遵守）。

令和5年3月31日 2 1 3 重大 運用上

20 令和5年1月6日
職員の任用に関する不適切
行為案件

【前提】
・会計年度任用職員の採用は、競争試験又は選考によることとさ
れている（地方公務員法第22条の2第1項）。総務省発出の『会
計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアル（第2
版）』によれば、「できる限り広く募集を行うなど適切な募集を
行った上で、客観的な能力の実証を行う必要がある」とされてい
る。
【概要】
・前述の前提（公募原則）について十分な理解のないまま、ある部
署において任用期間が満了する会計年度任用職員に関し、当該
部署の所属長から、会計年度任用職員を公募している他部署の
所属長に対し、当該会計年度任用職員を採用するよう配慮を依
頼した。（結果としてはそのような採用には至らなかった）

【整備上】
・選考手順上における注意事項（禁則事項）として、所属長間にお
ける応募者に関する情報共有の可否、ルールを明文化していな
い。
【運用上】
・公募、選考という手続きの形骸化
・地公法、労働関係法令に関する所属長への周知不足
・組織内における情報交換、共有を全く否定するものではない
が、その手法、内容、程度について、「一般社会通念・社会常識」と
いう認識が薄いこと

【整備上】
・会計年度任用職員の選考過程における注意事項の明文化
【運用上】
・上記及び関連法令に関する情報提供
・会計年度任用職員の随時募集の選考に関する通知に、注意事
項を明記した。

令和5年5月9日 1 1 2 不備 整備上
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所管部署リスク評価結果一覧【事前調査の未実施】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

101 議会事務局 無

202 企画経営課 有 2 1 2 全庁 整備上 不備

203 財政課 無

204 市⾧公室 有 1 1 1 全庁 整備上 不備

205 平和と人権課 無

206 地域協働課 無

207 情報政策課 無

308 総務課 無

309 政策法務課 無

310 総務部職員課 有 1 2 1 個別 運用上 不備

311 財産管理課 無

312 建築営繕課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

313 防災安全課 有 2 1 1 個別 整備上 不備 未了

414 市民部市民窓口課 無

415 七生支所 無

416 市民税課 無

417 資産税課 有 2 1 1 個別 運用上 不備

418 市民部納税課 無

419 保険年金課 有 1 2 1 個別 運用上 不備

520 環境保全課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

521 緑と清流課 有 1 1 1 個別 整備上 不備

522 下水道課 有 1 3 1 個別 運用上 不備

523 ごみゼロ推進課 無

524 施設課 無

625 都市計画課 無

626 まちづくり部区画整理課 無

627 建築指導課 無

628 道路課 有 2 1 1 個別 整備上 不備 未了

729 産業スポーツ部産業振興課 無

730 文化スポーツ課 無

731 農業委員会 無

732 ふるさと文化財課 無

833 福祉政策課 無

資料５
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所管部署リスク評価結果一覧【事前調査の未実施】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

資料５

834 生活福祉課 無

835 障害福祉課 無

836 高齢福祉課 無

837 健康課 無

838 セーフティネットコールセンター 無

839 在宅療養支援課 無

862 臨時特別給付金担当 無

863 健康課（ワクチン） 無

940 子育て課 無

941 保育課 無

942 子ども家庭支援センター 無

943 発達・教育支援課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

1044 会計課 無

1145 教育部庶務課 無

1146 学校課 無

1147 ICT活用教育推進室 無

1148 教育センター 無

1149 生涯学習課 無

1150 公民館 無

1151 図書館 無

1255 経営企画室 無

1256 病院総務課 無

1257 病院医事課 無

1261 患者総合支援室 有 1 1 1 個別 運用上 不備

1358 選挙管理委員会事務局 無

1459 監査委員事務局 無
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所管部署リスク評価結果一覧【書類・情報の管理】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

101 議会事務局 無

202 企画経営課 有 1 1 2 全庁 運用上 不備

203 財政課 無

204 市⾧公室 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

205 平和と人権課 無

206 地域協働課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

207 情報政策課 無

308 総務課 無

309 政策法務課 無

310 総務部職員課 無

311 財産管理課 無

312 建築営繕課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

313 防災安全課 有 1 1 1 全庁 整備上 不備

414 市民部市民窓口課 有 1 2 1 全庁 運用上 不備

414 市民部市民窓口課 有 1 1 1 個別 整備上 不備

415 七生支所 無

416 市民税課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

417 資産税課 有 1 1 1 全庁 整備上 不備

418 市民部納税課 有 1 2 1 全庁 運用上 不備

419 保険年金課 無

520 環境保全課 無

521 緑と清流課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

522 下水道課 有 1 2 1 全庁 運用上 不備

523 ごみゼロ推進課 無

524 施設課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

625 都市計画課 無

626 まちづくり部区画整理課 無

627 建築指導課 無

628 道路課 無

729 産業スポーツ部産業振興課 無

730 文化スポーツ課 有 1 2 3 全庁 運用上 不備

731 農業委員会 有 1 1 1 個別 整備上 不備 未了

732 ふるさと文化財課 有 1 2 1 全庁 運用上 不備

3/10



所管部署リスク評価結果一覧【書類・情報の管理】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

833 福祉政策課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

834 生活福祉課 有 1 3 1 個別 運用上 不備

835 障害福祉課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

836 高齢福祉課 有 1 1 1 個別 運用上 不備 未了

837 健康課 無

838 セーフティネットコールセンター 無

839 在宅療養支援課 有 1 1 1 個別 整備上 不備

862 臨時特別給付金担当 無

863 健康課（ワクチン） 有 3 1 2 個別 整備上 重大

940 子育て課 有 1 2 1 個別 運用上 不備

941 保育課 有 1 1 2 個別 整備上 不備

942 子ども家庭支援センター 無

943 発達・教育支援課 有 1 1 2 個別 整備上 不備

1044 会計課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

1145 教育部庶務課 無

1146 学校課 無

1147 ICT活用教育推進室 有 2 1 1 個別 整備上 不備 未了

1148 教育センター 無

1149 生涯学習課 無

1150 公民館 無

1151 図書館 有 2 1 1 個別 整備上 不備

1255 経営企画室 有 1 1 1 個別 整備上 不備 未了

1256 病院総務課 無

1257 病院医事課 無

1261 患者総合支援室 無

1358 選挙管理委員会事務局 無

1459 監査委員事務局 無
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所管部署リスク評価結果一覧【例規整備】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

101 議会事務局 無

202 企画経営課 無

203 財政課 無

204 市⾧公室 無

205 平和と人権課 有 3 1 全庁 整備上 不備

206 地域協働課 無

207 情報政策課 無

308 総務課 無

309 政策法務課 有 1 1 2 全庁 整備上 不備

310 総務部職員課 無

311 財産管理課 無

312 建築営繕課 無

313 防災安全課 有 1 1 2 個別 整備上 不備 未了

414 市民部市民窓口課 無

415 七生支所 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

416 市民税課 有 1 2 2 全庁 運用上 不備

417 資産税課 無

418 市民部納税課 無

419 保険年金課 無

520 環境保全課 無

521 緑と清流課 有 1 1 1 全庁 整備上 不備

522 下水道課 有 1 3 1 全庁 運用上 不備

523 ごみゼロ推進課 有 1 1 2 全庁 整備上 不備

524 施設課 無

625 都市計画課 無

626 まちづくり部区画整理課 無

627 建築指導課 無

628 道路課 有 2 1 2 個別 整備上 不備

729 産業スポーツ部産業振興課 無

730 文化スポーツ課 無

731 農業委員会 無

732 ふるさと文化財課 無

833 福祉政策課 有 1 1 2 全庁 整備上 不備
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所管部署リスク評価結果一覧【例規整備】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

834 生活福祉課 無

835 障害福祉課 無

836 高齢福祉課 有 2 1 1 個別 整備上 不備

837 健康課 無

838 セーフティネットコールセンター 有 1 3 2 全庁 整備上 不備

839 在宅療養支援課 無

862 臨時特別給付金担当 無

863 健康課（ワクチン） 無

940 子育て課 無

941 保育課 無

942 子ども家庭支援センター 無

943 発達・教育支援課 無

1044 会計課 無

1145 教育部庶務課 有 1 2 2 個別 整備上 不備

1146 学校課 無

1147 ICT活用教育推進室 無

1148 教育センター 無

1149 生涯学習課 無

1150 公民館 無

1151 図書館 無

1255 経営企画室 無

1256 病院総務課 無

1257 病院医事課 無

1261 患者総合支援室 無

1358 選挙管理委員会事務局 無

1459 監査委員事務局 無
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所管部署リスク評価結果一覧【リーガルチェック】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

101 議会事務局 無

202 企画経営課 無

203 財政課 無

204 市⾧公室 無

205 平和と人権課 無

206 地域協働課 無

207 情報政策課 無

308 総務課 無

309 政策法務課 無

310 総務部職員課 無

311 財産管理課 無

312 建築営繕課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

313 防災安全課 無

414 市民部市民窓口課 無

415 七生支所 無

416 市民税課 有 1 2 3 全庁 運用上 不備

417 資産税課 無

418 市民部納税課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

419 保険年金課 無

520 環境保全課 無

521 緑と清流課 無

522 下水道課 有 1 2 1 全庁 運用上 不備

523 ごみゼロ推進課 無

524 施設課 有 1 1 1 個別 整備上 不備

625 都市計画課 無

626 まちづくり部区画整理課 無

627 建築指導課 無

628 道路課 無

729 産業スポーツ部産業振興課 無

730 文化スポーツ課 無

731 農業委員会 無

732 ふるさと文化財課 無

833 福祉政策課 有 1 1 3 全庁 運用上 不備
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所管部署リスク評価結果一覧【リーガルチェック】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

834 生活福祉課 無

835 障害福祉課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

836 高齢福祉課 有 1 2 3 個別 運用上 不備

837 健康課 有 1 1 2 全庁 運用上 不備

838 セーフティネットコールセンター 無

839 在宅療養支援課 無

862 臨時特別給付金担当 無

863 健康課（ワクチン） 無

940 子育て課 無

941 保育課 無

942 子ども家庭支援センター 無

943 発達・教育支援課 無

1044 会計課 無

1145 教育部庶務課 無

1146 学校課 有 1 1 3 個別 運用上 不備

1147 ICT活用教育推進室 無

1148 教育センター 無

1149 生涯学習課 無

1150 公民館 無

1151 図書館 無

1255 経営企画室 無

1256 病院総務課 有 1 1 2 個別 整備上 不備

1257 病院医事課 無

1261 患者総合支援室 無

1358 選挙管理委員会事務局 無

1459 監査委員事務局 無
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所管部署リスク評価結果一覧【事前調整の不足】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

101 議会事務局 無

202 企画経営課 無

203 財政課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

204 市⾧公室 無

205 平和と人権課 無

206 地域協働課 無

207 情報政策課 無

308 総務課 無

309 政策法務課 有 1 1 2 全庁 運用上 不備

310 総務部職員課 無

311 財産管理課 無

312 建築営繕課 有 2 1 2 全庁 整備上 不備

313 防災安全課 無

414 市民部市民窓口課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

415 七生支所 無

416 市民税課 無

417 資産税課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

418 市民部納税課 無

419 保険年金課 無

520 環境保全課 無

521 緑と清流課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

522 下水道課 有 2 3 1 個別 運用上 不備

523 ごみゼロ推進課 無

524 施設課 無

625 都市計画課 無

626 まちづくり部区画整理課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

627 建築指導課 無

628 道路課 無

729 産業スポーツ部産業振興課 無

730 文化スポーツ課 有 1 1 1 全庁 運用上 不備

731 農業委員会 無

732 ふるさと文化財課 無

833 福祉政策課 無
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所管部署リスク評価結果一覧【事前調整の不足】

部署番号 評価部署   今年度における不備の有無  市民影響度  発生可能性 重要度 全庁・個別 整備上／運用上 不備の程度 3/31時点で対策未了

834 生活福祉課 無

835 障害福祉課 無

836 高齢福祉課 有 2 1 1 個別 運用上 不備

837 健康課 有 1 1 2 個別 運用上 不備

838 セーフティネットコールセンター 無

839 在宅療養支援課 無

862 臨時特別給付金担当 無

863 健康課（ワクチン） 無

940 子育て課 無

941 保育課 無

942 子ども家庭支援センター 無

943 発達・教育支援課 無

1044 会計課 無

1145 教育部庶務課 無

1146 学校課 有 1 1 1 個別 運用上 不備

1147 ICT活用教育推進室 無

1148 教育センター 無

1149 生涯学習課 無

1150 公民館 有 1 1 1 個別 運用上 不備

1151 図書館 有 1 1 1 個別 整備上 不備

1255 経営企画室 無

1256 病院総務課 無

1257 病院医事課 無

1261 患者総合支援室 有 1 1 3 個別 運用上 不備

1358 選挙管理委員会事務局 有 1 1 1 個別 運用上 不備 未了

1459 監査委員事務局 有 1 3 1 全庁 運用上 不備
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内部統制モニタリング指標

所管部署 基準日 令和3年度 令和4年度 令和5年度

実施時点

調査時点

監査時点

4月末～5月時点 318件（2022.5.10時点） 243件（2023.05.10時点）

4月末～5月時点 256件（2022.5.10時点） 224件（2023.05.10時点）

情報政策課 当該年度末 38件 59件

総務課 当該年度末 31件 48件

当該年度期間 974人／117,465時間 993人／102,207時間

免職 当該年度期間 0人 0人

休職 当該年度期間 39人 47人

降任 当該年度期間 0人 1人

降給 当該年度期間 0人 0人

免職 当該年度期間 0人 1人

停職 当該年度期間 1人 1人

減給 当該年度期間 4人 3人

戒告 当該年度期間 3人 1人

当該年度期間 7人 3人

当該年度期間 10件 16件

財産管理課 当該年度末 9件 16件

会計課 当該年度末 2,986(6.21％) 2,813(5.81%)

当該年度期間 9件

当該年度期間 62件

当該年度期間 ※ 3件 1件

※ 令和３年度のみ、内部通報件数の算定期間は令和3年6月～令和4年3月

※令和4年度の行政事務法律相談件数の算定期間は、令和4年10月～令和5年3月

モニタリング指標

企画経営課

行政評価 別資料

職員意識調査 別資料

定期監査指摘事項 別資料

財政課
予算流用件数

執行状況0％件数（企業会計を除く）

情報セキュリティにおける事件、事故の報告件数

文書滅失件数

セクハラ、パワハラ相談件数

庁用車の年間事故件数

伝票の手戻り件数

政策法務課

懲戒リスク事案の相談件数（コンプライアンス違

反に関する相談件数）

内部通報件数

職員課

時間外勤務対象職員数及び総時間数

職員の分限処分件数

職員の懲戒処分件数

職員の退職管理の状況（再就職の届け出件数）

行政事務法律相談件数（延べ件数）

資料６
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 1 

1 日野市における行政評価の概要 

行政サービスは、絶えず変化する社会情勢や技術、社会的資源、環境などに柔軟に適合さ

せた上で、効率的かつ効果的に提供できるよう、不断の見直しが求められます。 

各事業は、所管部署において自発的に見直しがなされています。しかし、異なる視点（市

民や他部署の職員の目線）から客観的に事業を評価することが、より多くの気づきを得るこ

とにつながり、また、それによって事業をより良い方向性や内容に改めることが可能となり

ます。 

そこで、日野市では、「行政評価システム」という制度により、市民委員のご意見もいただ

きつつ、組織全体で事業の見直しを毎年度実施しています。 

 

 行政評価の目的 

市政に関し、限りある経営資源（税収を始めとした財源、人員、施設、情報）を効率的に活

用し、最大の効果を得ることを目的としています。 

時代の変化とともに市民等の需要に的確に応えることができなくなった事業を抜本的に見

直し、市政全体の最適化の観点から、経営資源を優先度の高い事業へとシフトします。また、

必要性が失われていない事業については、より効果的な事業内容・より効率的な手法に刷新

を図ります。 

①地方自治法の要請「最少の経費で最大の効果」 

地方自治法第 2 条第 14 項には、「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住

民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければな

らない」と規定されています。 

②財政再建・行財政改革の改革対象事業として 

令和 4 年 12 月に策定した『財政再建計画・第 6 次行財政改革大綱実施計画』において

も、改革対象事業として、位置づけています。 

③内部統制の目的「業務の効率的かつ効果的な遂行」 

また、日野市では、地方自治法第 150 条第 2 項に基づき令和 3 年 8 月 23 日に『日野

市内部統制基本方針』を定め、内部統制制度を導入しました。基本方針には、総務省が平

成 31 年 3 月に発出した『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』

に示される内部統制の目的のうちの一つである「業務の効率的かつ効果的な遂行」に対応

し、「行政評価システム」に取り組むよう定めています。 

  



 2 

 

 評価の方法 

評価対象として選択した事業について、評価の視点（必要性・有効性・効率性）ごとに、数

値化して評価を行い、総合評価（今後の方向性）を判定します。 

評価は 3 段階で実施します。事業所管部署による「所管部署評価」、市民評価委員会による

「市民評価」を踏まえ、行財政改革推進本部により最終的な評価として「本部評価」を実施

します。 

評価は事後評価で行いますので、対象は前年度実施した事務事業になります。 

 

① 各主体別評価の内容 

＜所管部署評価＞ 

事業に熟知している所管部署が、自ら評価を行います。 

＜市民評価＞ 

市からサービスの提供を受け、かつ、税を負担する市民の目線からの評価・意見

を取り入れるため、公募による市民等で組織された市民評価委員会により実施する

評価です。市民評価委員会は、対象事業に関する資料や所管部署へのヒアリング等

を行い、評価結果を「市民評価委員会意見書」として市長に提出します。 

＜本部評価＞ 

所管部署評価・市民評価の結果を踏まえて、行財政改革推進本部が実施する評価

です。この評価により、対象事業の今後の方向性を確定します。 

 

② 採点方法 

i. 各評価者は、各事業に関して、3 つの「評価の視点」（必要性・有効性・効率性）

毎に「評価点数の考え方」に基づき 5 段階（1 点から５点）で点数化します。 

 

 

ii. 市民評価では、各委員の評価結果（点数）の平均を市民委員会としての点数とし

ています。本部評価では、各委員の評価結果（点数）を評価者の職層別に重みづ

けを行った上で、加重平均の結果を本部としての評価としています。 

 

 

iii. 3 つの「評価の視点」の点数の組み合わせにより、「総合評価の判定基準」から

総合評価（今後の方向性）が自動的に判定されます。 
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【評価の視点】 

必要性 

「市民が主役のまちづくりのために市が行う必要があるのか」 

 ・税金を使って市が実施すべき公共性の高い事業か 

 ・時代の変化に適合した事業か 

 ・多くの市民が望む事業か 

有効性 

「事業の成果をより高めることができたか」 

 ・事業成果は上がっているか 

 ・さらに事業成果を向上する余地はないか 

 ・事業の有効性が薄れていないか 

効率性 

「事業の成果を維持してムダなく効率的に展開できたか」 

 ・委託料や調達コストの削減に努めているか 

 ・類似した事業と統合できないか 

 ・事業を継続的に行うための財源確保の工夫をしているか 

 

【評価点数の考え方】 

採点 判定基準 

５点 非常に優れている。最大限の取り組みがなされている 

４点 最高点まではいかないが、良い取り組みがなされている 

３点 可もなく不可もなく。悪くはないが、褒めるべき点もない 

２点 必要な水準には若干不足している 

１点 必要な水準に全然足りていない。抜本的な改革が必要 

 

【総合評価の判定基準】 

評

価 
今後の方向性 判定基準 

Ａ 拡大・充実 
「必要性」「有効性」「効率性」のうち 2項目が 5点で、他

の 1項目が 4点以上 

Ｂ 維持・継続 
「必要性」が 3点以上で、「有効性」「効率性」が 4点以上

(上記Ａ「拡大・充実」に該当するものは除く) 

Ｃ 効率性を改善 
「必要性」が 3点以上かつ「有効性」が 4点以上で、「効率

性」が 3点以下 

Ｄ 有効性を改善 
「必要性」が 3点以上かつ「効率性」が 4点以上で、「有効

性」が 3点以下 

Ｅ 効率性・有効性を改善 
「必要性」が 3点以上かつ「有効性」「効率性」の一方が 3

点で、もう一方が 3点以下 

Ｆ 抜本的見直し 

・「必要性」が 3点以上で、「有効性」「効率性」が 2点以下 

・「必要性」が 2点で、「有効性」と「効率性」が両方とも 4

点以上 

Ｇ 休止・廃止 上記に該当するもの以外全て 
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 各年度の行政評価の流れ 

① 対象事業を、行財政改革推進本部で選定します。 

② （所管部署評価）所管部署において、対象事業を評価します。 

③ （市民評価）市民評価委員会において、各所管部署の評価結果及び参考資料を踏ま

え、所管部署に対しヒアリングを行い、対象事業を評価します。 

委員会としての評価結果は、『日野市行政評価システム市民評価委員会意見書』とし

てまとめ、市長へ報告します。 

④ （本部評価）市民評価の結果を踏まえ、行財政改革推進本部の構成員のうち理事者

及び企画部職員により所管部署に対しヒアリングを行い、対象事業の評価案を作成

します。 

評価案を行財政改革推進本部で検討し、最終評価案として確定した後、市長決裁に

より決定します。 

⑤ 本部評価と市民評価の結果を公表します。また、各所管部署に結果を伝えます。 

⑥ 所管部署において、評価結果を踏まえた各事業の見直しを行います。 

⑦ 行革本部において、事業の見直しの進捗を確認します。 

 

【行政評価のフロー図】 

 評価年度 次年度 以降 

市

民

委

員

会 

  

行

革

本

部 

 

 

所

管

部

署 

 

 

① 
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② 

所管 

部署 

評価 

③ 
市民 

評価 

④ 

本部 

評価 

⑤ 

公表 
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事業 
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市民 

評価 

意見書 

ヒ
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ン
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グ 

⑦ 

進捗 

確認 
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本部 

評価 
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 今年度の評価対象の選定基準 

財政非常事態宣言下という厳しい財政状況を念頭に、社会情勢や市民ニーズ等の変化を考

慮し、次に掲げる 3 点を特に評価・検証を行うと思われる事業を選定しました。見据え、庁

内調査を踏まえ、11 事業（予算科目上は 14 事業）を対象としました（うち、市民評価は 7

事業。なお、在宅高齢者ケアサービス事業は、ファミリー・サポート・センター事業の評価の

ために関連事業として取り上げたが、当該事業の評価は行っていない）。 

 

① 庁内調査により対象とした事業 

令和 3 年度に各部署に対し実施した調査の結果、所管部署より評価対象として挙げられ

た事業（2 事業） 

 

② その他の対象事業 

令和 4 年度予算額が 1000 万円以上かつ特定財源のない委託料・扶助費・補助金のうち、

財政非常事態宣言下という厳しい財政状況を念頭に、社会情勢や市民ニーズ等の変化を考

慮の上、市長が選定した事業（8 事業） 

 

③ 関連事業 

①及び②の事業と関連の見直しに関連する事業（1 事業） 
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2 評価結果 

【評価結果 一覧】 

事業名 （予算書掲載順） 本部評価 市民評価 所 管 部 署 評 価 

(１)ひとり親家庭家賃助成 D：有効性を改善 Ｃ：効率性を改善 Ｂ：維持・継続 

(２)福祉タクシー助成 Ｃ：効率性を改善 Ｃ：効率性を改善 Ｃ：効率性を改善 

(３)自動車ガソリン助成 Ｃ：効率性を改善 
Ｅ：効率性・有効性

を改善 
Ｃ：効率性を改善 

(４)高齢者食事宅配サービス業務

委託料 
Ｆ：抜本的見直し Ｆ：抜本的見直し Ｆ：抜本的見直し 

(５)高齢者民間住宅家賃助成 
Ｅ：効率性・有効性

を改善 
Ｂ：維持・継続 Ｂ：維持・継続 

(６)ファミリー・サポート・センター

事業 

Ｅ：効率性・有効性

を改善 
－ 

Ｅ：効率性・有効性を

改善 

(７)（参考）在宅高齢者ケアサービ

ス 
－ － － 

(８)保証協会保証料補助金 （商工

金融対策経費） 
D：有効性を改善 － Ｂ：維持・継続 

(９)融資斡旋利子補給金 （商工金

融対策経費） 
D：有効性を改善 － Ｂ：維持・継続 

(１０)ひのうまいもん大図鑑 （日

野の魅力活用・発信プロジェク

ト事業補助金） 

Ｅ：効率性・有効性

を改善 
Ｂ：維持・継続 Ｂ：維持・継続 

(１１)就学援助経費 
Ｅ：効率性・有効性

を改善 
Ｃ：効率性を改善 Ｂ：維持・継続 

各事業に関する評価結果の詳細は次頁以降を参照。 
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 ひとり親家庭家賃助成 

所管部署 健康福祉部 セーフティネットコールセンター 

事業概要 児童扶養手当を受給し、高校生相当年齢の子がいる民間賃貸住宅に住むひとり親世

帯に対し家賃の一部(月額上限１万円)を助成するもの。 

【実績】実利用世帯数 85世帯（令和 3年度） 

事業開始 平成 29年度 令和 3年度決算額 9,619,581円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｄ 有効性を改善 4 3 4 
市民評価 Ｃ 効率性を改善 5 ４ ３ 

所属部署評価 Ｂ 維持・継続 4 4 4 

②意見 

 検討 

ポイント 

➢ 対象要件の見直しの要否 

➢ 他の子育て関連施策との総合的な検討 

改善提案 

(ア) 対象要件として、家賃の上限設定を検討願います（市が捕捉できない所得を得て

高所得である可能性）。 

(イ) 対象世帯の生活実態や、支給額の根拠及び効果について整理願います（ひとり親

家庭の平均家賃約 7 万円と生保基準約 6 万円との差 1 万円を助成しているな

ど）。 

(ウ) 長期的な課題として、次の事項の検討も考慮してください。 

A) 現金給付事務の効率化と、窓口相談サービスのＤＸ化を。例として、児童扶

養手当の流れに組み込む検討を。（コロナ対策の一環で、過去に児童扶養手

当受給者を対象に上乗せ給付を実施した実績を参考に。） 

B) 東京都の子育て世帯への支援制度（月 5000 円）や、日野市高校生奨学金

（月10000円）など、他の子育て等支援策との併給をした結果、非受給者と

の公平性が確保されているか、客観的な情報の収集分析を踏まえた検証が

必要と考えます。加えて、国や都により、子育て支援策の拡充も予定されて

いますので、この併給による影響も考慮に入れる必要があります。 

その他 

意見 

(ア) 「こどもの貧困」対策として、必要な施策であると評価しています。 
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 福祉タクシー助成 
所管部署 健康福祉部 障害福祉課 

事業概要 バス、電車の公共交通機関を利用することが困難な障害者の社会参加、日中活動を

支援するため、タクシー利用料金の一部を助成することにより、障害者の社会生活の

向上を図り、福祉の増進を図る。 

【対象者】 

身体障害者手帳１～３級、愛の手帳１～３度（施設入所者を除く） 

【助成内容】 

身体障害者手帳１級、愛の手帳１度→９６枚/年（28,800円）、 

身体障害者手帳２・３級、愛の手帳２・３度→７２枚/年（21,600円） 

【対象者数】 2,054人 

事業開始 昭和 50年度 令和 3年度決算額 32,498,400円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｃ 効率性を改善 4 4 2 
市民評価 Ｃ 効率性を改善 4 4 3 

所属部署評価 C 効率性を改善 4 4 3 

②意見 

 検討 

ポイント 

➢ 紙による支給であるため、券を受け取った事業所の事務負担が増加している。 

改善提案 

(ア) 福祉タクシー助成と自動車ガソリン費助成を「移動支援手当」として一本化し

て制度を再構築してはどうか。利用者、事業者、市の 3者にとって使いやすさ

や事務効率性、更には移動できない障害者に対する給付水準の公平性の向上が

期待できます。 

A) 精神障害者一級を支援対象として含めるなど、支給対象の拡大を検討する

にあたっては、対象者のニーズを把握した上で判断してください。 

B) 支給方法・額などについても、対象者のニーズや支給実績などを踏まえ、丁

寧な制度設計をお願いします。 

(イ) 現状のチケット方式を維持するのであれば、紙チケットから、デジタルを利用した

手段を既存のデジタルツール（マイナンバーカードとスイカの連携、ミライロアプ

リなど）で検討いただきたい。 

その他 

意見 

(ア) 統合するとした場合、現制度の執行率を見ると、タクシー助成＜ガソリン助成と

いう状況なので、手当の額をどう設定するかが課題。また、手当が実際に移動支

援の役に立っているか、アンケート等で確認できるようにしておくのが望ましい。 
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 自動車ガソリン助成 
所管部署 健康福祉部 障害福祉課 

事業概要 バス、電車の公共交通機関を利用することが困難な障害者の社会参加、日中活動を

支援するため、自動車のガソリン給油費の一部を助成することにより、障害者の社会

生活の向上を図り、福祉の増進を図る。 

【対象者】 

身体障害者手帳１～３級、愛の手帳１～３度のうち自動車税の減免対象となる方 

（施設入所者を除く） 

【助成内容】 

身体障害者手帳１級、愛の手帳１度→48枚/年（28,800円）、 

身体障害者手帳２・３級、愛の手帳２・３度→36枚/年（21,600円） 

【対象者数】 1,182人 

事業開始 昭和 54年度 令和 3年度決算額 28,270,800円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｃ 効率性を改善 4 4 2 
市民評価 Ｅ 効率性・有効性を改善 4 3 3 

所属部署評価 C 効率性を改善 4 4 3 

②意見 

 検討 

ポイント 

➢ ガソリン券を利用できる事業所（現在３か所）が少ないため、新たな給油所を増や

す必要がある。 

➢ 紙による支給であるため、券を受け取った事業所の事務負担が増加している。 

改善提案 

(ア) 福祉タクシー助成と自動車ガソリン費助成を「移動支援手当」として一本化し

て制度を再構築してはどうか。利用者、事業者、市の 3者にとって使いやすさ

や事務効率性、更には移動できない障害者に対する給付水準の公平性の向上が

期待できます。 

A) 精神障害者一級を支援対象として含めるなど、支給対象の拡大を検討する

にあたっては、対象者のニーズを把握した上で判断してください。 

B) 支給方法・額などについても、対象者のニーズや支給実績などを踏まえ、丁

寧な制度設計をお願いします。 

(イ) 現状のチケット方式を維持するのであれば、紙チケットから、デジタルを利用した

手段を既存のデジタルツール（マイナンバーカードとスイカの連携、ミライロアプ

リなど）で検討いただきたい。 

その他 

意見 

(ア) 統合するとした場合、現制度の執行率を見ると、タクシー助成＜ガソリン助成と

いう状況なので、手当の額をどう設定するかが課題。また、手当が実際に移動支

援の役に立っているか、アンケート等で確認できるようにしておくのが望ましい。 
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 高齢者食事宅配サービス業務委託料 
所管部署 健康福祉部 高齢福祉課 

事業概要 日中独居や高齢者だけの世帯で見守りが必要な高齢者に対し、バランスの良い食事

を宅配、手渡しで提供することで、身体の様子等を確認しながら見守る。 

【委託先】 

昼食 日野市社会福祉協議会（更に 4法人に再委託） 

夕食 NPO法人 1法人 

【利用者負担額（1食）】 

昼食 450円（市負担 579円。合計 1,029円） 

夕食 840円（市負担 175円。合計 1,015円 

【対象者】 高齢者のみの世帯で、病気等のため買い物や調理が困難な方 

【利用可能回数】 

月曜日から土曜日（週 6日）に配食（希望により、日曜日も対応する場合あり）。 

【利用実績（令和 3年度）】 

延べ利用者数：年 5,372人（月平均 447.7人） 

年 79,142食（昼食 58,547食＋夕食 20,595食） 

事業開始 昭和 62年度 令和 3年度決算額 38,173,249円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｆ 抜本的見直し 3 2 2 
市民評価 F 抜本的見直し 3 2 2 

所属部署評価 F 抜本的見直し 3 2 1 

②委員会意見 

 検討 

ポイント 

➢ 増え続ける高齢者に比例し対象者が増加する中、市単独補助金のため、財政負

担が年々重くなっている。 

➢ 民間事業者の参入も増え、行政の役割として、継続の是非 

改善提案 

(ア) 抜本的な見直しをお願いします。民間配食サービスが充実している中、市が実施

する必要性は薄れてきています。 

(イ) 具体的な見直しにあたっては、次を参考に検討願います。 

A) 見直しを段階的に進める方法も考えられます。現サービス事業者の課題を確

認して、廃止の前に民間サービスも利用できるスキームを検討してくださ

い。 

B) 民間事業者や団体に利用者の自己負担額を引いた額を市が補填する制度へ

の移行が考えられます。民間サービスの単価を見ても、現状の自己負担額

450 円よりは高い価格設定となっています。現行サービスの 1 食単価が

1029 円であるのに対し、他の民間サービスの 1 食単価は 540 円～700

円であり、自己負担額 450円で他の事業者による配食サービスも利用でき

るような制度にすれば、単純計算で年間 1900万円～2800万円程度の費

用節減が期待できます。 

C) 対象者の要件を見直してはどうでしょうか（要介護度、所得など）。 

その他 

意見 

(ア) 見直しに当たっては、現在、事業を実施している福祉法人等と丁寧な調整を行い

ながら検討を進めてください。 

(イ) 介護保険制度の支援との整理をお願いします。 
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 高齢者民間住宅家賃助成 
所管部署 健康福祉部 高齢福祉課 

事業概要 民間賃貸住宅に居住する低所得である高齢者に対し、家賃の１/３（上限月 10,000

円）を助成する。 

【所得要件】生活保護基準の 1.3倍 

【利用世帯数】170世帯（令和 3年度実績） 

事業開始 平成 3年度 令和 3年度決算額 17,965,036円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｅ 効率性・有効性を改善 3 3 3 
市民評価 Ｂ 維持・継続 4 4 4 

所属部署評価 B 維持・継続 4 4 4 

②意見 

 検討 

ポイント 
➢ 対象要件の見直しの要否 

改善提案 

(ア) 見直しに当たっては、適正かつ公平な制度運用となるよう、高齢者の居住実態や

所得水準、家賃相場、他自体の動向などを把握し、対象要件の見直しを行ってく

ださい。 

(イ) 対象要件に関して、家賃上限や資産（申告制）などの導入に向け見直しをお願い

します。 

住宅施策というよりは、経済的支援の側面が大きい事業。高齢者向けの経済支

援を考えるときに、高齢者の中には生活資金としての蓄えが十分にある方もい

ることから、収入のみを要件とすることの妥当性については、慎重に検討を要し

ます。現に、家賃が高額な賃貸マンションに居住している方が対象となっている

事例の報告もありました。 

その他 

意見 

(ア) 同様の制度は 26市中４市のみとのこと。 

(イ) 他の住宅施策とのバランスで支援のあり方を検討・再構築願います。 
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 ファミリー・サポート・センター事業 
所管部署 子ども部 子ども家庭支援センター 

事業概要 育児・家事等の支援を受けたい者と提供したい者を組織化し、市民相互で互いに助け

合う有償ボランティア活動。 

子育てや家事等を地域で相互援助するため、援助を受けたい人と支援を行いたい人

が会員となり、ファミリー・サポート・センターが仲介して、サービスを提供する事業。

地域のつながりの中で仕事と育児の両立支援、家事と介護の両立支援等を実現す

る。 

【対象者】市内在住の援助が必要な方 

【利用者負担】850円/時（同額が提供会員への謝礼金となる。） 

【委託先】NPO法人市民サポートセンター日野 

【実利用件数】6,143件（令和 3年度実績） 

事業開始 平成 13年度 令和 3年度決算額 24,345,750円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｅ 効率性・有効性を改善 4 3 2 
市民評価 － － － － － 

所属部署評価 E 効率性・有効性を改善 3 3 2 

②委員会意見 

 

検討 

ポイント 

➢ 市民同志の相互援助活動については、日社協においても在宅高齢者ケアサービ

ス事業を実施。高齢者援助については内容が重複し、共に提供会員の伸び悩み

を課題としている。 

➢ 家事支援、高齢者支援については、高齢福祉課所管の介護予防・日常生活支援総

合事業や、在宅高齢者ケアサービス事業等と目的や事業内容が重複している。 

➢ 受託者は前身の事業から長期にわたり本事業を実施しているため、競争原理が

働いておらず、コストが適切か不明である。 

改善提案 

(ア) 高齢者福祉に該当する施策をこども家庭支援センターが所管していることは、組

織権限との乖離等の理由から、見直しが必要です。 

(イ) ファミリー・サポート・センター事業のうち、高齢者を対象とした家事支援につい

ては、高齢福祉課の所管事業との統合や移管を検討してください。補助金の新設

または既存補助金（在宅高齢者ケアサービス）の変更などにより補助することも

一案として考えられます。 

(ウ) 検討に当たっては、制度の利用しやすさと財源活用も考慮してください。 
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 ファミリー・サポート・センター事業 

その他 

意見 

(ア) 高齢者支援事業のあり方と合わせ、事業者との関係を長期的な視点で考えてい

くことも必要です。 

(イ) 在宅高齢者ケアサービス、互近所サービスちょこすけ（住民主体型介護予防・生活

支援サービス事業）、シルバー人材センターのサービス、民間の家事サービス支援

などとのすみ分け、や介護保険サービス、地域包括支援センターとの役割など、

在宅高齢者向けのサービス事業の再整理が必要と感じます。 

(ウ) 「互近助サービスちょこすけ」は介護保険の地域支援事業に位置付けられ、もっと

も一般財源の比率が低い財源構成で実施されており、サービスの持続性の観点

から優位性があります。ファミリー・サポートセンター・事業や、在宅高齢者ケアサ

ービス事業についても、順次地域支援事業へ移行していく（ちょこすけの実施団

体を広げて利用者をちょこすけに誘導するとともに、段階的に縮小していくよう

な対応を含む）のが望ましいと考えます。 

 

 

 

 （参考）在宅高齢者ケアサービス 
所管部署 健康福祉部 高齢福祉課 

事業概要 高齢者の日常生活に支援が必要な高齢者に対し、地域の人々が手助けをする住民参

加型会員制福祉サービス。主に家事援助を中心とした身の回りの世話と簡単な介護

が受けられる。 

【利用対象者】在宅で援助を必要とする 65歳以上の高齢者（市内居住者） 

【利用料金】1,000円/時（同額を協力会員に活動費として支払） 

【会費】利用会員：年 1200円、協力会員：年 1200円 

【利用者数】474人（令和 3年度実績。延べ 5,661件） 

事業開始 昭和 62年度 令和 3年度決算額 24,770,000円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 － － － － － 
市民評価 － － － － － 

所属部署評価 － － － － － 

②委員会意見 

 検討 

ポイント 
➢ 増え続ける支援が必要な高齢者に対し、援助する協力員が不足している。 

改善提案 

※「(6) ファミリー・サポート・センター事業」を参照してください。この事業はファミ

リー・サポート・センター事業の評価のため、関連する事業であることから参考まで

に掲載しています。 

その他 

意見 
同上 
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 保証協会保証料補助金 （商工金融対策経費） 
所管部署 産業スポーツ部 産業振興課 

事業概要 市内の中小企業事業者に対して、日野市中小企業事業資金融資あっせん条例に基づ

き、市場より低い金利で金融機関へ運転資金、設備資金、開業資金等の融資あっせん

を行う。 

制度利用者に対しては、保証協会保証料の１／２の補助を行う。 

【補助率】1/2 

【対象者】 

法人の場合：市内に主たる事業所を有し、1 年以上同一場所で同一事業を営んでいる

中小企業。市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること。 

【融資限度額】 

運転資金 2,500万円 5年以内（1,000万円超の場合は 7年以内） 

設備資金 3,000万円 7年以内（1,500万円超の場合は 10年以内） 

運転設備 3,500万円 84カ月（7年以内） 

【借入金利】 長期プライムレート（令和 4年 12月現在、1.25）ー0.3％＝０．95％ 

【利子補給】 1.5％以内 

【令和 3年度実績】 新規 262件（累積２，４９８件。利子補給受給者数） 

事業開始 昭和 57年度 令和 3年度決算額 22,520,054円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｄ 有効性を改善 3 3 4 
市民評価 － － － － － 

所属部署評価 B 維持継続 4 4 3 

②委員会意見 

 検討 

ポイント 
➢ 制度の有効性の判断 

改善提案 

(ア) 多くの市が保証料補助を実施している中、平均的な内容で実施している状況は

認められる一方で、各市が異なる条件で制度運用しているので、日野市の制度が

有効的なのかを検証することが必要と考えます（例：新規の開業数や、この制度

を利用した事業者とそうでない事業者との売り上げの伸び、またこれらのデータ

の他市比較など）。 

その他 

意見 

(ア) 中小企業支援として、必要な施策であると評価しています。 
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 融資斡旋利子補給金 （商工金融対策経費） 
所管部署 産業スポーツ部 産業振興課 

事業概要 市内の中小企業事業者に対して、日野市中小企業事業資金融資あっせん条例に基づ

き、市場より低い金利で金融機関へ運転資金、設備資金、開業資金等の融資あっせん

を行う。 

制度利用者に対しては、年利１．５％以内の利子補給をする。 

【利子補給】 1.5％以内 

【対象者】 

法人の場合：市内に主たる事業所を有し、1 年以上同一場所で同一事業を営んでいる

中小企業。市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること。 

【融資限度額】 

運転資金 2,500万円 5年以内（1,000万円超の場合は 7年以内） 

設備資金 3,000万円 7年以内（1,500万円超の場合は 10年以内） 

運転設備 3,500万円 84カ月（7年以内） 

【借入金利】 長期プライムレート（令和 4年 12月現在、1.25）ー0.3％＝０．95％ 

【令和 3年度実績】 新規 262件（累積２，４９８件。利子補給受給者数） 

事業開始 昭和 57年度 令和 3年度決算額 34,827,162円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｄ 有効性を改善 3 3 4 
市民評価 － － － － － 

所属部署評価 B 維持継続 4 4 3 

②委員会意見 

 検討 

ポイント 
➢ 給付水準の妥当性 

改善提案 

(ア) 給付水準（利子補給の率、融資限度額）については、一部を自己負担（他市並みの

水準）とするよう検討をお願いします。日野市以外の実施市の全てにおいて自己

負担が存在します。 

(イ) 目的にある市内中小企業の経営の安定、継続的な事業運営への効果を検証し、

可視化をお願いします。 

(ウ) 他市との比較を行い、限度額、本人負担の日野市としてのあり方を確認願いま

す。 

(エ) 制度の方向性を見直し、運転資金については本人負担の利率・上限額を他市並

みとし、設備・開業資金へ重点をシフトするのも一案として検討してはいかがでし

ょうか。 

その他 

意見 

(ア) 見直しをする場合、運転資金の本人負担ゼロを改めることの影響、資金あっせん

のこれまでの経過、背景を整理してください。 

(イ) 金利が上昇する気配がある中、長プラ連動であっても 1.5％を超える可能性が

あると思われます。その際、「今までも実質無利子だったから」という理由で実質

無利子を継続する（利子補給の率を上げる）ことの無いようにしていただきた

い。" 
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 ひのうまいもん大図鑑 （日野の魅力活用・発信プロジェクト事業補助金） 
所管部署 産業スポーツ部 産業振興課 

事業概要 市内の商業者の商品を日野の魅力発信の貴重な資源として、市民や来訪者に PR す

る事業を行い、地域の活性化を図る。 

市民レポーター制度を導入し、市民の人目線の飲食店マップを作成。 

冊子だけでなく、ＷＥＢで飲食店の紹介動画やホームページの充実を行うことで、ＷＥ

Ｂでの情報発信にも力を入れている。 

【補助対象者】うまいもん大図鑑制作委員会（商工会、金融機関、市内事業者） 

【冊子配布先】市運営施設、掲載店舗 

【実績】 

令和３年度 デジタルを活用したスタンプラリーイベントの実施。参加４７店舗 

令和２年度 冊子印刷：12,000部（掲載店舗数：１２２店舗） 

事業開始 平成 24年度 令和 3年度決算額 2,000,000円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｅ 効率性・有効性を改善 3 3 3 
市民評価 B 維持・継続 4 4 4 

所属部署評価 B 維持・継続 4 4 4 

②意見 

 検討 

ポイント 

➢ 民間のWEBサービスが存在する中での必要性 

➢ 市の関与の在り方 

改善提案 

(ア) 市が実施すべき「必要性（公共性）」について、整理をお願いします。 

(イ) 商工会や観光協会、市民レポーターが主体となり作成する方法への転換を検討

願います。 

(ウ) 経費の削減（掲載店舗の費用負担、広告収入）の工夫をお願いします。 

(エ) 利用者の件数・要望・効果を把握し、検証願います（クーポン券や QR コードでの

アンケート等）。飲食店のメリットが見える化されれば、飲食店にとっても、費用的

な負担を含め、積極的にこの事業に関与する動機づけになると思われます。 

その他 

意見 

(ア) 日野市内の飲食店の魅力を十分に引き出していると評価します。 

(イ) WEB での展開は、大手事業者が圧倒的に優位なので、そこと競争することに意

味はない。冊子をベースに事業を展開してください。 
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 就学援助経費 
所管部署 教育部 庶務課、学校課 

事業概要 経済的理由によって就学が困難と認められる児童の保護者に対して必要な経費の援

助を行う。 

【対象要件（準要保護者）】 

地方税法第 323 条に基づく市町村民税の減税、児童扶養手当法第 4 条に基づく

児童扶養手当の支給、保護者の総所得金額が、生活保護基準（第 68 次）の 1.3 倍

未満の世帯など 

【支給費目】 

⑴学用品費、⑵通学用品費、⑶通学費、⑷新入学児童生徒学用品費、⑸校外活動

費、⑹移動教室費、⑺修学旅行費、⑻体育実技用具費、⑼入学準備金、⑽入学時学

用品費、⑾卒業アルバム代、⑿医療費、⒀学校給食費 

【認定者数】 小学校１,０１０人、中学校 602人 

【認定率】 小学校 10.79％、中学校 14.11％ 

事業開始 昭和 22年度※ 令和 3年度決算額 162,739,459円 
    

①評価 

 評価種別 総合評価 （今後の方向性） 必要性 有効性 効率性 

本部評価 Ｅ 効率性・有効性を改善 4 3 3 
市民評価 C 効率性を改善 5 4 3 

所属部署評価 B 維持・継続 4 4 4 

②意見 

 検討 

ポイント 

➢ 給付水準の妥当性 

➢ 対象要件の妥当性 

改善提案 

(ア) 支給対象費目・支給額等については、毎年度見直しを行っているとのこと。引き

続き、経済状況、他自治体の動向などを参考に定期的に見直しを行ってくださ

い。 

(イ) 対象要件については、子育て支援の観点から、現時点では妥当と考えますが、長

期的には、次の観点から、経済状況、他自治体の動向などを参考に見直しをお願

いします。 

A) 法律に基づいた、経済的に困難な方向けの支援施策。であるからこそ、26

市の中で経済的に困難とする判断（収入・所得）基準にバラつきがあること

に非常に違和感があります。区域外就学など、市域を越境して通学する制度

もあるため、26 市や近隣する自治体とは基準を合わせる検討をするべきで

はないでしょうか。また、そうすることで事務の効率性に寄与する部分も出

てくるものと思われます。 

B) 他の子育て等支援策との併給をした結果、非受給者との公平性が確保され

ているか、客観的な情報の収集分析を踏まえた検証が必要と考えます。加え

て、国や都により、子育て支援策の拡充も予定されていますので、この併給

による影響も考慮に入れる必要があります。 

(ウ) 事務処理の効率化については改善を図る工夫をお願いします。紙申請と並行し

て電子申請での受付も検討してください。 

その他意見 － 
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日 監 第 ８ ５ 号 

令和４年(2022 年)12 月 22 日 

 

 

日野市長 

   大 坪 冬 彦  様 

 

 

日野市監査委員 福 島   基 

 

 

 

 

日野市監査委員 鈴 木 洋 子 

 

 

 

令和４年度第１回定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を  

実施し、同条第９項の規定により、その結果に関する報告を決定したので、別 

紙のとおり提出します。 

なお、この監査結果に基づき、又はこの監査結果を参考として措置を講じたと

きは、同条第１４項の規定により通知願います。 

 

㊢ 
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   令和４年度第１回定期監査報告書 

 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び

第４項の規定による監査 

 

第２ 監査の対象 

   市民部  市民窓口課 

七生支所 

市民税課 

資産税課 

納税課 

保険年金課 

 

第３ 監査の範囲 

   令和４年４月１日から令和４年９月３０日までの、主に財務に関する事

務の執行状況及びその他の事務 

 

第４ 監査の期間 

   令和４年９月２日から令和４年１２月１４日まで 

 

第５ 説明聴取日 

   令和４年１１月９日 

 

第６ 監査の着眼点及び実施内容 

この監査は、財務に関する事務の執行及びその他の事務が法令等に基づい

て、適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、書類審査及び

説明聴取等の通常実施すべき監査手続きにより実施した。 

なお、本監査は日野市監査基準に準拠し実施した。 

 

第７ 監査の結果 

   監査対象とした各課の所管する財務に関する事務及びその他の事務は、法

令等に基づき、概ね適正に執行されているものと認められた。 

 しかし、一部に是正又は改善を要する事項が見受けられたので日野市監査

基準第１４条第４項に基づき後述する。その他軽微な事項については、口頭

で改善を要望した。 

 なお、文中において、不適正な事務処理があったものについて、「指摘事

項」に、その事実を指摘し是正を求め、また、改善の余地があるものについ
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ては、市の組織及び運営の合理化に資するため、効率的な行政の水準を維持

し、これを高める見地から「意見・要望」として記した。 
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市民窓口課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕 事務分掌は次のとおりである。 

窓口係 

(1) 住民基本台帳に係る諸届の受付並びに住民基本台帳の記録及び整備に 

関すること。 

(2) 住民票の写し及び戸籍謄抄本の交付並びに住民基本台帳及び戸籍に基 

づく諸証明の交付に関すること。 

(3) 郵便等を利用した請求による住民票の写し及び戸籍の謄抄本等の交付 

並びに住民票の写しの交付に係る電話受付に関すること。 

(4) 住民基本台帳の閲覧に関すること。 

(5) 社会保障・税番号制度の個人番号の手続に関すること。 

(6) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 

(7) 公的個人認証に関すること。 

(8) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。 

(9) 住民実態調査に関すること。 

(10) 国民健康保険及び国民年金の受付に関すること。 

(11) 自動車臨時運行許可に関すること。 

(12) 税務証明書の交付に関すること。 

(13) 証明手数料の収納に関すること。 

(14) 人口統計に関すること。 

(15) 豊田駅連絡所に関すること。 

(16) 中長期在留者に係る住居地の届出に関すること。 

(17) 特別永住者に係る申請、交付及び届出に関すること。 

(18) 部及び課の庶務に関すること。 

戸籍係 

(1) 戸籍に関する届出の受付及び保存に関すること。 

(2) 戸籍及び戸籍の附票の記載並びに戸籍簿及び除籍簿の整備及び保存に 

関すること。 

(3) 人口動態調査に関すること。 

(4) 相続税法に関すること。 

(5) 民刑事項に関すること。 

(6) 在外選挙人名簿に関すること。 

(7) 埋葬、火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可に関すること。 

 （豊田駅連絡所） 

  (1) 住民票の写し及び戸籍謄抄本の交付並びに住民基本台帳及び戸籍に基

づく諸証明の交付に関すること。 

(2) 印鑑証明書の交付に関すること。 

(3) 年金の現況証明に関すること。 

(4) 税務証明書の交付に関すること。 
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(5) 証明手数料の収納に関すること。 

(6) 日野市の有償刊行物指定を受けた図書及び図画等の頒布に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 9月 30日現在)  

課 長（１名） 主 幹（１名） 係 長（２名） 主 任（７名）  

事務職員（１０名） 再任用（６名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

七生支所 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

窓口サービス係 

(1) 住民基本台帳に係る諸届の受付並びに住民基本台帳の記録及び整備 

に関すること。 

(2) 戸籍に係る諸届の受付に関すること。 

(3) 住民票の写し及び戸籍謄抄本の交付並びに住民基本台帳及び戸籍に 

基づく諸証明等の交付に関すること。 

(4) 社会保障・税番号制度の個人番号の手続に関すること。 

(5) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 

(6) 公的個人認証に関すること。 

(7) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。 

(8) 国民健康保険及び国民年金の受付に関すること。 

(9) 国民健康保険給付に係る各種申請書の受付に関すること。 

(10) 埋葬、火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用許可に関すること。 

(11) 市税その他収入金に関すること。 

(12) 税務証明書の交付に関すること。 

(13) 中長期在留者及び特別永住者に係る住居地の届出に関すること。 

(14) 証明手数料の収納に関すること。 

(15) 交通災害共済の受付に関すること。 

(16) 所管区域における市政全般の連絡調整に関すること。 

(17) 支所の管理に関すること。 

(18) 支所の庶務に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                   (令和 4年 9月 30日現在) 

支所長（１名） 係 長（１名） 主 任（７名） 事務職員（３名） 

再任用（１名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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市民税課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

庶務係 

(1) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税に係る申告受付、賦 

課資料の調査、賦課、減免及び調定に関すること。 

(2) 法人市民税課税台帳登録事項証明書及び法人町名地番変更証明書の交 

付に関すること。 

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 

(4) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の課税台帳の閲覧受 

付及び課税照会への回答に関すること。 

(5) 法人市民税、軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の賦課に係る国税及 

び都税関係機関との調整に関すること。 

(6) 他の課の事務分掌に属さない税務の庶務に関すること。 

(7) 課内の庶務に関すること。 

市民税係 

(1) 個人の市民税及び都民税に係る申告受付、賦課資料の調査、賦課、減 

免及び調定に関すること。 

(2) 個人の市民税及び都民税に係る課税証明書の交付に関すること（他の 

課の事務分掌に属するものを除く。）。 

(3) 個人の市民税及び都民税に係る課税台帳の閲覧受付及び課税照会への 

回答に関すること。 

(4) 個人の市民税及び都民税の賦課に係る国税及び都税関係機関との調整 

に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 9月 30日現在)  

課 長（１名） 係 長（２名） 主 査（１名） 主 任（９名） 

事務職員（８名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

資産税課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

土地係 

(1) 土地の評価に関すること。 

(2) 土地の固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。 

(3) 特別土地保有税に関すること。 

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 
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(5) 税務証明及び閲覧に関すること。 

(6) 課の庶務に関すること。 

家屋償却資産係 

(1) 家屋及び償却資産の評価に関すること。 

(2) 家屋及び償却資産の固定資産税の賦課及び調定に関すること。 

(3) 家屋の都市計画税の賦課及び調定に関すること。 

 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 9月 30日現在)  

課 長（１名） 係 長（２名） 主 査（２名） 主 任（６名） 

事務職員（１０名） 再任用（１名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

納税課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

管理係 

(1) 収納管理及び歳入経理に関すること。 

(2) 納税証明に関すること。 

(3) 納税意識の高揚に関すること。 

(4) 市税の口座振替に関すること。 

(5) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の口座振替に関すること。 

(6) 督促及び催告に関すること。 

(7) 課の庶務に関すること。 

納税係 

(1) 市税の収納に関すること。 

(2) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の収納に関すること。 

(3) 督促及び催告に関すること。 

(4) 市税の滞納整理及び処分に関すること。 

(5) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の滞納整理及び処分に関す 

ること。 

(6) 徴収金の嘱託及び受託に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 9月 30日現在)  

課 長（１名） 係 長（２名） 主 査（１名） 主 任（１１名） 

事務職員（７名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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保険年金課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

給付係 

(1) 国民健康保険運営協議会に関すること。 

(2) 保険給付に関すること。 

(3) 国民健康保険制度の普及奨励に関すること。 

(4) 保健事業に関すること。 

(5) 診療報酬に関すること。 

(6) 調査統計及び諸報告に関すること。 

(7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 

(8) 課の庶務に関すること。 

保険税係  

(1) 保険税の賦課に関すること。 

(2) 保険税の減免に関すること。 

(3) 被保険者の資格及び被保険者証の交付に関すること。 

年金係 

(1) 国民年金被保険者の資格に関すること。 

(2) 国民年金の裁定手続及び給付に関すること。 

(3) 国民年金の免除に関すること。 

(4) 学生納付特例に関すること。 

(5) 国民年金受給者及び被保険者の異動に関すること。 

(6) その他年金に関する相談、調査等に関すること。 

(7) 日雇労働者の健康保険に関すること。 

(8) 国民年金事務交付金に関すること。 

高齢者医療係 

(1) 後期高齢者医療の資格管理の届出等に関すること。 

(2) 後期高齢者医療の保険給付の届出等に関すること。 

(3) 後期高齢者医療保険料減免の届出等に関すること。 

(4) 後期高齢者医療で実施する保健事業の総括に関すること。 

(5) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の統括 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 9月 30日現在)  

課 長（１名） 係 長（４名） 主 任（１５名） 事務職員（７名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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指摘事項（意見・要望）   

 

１ 現金の収納事務の取扱いについて 

  手数料等現金の収納事務について、保管方法、納付方法及び鍵等の管理につ

いて監査した結果、一部において次のような点が見られた。 

  指摘事項 該当部署 

１ 日計表、現金有高表が作成されておらず、入出金額及び差

引残額が記録されていないもの  

市民窓口課 

２ 日計表、現金有高表に所属長の確認印がないもの 市民窓口課 

資産税課 

【意見・要望】 

  「日野市会計事務規則」に従うとともに、「公金等取扱いに関する「検査」

のガイドライン」に示された手順に従って検査を行い、適切な事務処理を行

うよう留意されたい。 

  そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

 

２ 資金前渡について 

  資金前渡について、経費の内容、管理方法及び精算事務について監査した結

果、一部において次のような点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 常時必要とする前渡金において、毎月分を計算し、翌月５

日までに精算報告書を作成、会計管理者に提出していなか

ったもの 

市民窓口課 

納税課 

【意見・要望】 

  今後は「日野市会計事務規則」に従って適切な事務処理をされるよう留意さ

れたい。 

  そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

  

 

３ 業務委託契約に係る事務について 

  業務委託契約のうち、主管課契約した案件については、支出負担行為伺書兼

業者選定伺書、仕様書、随意契約締結依頼書、見積書、見積合せ結果及び契

約締結伺書、委託契約書（請書）等の契約手続きに関する書類を監査し、ま

た、総務課契約を含む全ての契約案件について、仕様書に定めている各書類

の提出状況等について監査した結果、一部において次のような点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 見積書に日付がないもの 市民窓口課 

保険年金課 
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 指摘事項 該当部署 

２ 仕様書の付記事項の記載が内容誤り及び最新でないもの 市民窓口課 

保険年金課 

３ 仕様書に定めている提出書類がないもの 市民窓口課 

資産税課 

保険年金課 

４ 仕様書に定めている提出書類に日付がないもの 市民窓口課 

七生支所 

市民税課 

資産税課 

納税課 

保険年金課 

５ 仕様書に定めている提出書類に社印がないもの 市民窓口課 

七生支所 

資産税課 

納税課 

保険年金課 

６ 仕様書に定めている提出書類に収受印がないもの 市民窓口課 

資産税課 

納税課 

保険年金課 

７ 契約書に「個人情報を取り扱う受託業務について個人情

報の保護に関し定める条項」の添付がないもの 

保険年金課 

８ 総務課による契約がなされていないこと及び特命随意契

約の手続がなされていないもの 

保険年金課 

９ 特命随意契約での業者選定伺書に総務課長合議印がない

もの 

保険年金課 

10 契約書（請書）の契約約款が添付されていない、または、

内容が誤りのもの 

市民窓口課 

保険年金課 

11 契約書において契約の自動更新に関する定めが規定され

ているにもかかわらず、本件契約に係る債務負担行為が

なされていないもの 

市民窓口課 

【意見・要望】 

   契約書内に契約の自動更新に関する定めが規定されているものは、翌年度以

降の予算措置を義務づけるものであり、債務負担行為を設定しておく必要があ

り、適切な予算措置を図られたい。 

  仕様書に定めている各書類の提出については、確かにその業務が仕様に従っ

て開始、履行及び終了したことを確認した証拠となるものであるから、必ず徴

取し、記載内容を十分に確認の上、収受印を押し保管されたい。 
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   主管課契約を行うにあたっては、「日野市契約事務規則」、「財務会計シス

テム操作マニュアル（主管課契約）」その他総務課契約担当の通知や指示に従

って、適切な処理にあたるよう留意されたい。 

 

 

４ 消耗品費、印刷製本費、修繕料等の主管課契約等に係る事務について 

需用費のうち消耗品費、印刷製本費、修繕料及び備品購入費において、主

管課契約した案件について、支出負担行為伺書兼業者選定伺書、仕様書、随

意契約締結依頼書、見積書、見積合せ結果及び契約締結伺書、契約書（請書）

等の契約手続きに関する書類を監査し、印刷製本費及び修繕料については、

仕様書に定めている各書類の提出状況等について監査した結果、一部におい

て次のような点が散見された。 

 指摘事項 該当部署 

１ 見積額同額による抽選手続きが欠落しているもの 市民窓口課 

２ 仕様書の付記事項の記載内容が最新でないもの 市民窓口課 

保険年金課 

【意見・要望】 

 主管課契約等を行うにあたっては、「日野市契約事務規則」、「財務会計シス

テム操作マニュアル（主管課契約）」その他総務課契約担当の通知や指示に従

って、適切な処理にあたるよう留意されたい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

   

５ 補助金等の交付について 

補助金、交付金について、交付申請書、交付決定通知書等に関する回議書

等関係書類（実績報告に至っていないもので前年度（令和３年度）も同様の

補助金交付があったものについては前年度分の書類を含む）を監査した結果、

一部において次のような点が見られた。 

   指摘事項 該当部署 

１ 交付申請書に収受印がないもの 保険年金課 

２ 交付決定の決裁がないまま交付決定通知書を通知されて

いるもの 

保険年金課 

３ 交付決定の決裁が年度初回申請分のみ行われ、これ以降

は枝番処理を行い、公印使用簿を兼ねた対象者リストに

より管理され、交付決定決裁を怠っていたもの 

保険年金課 

４ 交付決定の回議書に交付決定通知書の添付がなく様式の

み添付、また交付決定事項一覧がないなど審査方法に疑

義があるもの 

保険年金課 
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 指摘事項 該当部署 

５ 回議書の件名と内容に相違があるもの 保険年金課 

６ 個人情報が含まれた文書が、文書管理システムにより他

部署から閲覧できる状態となっているもの 

保険年金課 

７ 国から交付金廃止の通知がなされているにも関わらず、

不要な予算措置がされているもの 

市民窓口課 

８ 補助金請求書が提出されてから数か月間支出事務処理を

怠っていたもの 

納税課 

９ 事務決裁規程どおりに決裁がされていないもの 市民窓口課 

納税課 

保険年金課 

【意見・要望】 

  提出された書類については、「日野市文書管理規則」に従って適正に処理さ

れたい。 

  補助金交付決定は、支出負担行為の手続きでもあることを認識し、「日野市

支出負担行為手続規則」に従って適正に処理されたい。 

  また、補助金事務の効率化を図る目的で、事務の処理に当たっているが、各

補助金に関する交付要綱等に定められた手続き通りとなっているか確認し、

実態が関連する例規と異なる運用を行っているものについては、各例規所管

部署と協議し例規の改正の検討を図られたい。 

  補助金交付決定の回議書には、補助金の根拠や対象、補助対象経費、交付額

等の審査結果がわかるよう明確に記載するとともに、資料等の添付をするこ

とで「透明性」を確保するとともに、適切な処理をされたい。また、その後

の予算執行、実績報告書の徴取及び補助金確定までの事務処理についても遺

漏などがないよう適正に図られたい。 

  なお、事務決裁規程が令和３年４月に改正されたが、令和３年度定期監査時

と同様、未だ新規程どおりに決裁がなされていないものが見受けられた。 

  不要な予算措置がされているものについては、令和３年４月に国からの通知

により、交付金支出の取り扱いが変更され、令和４年度から基礎自治体の予

算計上の必要がなくなったにもかかわらず、歳入及び歳出に計上していた。

この案件については、補助金に関する決裁処理が事務決裁規程の区分どおり

にされていたのであれば、未然に防ぐことができた可能性は高かったものと

思われる。 

  今一度、事務決裁規程改正の趣旨や改正内容について周知徹底されたい。 

 

 

６ 備品の管理について    

備品については、登録価格５万円以上のものから一部を抽出して備品台帳
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一覧表と突合し、管理・保管状況を調査したところ、一部において次のよう

な点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 備品台帳にあるが現物がなく廃棄手続きがされていない

もの 

市民窓口課 

保険年金課 

【意見・要望】 

「日野市物品管理規則」により、備品を含む所管物品全般の管理は物品管理

者、すなわち課長がこれに当たることとされている。各課においては物品管

理者、物品出納員を中心にすべての備品を定期的に点検し、適切な管理に努

めるとともに、登録、廃棄、所管換え等の手続きに遺漏のないよう留意され

たい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

 

７ 時間外勤務の管理について   

時間外勤務実績を確認した結果、一部の部署において、繁忙期（他律的業務

部署の指定を受けている）により月４５時間を超える残業が確認されたが、一

時的なものであることを確認した。しかしその一方で、月１００時間の上限を

超える残業がある部署が確認された。 

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第５条の３第１項におい

て、時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限として、１カ月当たり４５時間又

は１年当たり３６０時間を超えない範囲で必要最小限の時間外勤務を命ずる

ものとすると定められている。また、令和４年４月 1日に制定された日野市職

員の時間外勤務取扱要綱第４条第１項に規定する時間外勤務上限時間変更協

議書の提出をされているにもかかわらず、同要綱第３条第２項第１号に規定さ

れている時間外勤務の上限が１月における時間について１００時間を超えて

いるものが散見された。 

【意見・要望】 

所属長は、時間外勤務を命ずる際の考慮として、同規程第５条の２第１項に

規定している、「職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を

害しないように考慮しなければならない」。さらに、職員の時間外勤務の実態

やその原因を究明し、ＲＰＡなどの技術を活用するなどの業務の効率化、事務

分担の見直し、職場内での協力体制の構築などを図るとともに、職員の休暇取

得状況も含めた業務遂行状況確認と健康面への配慮を行い、働き方改革やワー

ク・ライフ・バランスの推進を考慮し、適正な管理をされるよう努められたい。 

   

 

８ 郵券の管理について 

  郵券（切手等）について、郵券と受払簿の残高との照合を行うとともに保 

管方法を確認した結果、適正に管理保管されているものと認められた。 
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 【意見・要望】 

今後も「公金等取扱いに関する「検査」のガイドライン」に示された手順に

従って検査を行い、使用状況及び残数の適正な管理を行うよう留意されたい。 

 

 

９ 公印の管理について 

公印について、市民部各課が管理する公印の一部について、日野市公印規

程に基づき印影を照合するとともに保管方法を確認し、市民において取扱っ

ている印影の刷込み及び電子計算組織処理による公印が日野市公印規程に照

らし、適正に管理・運用されているかを確認した結果、次のような点が散見

された。 

 指摘事項 該当部署 

１ 「公印（電子印）使用承認申請」を行っていないもの 

 

七生支所 

２ 印影刷り込み「公印使用文書等受払票（第７号様式）」等

の作成がされていないもの 

市民税課 

３ 電子公印「公印使用文書等受払票（第７号様式）」等の作

成がされていないもの 

市民窓口課 

市民税課 

資産税課 

納税課 

保険年金課 

４ 総務部総務課長が求めた「所属長によるアクセスログの定

期的チェック」について記録の作成がされていないもの 

市民窓口課 

市民税課 

資産税課 

納税課 

保険年金課 

【意見・要望】 

  公印は、その印影を押すことにより当該公文書が真正であることを認証し、

その文書について自治体が自ら責任を負うことを明らかにするために使用す

る非常に重要なものである。しかしながら、日野市における公印の使用手続き

については、公印規程に基づいた手続きがなされず不適切な使用がされ続けて

いることは非常に危惧すべき状況にある。 

  特に、七生支所の公印（電子印）使用承認申請を行わず証明発行を行って

いた事態については、所定の手続きを早急に行い、公印取扱いの重要性を再

認識し適正な管理を行うよう改められたい。 

  また、電子公印の「所属長によるアクセスログの定期的チェック」につい

ては、運用上の不備また整備上の不備に当たるかを関係部署と協議を行い、

適切な管理が行えるよう図られたい。 
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１０ 歳入・歳出の予算執行状況について 

歳入予算の収納状況及び歳出予算の執行状況等について、第２四半期末時点

における確認を行った。 

 歳入については、主に調定済額に対して収入未済額の要因等について確認し

た結果、一部において次のような点が散見された。 

 指摘事項 該当部署 

１ 調定科目「細々節」まで定めているが、当該「項」または

「目」の１の「細々節」に集約して収納し、振替処理を行

っていないもの 

市民税課 

資産税課 

２ 手数料収入が繰替払いによって未収金の状態で、数か月間

振替処理を行っていないもの 

市民窓口課 

３ 収納がされているが、数カ月間調定を行っていないもの 

 

市民窓口課 

【意見・要望】 

上記３点については、日野市会計事務規則第２９条第１項の調定の趣旨、ま

た、同規則第３０条及び３２条の規定を鑑みれば、調定の調査事項通りの収納

の整理を行うとともに、調定についても適時適切に行うべきである。 

手数料・税金などの歳入に伴う事務処理にあたっては、過去からの処理に倣

って機械的に行ってきているようにうかがえた。今一度、その本質や関連する

法令などについて確認し、公金を取り扱っている意識をもって業務にあたって

いただきたい。 

そのほかの歳入予算執行に関しては概ね適正に処理されているものと認めら

れた。 

 

歳出については、令和３年度の事業実施や予算執行状況について確認した結

果、一部において次のような点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 予算計上の不要なものが歳入歳出予算に計上されていた

もの 

市民窓口課 

【意見・要望】 

上記歳出予算は、令和３年度まで全額国庫補助金による財源であったが、令

和３年４月に国からの通知により財源補助及び支出の取り扱いが変更された。

このため、令和４年度から基礎自治体の予算計上の必要がなくなったにもかか

わらず、予算計上がされていた。予算措置については、公金である意識をもち

慎重に行ってもらいたい。 

そのほかの歳出予算執行に関しては概ね適正に処理されているものと認めら

れた。 
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１１ 財務に関する事務のリスク管理等について 

【意見・要望】 

  市民部の取り扱う業務は、法令に基づく自治事務や法定受託事務がほとんどで

あり、法令改正に伴う事務の処理や手続きに関しては、国からの通達や情報によ

り遺漏がないように事務が進められていると思われる。一方、業務にあたっての

事務処理及び諸手続きについては、日野市の例規に関する意識が欠如しているこ

とが、今回の監査を通じ伺えた。 

  改めて業務に関する日野市の例規について再認識し、それら例規に基づいた事

務処理手続きを徹底されたい。 

  また、市民の個人情報を取り扱う部署であることをしっかりと認識し、個人情

報の取扱いや管理、情報漏洩等においてくれぐれも留意されたい。 

令和３年８月より、市では地方自治法に規定する内部統制制度の取組が開始さ

れた。職員一人ひとりがリスクを想定し、そのリスクを未然に防止するための対

応策やその被害を最小限にとどめるための体制づくり等、公務員としての役割と

責務を常に認識して市民への信頼確保に努められたい。 
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別  表 

予 算 執 行 状 況 

                     （令和 4年 9月 30日現在 単位：円：％）     

※ 歳入表欄中  **** ++++ の表記は財務会計システムの表現による。 

 

市民窓口課 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七生支所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
49.5 96.7
49.5 96.7
0.4 100.0
0.0 ****
63.0 100.0
72.7 ****
72.7 ****
0.0 ****
0.0 ****

収入率

使用料及び手数料 66,550,000 34,093,990 32,970,993 1,122,997

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

手数料 66,550,000 34,093,990 32,970,993 1,122,997

都支出金 520,000 0 378,000 -378,000

諸収入 232,000 0 0 0
委託金 520,000 0 378,000 -378,000

国庫支出金 130,096,000 520,000 520,000 0

雑入 232,000 0 0 0

委託金 825,000 520,000 520,000 0
国庫補助金 129,271,000 0 0 0

歳　出
款

総務費 249,588,000 72,909,652 176,678,348 29.2
項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

戸籍住民基本
台帳費

249,588,000 72,909,652 176,678,348 29.2

繰越明許

款

総務費 1,485,000 0 1,485,000 0.0

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

戸籍住民基本
台帳費

1,485,000 0 1,485,000 0.0

歳　出

款

総務費 29,500,000 11,808,104 17,691,896 40.0

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

総務管理費 26,887,000 10,527,180 16,359,820 39.2
戸籍住民基本
台帳費

2,613,000 1,280,924 1,332,076 49.0

繰越明許

対予算 対調定
0.0 ****
0.0 ****国庫補助金 1,485,000 0 0 0

国庫支出金 1,485,000 0 0 0

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額
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市民税課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産税課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納税課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
46.1 47.9
44.7 45.5
98.2 97.2
58.6 100.0
55.8 97.8
55.8 97.8
32.7 96.0
32.7 96.0

収入率

市税 15,788,746,000 15,186,561,558 7,271,504,979 7,915,056,579

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

軽自動車税 192,657,000 194,584,700 189,176,100 5,408,600
市民税 14,790,338,000 14,519,672,551 6,610,076,246 7,909,596,305

使用料及び手数料 193,000 110,100 107,700 2,400
市たばこ税 805,751,000 472,304,307 472,252,633 51,674

諸収入 11,000 3,750 3,600 150
手数料 193,000 110,100 107,700 2,400

雑入 11,000 3,750 3,600 150

歳　出

款

総務費 87,655,000 25,561,764 62,093,236 29.2

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

徴税費 87,655,000 25,561,764 62,093,236 29.2

歳　入

対予算 対調定
61.0 60.3
74.1 73.1
0.0 0.0

49.0 95.6
49.0 95.6
0.0 ****
0.0 ****

収入率

市税 14,491,820,000 14,668,408,200 8,845,317,520 5,823,090,680

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

都市計画税 2,554,497,000 2,575,987,100 0 2,575,987,100
固定資産税 11,937,323,000 12,092,421,100 8,845,317,520 3,247,103,580

使用料及び手数料 1,794,000 920,200 879,800 40,400

諸収入 503,000 0 0 0
手数料 1,794,000 920,200 879,800 40,400

受託事業収入 503,000 0 0 0

歳　出

款

総務費 98,599,000 7,144,961 91,454,039 7.2

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

徴税費 98,599,000 7,144,961 91,454,039 7.2

歳　入

対予算 対調定
53.1 24.6
56.0 23.5
58.0 32.5
71.9 26.6
0.0 0.0

58.8 97.1
58.8 97.1

109.5 100.0
109.5 100.0
56.1 100.0

56.1 100.0

収入率

市税 160,602,000 347,614,915 85,346,966 262,267,949

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

軽自動車税 1,669,000 4,508,005 1,199,896 3,308,109

市民税 99,777,000 237,528,765 55,896,984 181,631,781

使用料及び手数料 120,000 72,600 70,500 2,100
都市計画税 10,454,000 18,647,405 0 18,647,405

諸収入 19,000,000 10,654,268 10,654,268 0

手数料 120,000 72,600 70,500 2,100

固定資産税 48,702,000 86,930,740 28,250,086 58,680,654

延滞金、加算金
及び過料

19,000,000 10,654,268 10,654,268 0

委託金 296,255,000 324,354,293 324,354,293 0
都支出金 296,255,000 324,354,293 324,354,293 0
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国民健康保険特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　出

款

総務費 158,776,000 88,351,647 70,424,353 55.6

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

徴税費 59,468,000 18,066,277 41,401,723 30.4
総務管理費 99,308,000 70,285,370 29,022,630 70.8

歳　出

款

諸支出金 37,300,000 18,774,305 18,525,695 50.3

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

償還金及び
還付金

37,300,000 18,774,305 18,525,695 50.3

総務費 15,127,000 1,650,993 13,476,007 10.9
徴税費 15,127,000 1,650,993 13,476,007 10.9

歳　入

対予算 対調定
**** 172.5
**** 172.5

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

諸収入 0 89,500 154,400 -64,900
延滞金及び過料 0 89,500 154,400 -64,900

歳　出

款

総務費 2,920,000 341,188 2,578,812 11.7

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

諸支出金 9,909,000 5,802,600 4,106,400 58.6

徴収費 2,920,000 341,188 2,578,812 11.7

償還金及び
還付加算金

9,909,000 5,802,600 4,106,400 58.6

歳　入

対予算 対調定
54.0 19.0
54.0 19.0
41.3 116.8

41.3 116.8

収入率

国民健康保険税 146,645,000 418,086,034 79,252,288 338,833,746

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

国民健康保険税 146,645,000 418,086,034 79,252,288 338,833,746

延滞金、加算金
及び過料

16,010,000 5,666,121 6,619,024 -952,903

諸収入 16,010,000 5,666,121 6,619,024 -952,903
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保険年金課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　出

款

民生費 4,418,985,000 2,264,378,987 2,154,606,013 51.2

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

社会福祉費 4,418,985,000 2,264,378,987 2,154,606,013 51.2

歳　入

対予算 対調定
9.1 100.0
0.0 ****

53.5 100.0
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****

収入率

国庫支出金 165,266,000 15,058,000 15,058,000 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

委託金 28,161,000 15,058,000 15,058,000 0
国庫負担金 137,105,000 0 0 0

都負担金 645,394,000 0 0 0
都支出金 645,394,000 0 0 0

特別会計繰入金 41,464,000 0 0 0
繰入金 41,464,000 0 0 0

諸収入 107,845,000 0 0 0
雑入 107,845,000 0 0 0

歳　入

対予算 対調定
38.3 36.1
38.3 36.1
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****

41.8 100.0
41.8 100.0

0.0 ****

60.5 100.0
60.5 100.0
++++ 100.0
++++ 100.0
15.0 4.6

0.0 ****

0.0 ****
15.0 4.6

収入率

国民健康保険税 3,011,053,000 3,192,102,000 1,151,900,940 2,040,201,060

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

国民健康保険税 3,011,053,000 3,192,102,000 1,151,900,940 2,040,201,060

一部負担金 2,000 0 0 0
一部負担金 2,000 0 0 0

国庫補助金 1,000 0 0 0
国庫支出金 1,000 0 0 0

雑入 15,305,000 49,810,742 2,292,584 47,518,158

諸収入 15,309,000 49,810,742 2,292,584 47,518,158

都補助金 11,308,227,000 4,730,102,277 4,730,102,277 0
都支出金 11,308,228,000 4,730,102,277 4,730,102,277 0

繰入金 2,210,593,000 1,336,838,000 1,336,838,000 0

財政安定化基金
交付金

1,000 0 0 0

繰越金 1,000 151,699,043 151,699,043 0
他会計繰入金 2,210,593,000 1,336,838,000 1,336,838,000 0

延滞金、加算金
及び過料

3,000 0 0 0

繰越金 1,000 151,699,043 151,699,043 0

預金利子 1,000 0 0 0
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後期高齢者医療特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　出
款

諸支出金

保健事業費 85,585,000 21,169,456 64,415,544 24.7
介護納付金分 439,035,000 109,758,726 329,276,274 25.0

保健事業費 57,317,000 11,371,966 45,945,034 19.8

特定健康診査
等事業費

28,268,000 9,797,490 18,470,510 34.7

後期高齢者支
援金等分

1,105,419,000 276,354,675 829,064,325 25.0

医療給付費分 3,493,338,000 873,334,414 2,620,003,586 25.0

8,327,649 51.0

葬祭諸費 12,000,000 4,650,000 7,350,000 38.8

国民健康保険事業費納付金 5,037,792,000 1,259,447,815 3,778,344,185 25.0
傷病手当金 4,600,000 1,861,952 2,738,048 40.5

1,000,000

高額療養費 1,352,905,000 685,899,447 667,005,553 50.7
療養諸費 9,740,896,000 4,003,329,375 5,737,566,625 41.1

出産育児諸費 52,947,000 15,857,810 37,089,190 30.0
移送費 550,000 80,000 470,000 14.5

結核・精神
医療給付金

17,000,000 8,672,351

19.0

0.0

徴税費 4,434,000 3,043,802 1,390,198 68.6
総務管理費 28,082,000 9,871,345 18,210,655 35.2

予備費 1,000,000 0 1,000,000

31,000 0.0
償還金及び
還付金

31,000 0

予備費 1,000,000 0 0.0

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

11,180,898,000 4,720,350,935保険給付費

総務費 33,124,000 13,030,647 20,093,353 39.3

6,460,547,065 42.2

31,000 0 31,000 0.0

運営協議会費 608,000 115,500 492,500

歳　入

対予算 対調定
42.1 40.8

42.1 40.8

0.0 ****
0.0 ****

42.4 100.0

42.4 100.0
44.8 100.0

0.0 ****

0.0 ****

0.0 ****

0.0 ****

71.6 100.0
100.0 100.0

100.0 100.0

雑入 37,074,000 0 0 0

受託事業収入 63,500,000 45,487,500 45,487,500 0

預金利子 1,000 0 0 0

繰越金 5,131,000 5,131,827 5,131,827 0

繰越金 5,131,000 5,131,827 5,131,827 0

延滞金及び過料 431,000 0 0 0
償還金及び還付
加算金

610,000 0 0 0

他会計繰入金 2,187,463,000 927,330,023 927,330,023 0
諸収入 101,616,000 45,487,500 45,487,500 0

手数料 1,000 0 0 0

繰入金 2,187,463,000 927,330,023 927,330,023 0

後期高齢者医療
保険料

2,589,775,000 2,670,484,702 1,089,756,889 1,580,727,813

使用料及び手数料 1,000 0 0 0

収入率

後期高齢者医療保険料 2,589,775,000 2,670,484,702 1,089,756,889 1,580,727,813

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額
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歳　出
款

繰出金 41,464,000 0 41,464,000 0.0
予備費 1,000,000 0 1,000,000 0.0

予備費 1,000,000 0 1,000,000 0.0

諸支出金 42,114,000 0 42,114,000 0.0
償還金及び
還付加算金

650,000 0 650,000 0.0

7,014,000 2,364,668 4,649,332 33.7保健事業費
保健事業費 7,014,000 2,364,668 4,649,332 33.7

葬祭費 63,500,000 23,900,000 39,600,000 37.6
給付費 63,500,000 23,900,000 39,600,000 37.6

広域連合
負担金

4,651,850,000 1,516,038,271 3,135,811,729 32.6

徴収費 3,887,000 1,988,279 1,898,721 51.2
分担金及び負担金 4,651,850,000 1,516,038,271 3,135,811,729 32.6

総務管理費 27,783,000 9,809,415 17,973,585 35.3

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
総務費 31,670,000 11,797,694 19,872,306 37.3



 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 度 
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財 政 課 

市 長 公 室 

平 和 と 人 権 課 

地 域 協 働 課 

情 報 政 策 課 
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日 監 第 １ ０ ３ 号 

令和５年(2023 年)3 月 23 日 

 

 

日野市長 

   大 坪 冬 彦  様 

 

 

日野市監査委員 福 島   基 

 

 

 

 

日野市監査委員 鈴 木 洋 子 

 

 

 

令和４年度第２回定期監査の結果について 

 

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき定期監査を  

実施し、同条第９項の規定により、その結果に関する報告し、同条第１０項に 

規定により意見を決定したので、別紙のとおり提出します。  

なお、この監査結果に基づき、又はこの監査結果を参考として措置を講じた  

ときは、同条第１４項の規定により通知願います。 

 

㊢ 
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  令和４年度第２回定期監査報告書 

 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第

４項の規定による監査 

 

第２ 監査の対象 

   企画部  企画経営課 

財政課 

市長公室 

平和と人権課 

地域協働課 

情報政策課 

 

第３ 監査の範囲 

   令和４年４月１日から令和４年１２月３１日までの、主に財務に関する事

務の執行状況及びその他の事務 

 

第４ 監査の期間 

   令和４年１２月１日から令和５年３月１７日まで 

 

第５ 説明聴取日 

   令和５年２月２日 

 

第６ 監査の着眼点及び実施内容 

この監査は、財務に関する事務の執行及びその他の事務が法令等に基づいて、

適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、書類審査及び説明聴

取等の通常実施すべき監査手続きにより実施した。 

なお、本監査は日野市監査基準に準拠し実施した。 

 

第７ 監査の結果 

   監査対象とした各課の所管する財務に関する事務及びその他の事務は、法令

等に基づき、概ね適正に執行されているものと認められた。 

 しかし、一部に是正又は改善を要する事項が見受けられたので日野市監査基

準第１４条第４項に基づき後述する。その他軽微な事項については、口頭で改

善を要望した。 

 なお、文中において、不適正な事務処理があったものについて、「指摘事項」

に、その事実を指摘し是正を求め、また、改善の余地があるものについては、
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市の組織及び運営の合理化に資するため、効率的な行政の水準を維持し、これ

を高める見地から「意見・要望」として記した。 
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企画経営課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕 事務分掌は次のとおりである。 

政策調整係 

(1) 事務事業の企画、調整及び管理に関すること。 

(2) 渉外に関すること。 

(3) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱及び総合教育 

会議に関すること。 

(4) 合併に関すること。 

(5) 市の境界及び廃置分合に関すること。 

(6) 企業公社に関すること。 

(7) 部及び課の庶務に関すること。 

戦略係 

(1) 市政の基本的施策の企画及び総合調整に関すること。 

(2) 基本構想、基本計画、戦略及び実施計画に関すること。 

(3) 組織機構及び事務分掌に関すること。 

(4) 庁議及び部課長会議に関すること。 

  経営係 

(1) 行財政改革に関すること。 

(2) 行政評価に関すること。 

(3) 事務効率化等の改善指導に関すること。 

(4) 検査に関すること。 

(5) 債権管理の進行管理に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 12月 31日現在)  

課 長（１名） 主 幹（２名） 係 長（２名） 主 査（２名） 

主 任（２名） 事務職員（１名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

財政課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

(1) 予算の編成に関すること。 

(2) 予算の執行管理に関すること。 

(3) 財政計画に関すること。 

(4) 収益事業に関すること。 

(5) 財政一般に関すること。 
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〔２〕職員の配置状況                   (令和 4年 12月 31日現在) 

課 長（１名） 主 査（１名） 主 任（６名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

市長公室 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

秘書係 

(1) 市長及び副市長の秘書業務に関すること。 

(2) 市長の資産等の公開に関すること。 

(3) 市長会に関すること。 

(4) 広報活動に関すること。 

広報係 

(1) 広報紙その他刊行物の編集及び発行に関すること。 

(2) 市政報道及び報道機関との連絡に関すること。 

市民相談係 

(1) 広聴活動に関すること。 

(2) 陳情その他市民要望事項の受付及び事務処理に関すること。 

(3) 法律、人権身の上、交通事故、行政相談等市民相談に関すること。 

(4) 庁内案内に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 12月 31日現在)  

室 長（１名） 副主幹（１名） 係 長（１名） 主 任（５名） 

事務職員（２名）再任用（２名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

平和と人権課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

男女平等ダイバーシティ推進係 

(1) 男女平等施策の計画策定、実施及び推進に関すること。 

(2) 男女平等推進センターの管理及び運営に関すること。 

(3) ダイバーシティの推進に関すること。 

(4) 人権啓発及び人権身の上相談に関すること。 

(5) 多摩平の森ふれあい館の管理に関すること。 
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平和と多文化共生係 

(1) 平和施策及び平和都市宣言に関すること。 

(2) 多文化共生の推進に関すること。 

(3) 国際交流及び国際化の推進に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 12月 31日現在)  

課 長（１名） 課長補佐（１名） 係 長（１名） 主 任（１名） 

事務職員（３名） 再任用（１名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

地域協働課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

地域協働係 

(1) 参画、協働及び連携の推進に関すること。 

(2) 特定非営利活動法人及び市民活動団体の支援に関すること。 

(3) 地域活動の振興及び支援に関すること。 

(4) 自治会に関すること。 

(5) 地縁団体の認可に関すること。 

(6) コミュニティ施設の設置に関すること。 

(7) 生活・保健センター、東部会館、交流センター及び地区センターの管 

理運営に関すること。 

(8) 消費生活及び消費者の安全に関すること。 

(9) 消費生活センターに関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 12月 31日現在)  

課 長（１名） 係 長（１名） 主 任（４名） 事務職員（３名） 

再任用（１名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 

 

 

情報政策課 

１． 事務分掌及び職員の配置状況 

〔１〕事務分掌は次のとおりである。 

(1) 電子自治体の推進に関すること。 

(2) 情報システムの施策、調整及び利活用に関すること。 

(3) 電子計算組織の運営に関すること。 
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(4) 情報セキュリティ対策の管理運営に関すること。 

 

〔２〕職員の配置状況                (令和 4年 12月 31日現在)  

課 長（１名） 副主幹（１名） 主 査（２名） 事務職員（７名） 

 

２． 予算の執行状況については別表のとおりである。 
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指摘事項（意見・要望）   

 

１ 現金の収納事務の取扱いについて 

  手数料等現金の収納事務について、保管方法、納付方法及び鍵等の管理につい

て監査した結果、一部において次のような点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 当該課が作成した公金収納フローに沿った公金収納の際

の実施すべき課長の確認がされていない 

平和と人権課 

【意見・要望】 

  現金収納については、金額の多寡にかかわらず盗難や紛失のリスクが高くなる

ため、複数人の確認及び公金収納フローに沿った管理職の確認の重要性は高いも

のである。 

  また、出先機関の現金収納は、会計課口座への入金をもって市への歳入が完了

するため、主管課における長期間保管は事故のリスクが高くなる。安全性と効率

性を考慮した上、なるべく早急に市の歳入科目へ入金するよう配慮されたい。 

  「日野市会計事務規則」に従うとともに、「公金等取扱いに関する「検査」の

ガイドライン」に示された手順に従って主管課における検査を行い、引き続き、

適切に事務処理されたい。 

  そのほかは、概ね適正に管理されていることを確認した。 

 

 

２ 資金前渡・概算払について 

  資金前渡・概算払について、経費の内容、管理方法及び精算処理について監査

した結果、一部において次のような点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 特別旅費について、所掌事務以外の他課職員を自課予算で

執行している 

平和と人権課 

２ 用件終了後５日以内に精算報告書を作成せず、証拠書類を

添えて、その用件終了後１４日以内に会計管理者に提出し

ていない 

平和と人権課 

３ 常時必要とする前渡金において、毎月分を計算し、翌月５

日までに精算報告書を作成せず、証拠書類を添えて、会計

管理者に提出していない 

市長公室 

【意見・要望】 

項番１について、予算は、経費の性質を区分するための予算科目の設定及び所

掌事務（事業）を明確にするために事業別予算としている。他課職員を自課予算

で執行していたことについては、当該職員の属する事業への予算措置を求める。 

項番２及び項番３について、資金前渡・概算払は、日野市会計事務規則第８６

条の規定に従い、用件終了後、又は、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分
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を計算し、翌月５日までにそれぞれ精算処理をされるよう留意されたい。 

また、前渡金は現金で支出されるため、同規則第８４条第３項に従って「その

用件ごとにその都度所要金額の最小限度額を請求しなければならない。」とある

ように、必要な資金を受け、多額の残金が長期間保有することがないよう適切に

管理されたい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

  

 

３ 業務委託契約に係る事務について 

  業務委託契約のうち、主管課契約した案件については、支出負担行為伺書兼業

者選定伺書、仕様書、随意契約締結依頼書、見積書、見積合せ結果及び契約締結

伺書、委託契約書（請書）等の契約手続きに関する書類を監査し、また、総務課

契約を含む全ての契約案件について、仕様書に定めている各書類の提出状況等に

ついて監査した結果、一部において次のような点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 委託契約書に日野市長の公印が押印されていない 地域協働課 

２ 契約書に約款が添付されていない 地域協働課 

３ 特命随意契約での業者選定伺書に総務課長合議印がない 市長公室 

情報政策課 

４ 見積書が提出期限後なっている 平和と人権課 

地域協働課 

５ 仕様書の付記事項にコロナ関連の記載がない及び最新で

ない 

企画経営課 

情報政策課 

平和と人権課 

６ 仕様書に定めている提出書類がない 企画経営課 

情報政策課 

平和と人権課 

地域協働課 

７ 仕様書に定めている提出書類に日付がない 企画経営課 

市長公室 

情報政策課 

平和と人権課 

地域協働課 

８ 仕様書に定めている提出書類に社印がない 企画経営課 

市長公室 

情報政策課 

平和と人権課 

地域協働課 
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９ 仕様書に定めている提出書類に収受印がない 企画経営課 

市長公室 

情報政策課 

平和と人権課 

地域協働課 

【意見・要望】 

   項番１について、地方自治法第２３４条第５項に、「当該地方公共団体の長又

はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印しなければ当

該契約は確定しない（概略）」と規定していることから、法的実効性を担保する

意味からも早期に再発防止策を講じられたい。 

  項番２について、約款は契約書における権利義務等を明確にするものであるた

め、契約書作成の際は添付の必要の有無を確認されたい。 

  仕様書に定めている各書類の提出については、その業務が仕様に従って開始、

履行及び終了したことを確認した証拠となるものであるから、必ず徴取し、記載

内容を十分に確認の上、収受印を押し保管されたい。 

  主管課契約を行うに当たっては、「日野市契約事務規則」、「財務会計システム

操作マニュアル（主管課契約）」その他総務課契約担当の通知や指示に従って、

適切な処理に当たるよう留意されたい。 

 

 

４ 消耗品費、印刷製本費、修繕料等の主管課契約等に係る事務について 

需用費のうち消耗品費、印刷製本費、修繕料において、主管課契約した案件に

ついて、支出負担行為伺書兼業者選定伺書、仕様書、随意契約締結依頼書、見積

書、見積合せ結果及び契約締結伺書、契約書（請書）等の契約手続に関する書類

を監査し、印刷製本費及び修繕料については、仕様書に定めている各書類の提出

状況等について監査した結果、次のような点が散見された。 

 指摘事項 該当部署 

１ 仕様書の付記事項の記載内容が最新でない 情報政策課 

平和と人権課 

地域協働課 

２ 仕様別紙にコロナ関連付記事項がない 企画経営課 

平和と人権課 

地域協働課 

３ 仕様書に規定している提出書類に日付がない 地域協働課 

【意見・要望】 

 主管課契約等を行うに当たっては、「日野市契約事務規則」、「財務会計システ

ム操作マニュアル（主管課契約）」その他総務課契約担当の通知や指示に従って、

適切な処理に当たるよう留意されたい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 
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５ 補助金等の交付について 

補助金について、交付申請書、交付決定通知書等に関する回議書等関係書類（実

績報告に至っていないもので前年度（令和３年度）も同様の補助金交付があった

ものについては前年度分の書類を含む）を監査した結果、一部において次のよう

な点が見られた。 

   指摘事項 該当部署 

１ 補助金要綱に規定されている補助対象経費以外のものに

補助金支出されている 

平和と人権課 

２ 補助金精算の返還金に補助金以外の収入を含んでおり、

その分の額が不当利得となっている 

平和と人権課 

３ 要綱に規定する補助金交付対象者の要件が不明確であ

り、交付決定の適否に疑義がある 

平和と人権課 

４ 経費負担の有無について確認がされないまま当該補助金

交付がされ、また、所有者負担等他からの経費負担があ

る場合の補助金の取扱い（優先順位、一部負担等）の規

定がされていない 

地域協働課 

５ 交付申請書や実績報告書に当該行為の明細資料(事業予

算書、領収書など）がなく、補助金交付の審査等が適切

に行われていない 

企画経営課 

財政課 

平和と人権課 

地域協働課 

６ 公募による補助金について、応募手引（要領）に補助金

要件として定めている事項が不履行にもかかわらず補助

金を支出しているもの 

地域協働課 

７ 例規に規定する様式に基づいた書類が提出されていな

い、あるいは記載内容に相違がある 

財政課 

平和と人権課 

地域協働課 

８ 個人情報が含まれた文書が、文書管理システムにより他

部署から閲覧できる状態となっている 

地域協働課 

９ 実績報告書の添付書類に不備がある 平和と人権課 

10 

 

交付申請書や実績報告書に収受印がない 企画経営課 

財政課 

平和と人権課 

地域協働課 
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11 

 

事務決裁規程どおりに決裁がされていない 企画経営課 

平和と人権課 

地域協働課 

【意見・要望】 

  項番１については、補助金交付要綱の規定では、事業に係る経費について補助

金の対象としているところ、それ以外の人件費について補助金を交付していた。 

  項番２については、補助金精算時に交付対象補助金以外の収入（会員会費）を

含み精算し戻入がされていた。会員会費分は市の不当利得に当たるため、早急に

必要な処置を講じられたい。 

  項番３については、要綱の規定は、補助金交付対象者を市内の個人、市内の団

体、市内の大学に在籍する学生で学校の推薦する団体としている。令和３年度に

おいて、団体構成人数が１人であったものに対して補助金を交付したことに疑義

がある。一般的に、団体は複数人で構成された集団と解されるため、構成人数要

件の整備を行い疑義が生じないよう図られたい。 

  項番４について自治会集会所増改築及び修繕補助金の交付について、説明聴取

時に、賃貸集合住宅の集会所等を自治会活動の拠点としていた場合でも補助金交

付の対象としているとの回答を得た。施設修繕に係る所有者負担がある場合の市

の補助金交付について整理を図られたい。 

  補助金については、各補助金に関する例規に定められた手続を今一度確認し、

例規に従って適正に処理されたい。また、実態が例規と異なる運用を行っている

ものについては、運用に沿った改正等検討されたい。 

  補助対象とする経費について、回議書や添付資料その他書類を見て明確に補助

金の根拠や対象、額等が審査できるよう、透明性を確保した適切な処理をされた

い。 

提出された書類については、「日野市文書管理規則」に従って適正に処理され

たい。 

  なお、事務決裁規程が令和３年４月に改正されたが、令和３年度定期監査時と

同様、未だ新規程どおりに決裁がなされていないものが見受けられた。 

  今一度、事務決裁規程改正の趣旨や改正内容について周知徹底されたい。 

 

 

６ 備品の管理について    

備品については、登録価格５万円以上のものから一部を抽出して備品台帳一

覧表と突合し管理・保管状況を調査したところ、一部において次のような点が

見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 備品台帳にあるが現物がなく、適切な管理がされていな

い 

市長公室 

地域協働課 

２ 備品シールの貼付がされていない 市長公室 



 - 12 - 

【意見・要望】 

「日野市物品管理規則」により、備品を含む所管物品全般の管理は物品管理者、

すなわち課長がこれに当たることとされている。また、備品シールは台帳と当

該備品を紐づけるものであり、備品管理上必要となるものであるため、現物に

貼付すること、また、物理的に貼付できないものは台帳と一致ができるよう努

められたい。 

各課においては物品管理者、物品出納員を中心にすべての備品を定期的に点検

し、適切な管理に努めるとともに、登録、廃棄、所管換え等の手続に遺漏のな

いよう留意されたい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

なお、現地調査にて一部の課は備品点数が多く、また、市内に散在しているた

めに、備品台帳と現物との照合をすべて行うことはできなかった。 

 

７ 時間外勤務の管理について   

時間外勤務実績を確認した結果、一部の部署において、繁忙期により月４５時

間を超える残業が確認された（他律的業務部署の指定を受けているが、複数月の

平均は８０時間未満となっている）が、一時的なものであることを確認した。 

【意見・要望】 

時間外勤務を命ずる際の考慮として、日野市職員の勤務時間・休日・休暇等に

関する規程第５条の２第１項に「任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合に

は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない」と規定され

ている。さらに、職員の時間外勤務の実態やその原因を究明し、デジタル化の推

進による業務の効率化、事務分担の見直し、職場内での協力体制の構築などを図

るとともに、職員の休暇取得状況も含めた業務遂行状況確認と健康面への配慮を

行い、働き方改革やワーク・ライフ・バランスの推進を考慮し、適正な管理をさ

れるよう努められたい。 

   

 

８ 郵券の管理について 

郵券（切手等）について、郵券と受払簿の残高との照合を行うとともに保管

方法を確認した結果、一部において次のような点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 当該会計年度では執行できない多額の郵券（切手等）が

保管されている 

企画経営課 

平和と人権課 

地域協働課 

【意見・要望】 

郵券については、現金と同じであり、必要以上の在庫を長期間保有している

ことは好ましくない。また、「会計年度独立の原則」からも使用に必要な郵券を

当該年度予算で購入し、翌年度に繰り越す在庫は極力少なくするべきである。 
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東京オリンピック２０２０のホストタウンとなったことによる機運醸成の一

環として作成販売した記念切手シート（切手価値約１１万円）が在庫となって

いた。長期間の保管は記念切手としての価値の陳腐化や紛失事故等発生時の損

害が大きくなること等、リスク面からも在庫を減らす努力をしていただきたい。 

また、多額の切手を保有しながら、事業別予算を優先し新たな郵券を購入して

いたことについては、会計年度独立主義の面であっても、まず在庫を減らし、

必要に応じて購入するなど、翌年度に繰り越す在庫は最小限にするよう、適切

な在庫管理をされたい。 

そのほかは、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

 

９ 公印の管理について 

公印について、企画部３課が管理する公印の一部について、日野市公印規程に

基づき印影を照合するとともに保管方法を確認し、企画部３課において取扱って

いる印影の刷込み及び電子計算組織処理による公印が日野市公印規程に照らし、

適正に管理・運用されているかを確認した結果、次のような点が散見された。 

 指摘事項 該当部署 

１ 「公印使用文書等受払票（第７号様式）」等の作成がされ

ていない 

平和と人権課 

地域協働課 

２ 「公印使用文書等受払票（第 7号様式）」受払状況の記録

及び公印管理者確認欄に公印管理課長の確認印押印がな

い 

市長公室 

平和と人権課 

地域協働課 

３ 公印押印申請及び押印承認手続がされていない 市長公室 

平和と人権課 

４ 公印使用審査手続特例申請手続を行っていない 市長公室 

平和と人権課 

５ 総務部総務課長が求めた「所属長によるアクセスログの

定期的チェック」について記録の作成がされていない 

平和と人権課 

地域協働課 

【意見・要望】 

  公印の使用手続及び使用状況の管理等について、特に電子印については前回

（令和４年度第１回定期監査）の監査結果でも明らかになったとおり、職員の理

解不足に起因したと思われる不適正な事務処理がなされていた。これらの問題点

において、公印に関する事務を総括する部署により使用状況を調査し、運用に沿

った規程の改正等、内部統制に基づいた適正な使用手続がなされるべく、公印に

ついては慎重かつ厳重に取扱いをされることを強く要望する。 
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１０ 歳入・歳出の予算執行状況について 

歳入予算及び歳出予算の執行状況等について、第２四半期末時点における確認

を行った。 

 歳入については、主に調定済額に対して収入未済額の要因等について確認し

た結果、概ね適正に処理されているものと認められた。 

 

歳出については、令和４年度の事業実施や予算執行状況について確認した結果、

一部において次のような点が見られた。 

 指摘事項 該当部署 

１ 契約行為が完了しているにもかかわらず、支出負担行為

がされていない 

情報政策課 

２ 特別旅費について、所掌事務以外の他課職員を自課予算

で執行している 

平和と人権課 

３ 支出科目が適当でない 市長公室 

【意見・要望】 

項番 1については、予算を伴う契約を行う際は、債務負担行為から行うところ

であり、それにより相手先との債権債務が財務会計システム上発生するため、契

約行為を行う際は遅延がないよう処理されたい。 

項番２について、所掌事務（事業）を明確にするために事業別予算としている

ため、他課職員を自課予算で執行していたことについては不適当であり、派遣職

員の所属する事業への予算措置及び予算執行を行われたい。 

項番３について、新聞購読料を交際費で支出していた。交際費の性質は、一般

的には、地方公共団体の長その他の機関がその行政執行のために必要な外部との

交際上要する経費（交際費の意義（昭和 28年 7月 1日自行行発第 200号））であ

り、情報収集のための新聞購読料は需用費で支出することが適当と解されるため、

当該支出科目について検討されたい。 

そのほかの歳出予算執行に関しては概ね適正に処理されているものと認められ

た。 

 

１１ 事務のリスク管理等について 

【意見・要望】 

 地域協働課の所掌事務は、２００を超える自治会への対応。施設は８交流センター、

６６地区センター、平山台健康・市民支援センター、百草台コミュニティーセンター、

東部会館、生活・保健センターを所管し、係員９名のうち６名で対応している。今回

の監査において、特に補助金業務、業務委託契約、消耗品費等主管課委託業務におけ

る指摘事項は、職員構成人数と業務量の多さから生じるものと考えられる。人員と業

務量の配分が適正であるか、組織及び運営の合理化の見地から検証をされたい。 
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 日野市認可地縁団体印鑑条例に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の際

には手数料を徴収でき、日野市会計事務規則別表第１に証明手数料徴収の規定を設け

ながら日野市手数料条例への規定はされておらず、手数料の徴収は行えない状態であ

った。これについては、手数料の徴収の適否及び例規の不整合の是正を図られたい。 

 説明聴取時において予算執行管理の確認にて各課に尋ねたところ、財務会計システ

ムにおいて定期的に行われているとの回答を得た。会計事務規則第８６条に規定する、

ただし書き以降の常時必要とする前渡金の精算については、財務会計システムに実際

の執行額が反映されないため、主管課長は前渡金の管理及び支払い状況、領収書の徴

取等の確認を定期的に行い、同規則第８４条第３項の規定に、「前渡金は、その用件ご

とにその都度所要金額の最小限度額を請求しなければならない」とあるよう、常時必

要とする前渡金においても次回の精算までに所要金額の最小限度額とするよう努めら

れたい。 

 補助金については、監査の度に適正処理や透明性の確保について意見を付している

ところである。日野市財政再建方針・第６次行財政改革大綱の第４章改革対象事業一

覧の取組項目に『「補助金等の運用や見直しの基準」の策定と基準に則る定期的な見

直し』、『自治会活性化のための自治会補助金制度の見直し』、『財政援助団体等への援

助のあり方等の見直し』と記載されている。補助金等の適正化を図り、最小の経費で

最大の効果を挙げるよう努められたい。 

 日野市において、内部統制制度及び内部通報制度が令和３年度から実施されている

が、これらを所掌する部署が日野市組織規則に規定されていなかったため、遺漏がな

いよう早急に対処されたい。 

 内部統制制度に基づき、職員一人ひとりがリスクを想定し、そのリスクを未然に防

止するための対応策やその被害を最小限にとどめるための体制づくりに努められた

い。 
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別  表 

予 算 執 行 状 況 

                     （令和 4年 12月 31日現在 単位：円：％）     

※ 歳入表欄中  **** の表記は財務会計システムの表現による。 

 

企画経営課 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
76.0 100.0
76.0 100.0
0.0 ****
0.0 ****

100.0 100.0
100.0 100.0

収入率

国庫支出金 1,194,960,000 908,360,000 908,360,000 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

国庫補助金 1,194,960,000 908,360,000 908,360,000 0
都支出金 32,885,000 0 0 0

財産収入 2,251,000 2,251,249 2,251,249 0
都補助金 32,885,000 0 0 0

財産運用収入 2,251,000 2,251,249 2,251,249 0

繰越明許

対予算 対調定
100.0 100.0
100.0 100.0国庫補助金 6,760,000 6,760,000 6,760,000 0

国庫支出金 6,760,000 6,760,000 6,760,000 0

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

総務費 68,512,000 17,065,797 51,446,203 24.9
項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

総務管理費 68,512,000 17,065,797 51,446,203 24.9
教育費 11,909,000 6,057,000 5,852,000 50.9

社会教育費 11,909,000 6,057,000 5,852,000 50.9
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財政課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
73.8 100.0
77.9 100.0
0.0 ****
73.9 100.0
58.2 100.0
103.8 100.0
103.8 100.0
43.2 100.0
43.2 100.0
0.0 ****

0.0 ****

85.4 100.0
85.4 100.0
92.2 100.0
92.2 100.0
40.4 100.0
40.4 100.0
69.7 100.0
69.7 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
111.6 100.0
111.6 100.0
67.1 100.0

67.1 100.0

60.1 100.0
60.1 100.0
46.3 100.0
46.3 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
100.0 100.0
60.9 100.0
100.0 100.0
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****
0.0 ****

配当割交付金 200,000,000 86,367,000 86,367,000 0
配当割交付金 200,000,000 86,367,000 86,367,000 0

収入率

地方譲与税 282,501,000 208,578,000 208,578,000 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

地方道路譲与税 1,000 0 0 0

地方揮発油譲与税 65,000,000 50,645,000 50,645,000 0

森林環境譲与税 17,500,000 10,180,000 10,180,000 0

自動車重量譲与税 200,000,000 147,753,000 147,753,000 0

利子割交付金 39,000,000 40,474,000 40,474,000 0
39,000,000 40,474,000 40,474,000 0利子割交付金

株式等譲渡
所得割交付金

250,000,000 0 0 0

250,000,000 0 0 0株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金 445,000,000 380,210,000 380,210,000 0
法人事業税交付金 445,000,000 380,210,000 380,210,000 0

地方消費税交付金 3,540,000,000 3,262,372,000 3,262,372,000 0
地方消費税交付金 3,540,000,000 3,262,372,000 3,262,372,000 0

環境性能割交付金 65,000,000 45,302,633 45,302,633 0
環境性能割交付金 65,000,000 45,302,633 45,302,633 0

地方特例交付金 232,599,000 232,599,000 232,599,000 0
地方特例交付金 232,599,000 232,599,000 232,599,000 0

自動車取得税交付金 1,000 404 404 0
自動車取得税交付金 1,000 404 404 0

地方交付税 2,185,124,000 2,438,775,000 2,438,775,000 0
地方交付税 2,185,124,000 2,438,775,000 2,438,775,000 0

交通安全対策
特別交付金

17,000,000 11,413,000 11,413,000 0

交通安全対策特別交付金 17,000,000 11,413,000 11,413,000 0

都補助金 1,900,000,000 1,142,471,000 1,142,471,000 0
都支出金 1,900,000,000 1,142,471,000 1,142,471,000 0

財産運用収入 444,000 205,780 205,780 0
財産収入 444,000 205,780 205,780 0

基金繰入金 2,762,581,000 2,762,581,066 2,762,581,066 0
繰入金 2,762,581,000 2,762,581,066 2,762,581,066 0

繰越金 5,119,264,000 5,119,264,586 5,119,264,586 0
繰越金 5,119,264,000 5,119,264,586 5,119,264,586 0

雑入 19,600,000 0 0 0

諸収入 75,753,000 46,152,561 46,152,561 0

収益事業収入 10,001,000 0 0 0
貸付金元利収入 46,152,000 46,152,561 46,152,561 0

市債 1,188,265,000 0 0 0
市債 1,188,265,000 0 0 0
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市長公室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰越明許

対予算 対調定
100.0 100.0
100.0 100.0
0.0 ****
0.0 ****市債 331,100,000 0 0 0

市債 331,100,000 0 0 0

収入率

繰越金 182,618,000 182,617,850 182,617,850 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

繰越金 182,618,000 182,617,850 182,617,850 0

事故繰越

対予算 対調定
100.0 100.0
100.0 100.0

収入率

繰越金 29,962,000 29,962,000 29,962,000 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

繰越金 29,962,000 29,962,000 29,962,000 0

歳　出
款

公債費 3,173,263,000 919,640,447 2,253,622,553 29.0
公債費 3,173,263,000 919,640,447 2,253,622,553 29.0

病院費 1,090,000,000 950,000,000 140,000,000 87.2
衛生費 1,090,000,000 950,000,000 140,000,000 87.2

総務費 2,872,669,000 2,867,605,675 5,063,325 99.8
項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率

予備費 12,501,000 0 12,501,000 0.0

総務管理費 2,872,669,000 2,867,605,675 5,063,325 99.8

予備費 12,501,000 0 12,501,000 0.0

歳　入

対予算 対調定
49.8 87.6
49.8 87.6雑入 6,888,000 3,919,000 3,433,000 486,000

諸収入 6,888,000 3,919,000 3,433,000 486,000

収入率
款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

総務管理費 85,411,000 51,778,553 33,632,447 60.6

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
総務費 85,411,000 51,778,553 33,632,447 60.6
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平和と人権課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域協働課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳　入

対予算 対調定
25.7 46.7
25.7 46.7
0.0 ****
0.0 ****
1.2 100.0
1.2 100.0

都補助金 947,000 0 0 0

874,900
都支出金 947,000 0 0 0

雑入 2,315,000 26,680 26,680 0

使用料及び手数料 2,973,000 1,640,300 765,400 874,900

収入率

諸収入 2,315,000 26,680 26,680 0

使用料 2,973,000 1,640,300 765,400

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

総務管理費 177,816,000 114,177,249 63,638,751 64.2

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
総務費 177,816,000 114,177,249 63,638,751 64.2

歳　入

対予算 対調定
80.2 103.0
80.2 103.0
0.0 ****
0.0 ****
81.8 93.5
81.8 93.5雑入 5,928,000 5,187,482 4,849,888 337,594

都補助金 4,701,000 0 0 0
諸収入 5,928,000 5,187,482 4,849,888 337,594

使用料 18,946,000 14,746,650 15,189,400 -442,750
都支出金 4,701,000 0 0 0

収入率

使用料及び手数料 18,946,000 14,746,650 15,189,400 -442,750

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

社会福祉費 380,191,000 272,973,874 107,217,126 71.8

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
民生費 380,191,000 272,973,874 107,217,126 71.8

歳　入

対予算 対調定
0.0 ****
0.0 ****国庫補助金 18,491,000 0 0 0

収入率

国庫支出金 18,491,000 0 0 0

款 項 予算現額 調定済額 収入済額 収入未済額

歳　出
款

総務管理費 397,268,000 173,612,013 223,655,987 43.7

項 予算現額 執行済額 予算残額 執行率
総務費 397,268,000 173,612,013 223,655,987 43.7



〇伝票等の提出時の注意事項

①支払希望日のあるものは、希望日の５日
前(土・日・祝日含まない。中４日)までに
提出すること

②支払希望日は、余裕を持って設定し、５日前を
過ぎた伝票、再提出の伝票については必ず審査係に
手渡すこと

③1件100万円以上の伝票は、資金管理の歳出予
定入力を行い、これに合わせて支払希望日を入
力すること

④支払希望日の有無に関わらず、支出伝票を
作成したら、速やかに決裁を受けて提出する
こと

⑤戻入のある伝票は納入済通知書の返却を待っ
て提出するので、提出忘れのないよう注意する
こと

⑥FD口座振替は支払希望日の2日前(銀行営業日)に
データを処理するので、それ以降は受付できません。

⑦会計課への提出時間は、平日、午前8時30分から
午後4時までです。

令和３年度伝票提出は、

４月２０日まで！！

令和4年4月12日内部統制ニュース№4

支払い忘れver

支払ったと思
い込んでいま
せんか？

机の中に伝票
は入ってませ
んか？

伝票は出力し
ただけになっ
てませんか？
決裁・提出ま
で忘れずに。

前任者の支払
いチェックは
済んでいます
か？

【支払いに関する５つの確認事項】

係内で前年度
の支払い確認
はしています

か？

資料7



令和4年5月27日 内部統制ニュース№5

令和4年5月12日に新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金に関する会計検
査において、臨時交付金を充当するに至った意思決定の経緯・根拠が不明確、そもそ
も充当への不適切など、様々な指摘を受けました。これを機に、改めて、補助事業で
あるなしに関わらず、事業の見直しをお願い致します。

,,

,,

法令遵守・法的根拠

条例・要綱・地方自治法・補
助金のガイドラインの確認を！

,,

,,

意思決定

起案・議事録・事業計画など
の事業実施に至ったプロセ
ス・根拠資料を明確に

,,

,,

事業実施

事業の目的・意義は、逸れて
いないか。事業の管理監督は
しっかりと！

,,

,,

報告

実績報告書の作成・事業の振
り返り・関係資料の整理はや
りましょう。補助事業は特に！！

内部統制ニュース（事業見直しver）

最近のトピック（5/21 読売新聞記事抜粋）

●交付金実績額を誤って1桁少なく記載、交付額が
５９４万減

国の地方創生推進交付金の昨年度実績額を
誤って１桁少なく記載し、交付額を約６００
万円少なくさせたとして、入力した女性職員
（２３）と、関連書類の作成に関わった男性
職員（３２）を戒告の懲戒処分にした。

発表によると、女性職員は今年３月２８日、
府に提出する同交付金についての報告書を作
成する際、「福知山公立大学『知の拠点』推
進交付金事業」の交付対象経費を「１３２０
万円」と記すべきだったのに、１桁少ない
「１３２万円」と誤って記載。男性職員も確
認を怠り、本来６６０万円の補助が、５９４
万円少ない６６万円に減った。

市は減額分を執行済み事業費の残りで充当。
市の持ち出し分が増えたため、基金の積立額
が減るなどしたという。

事業見直しの手順（ご確認を）→

必ず一読して下さい↓

↑この結果、関わった職員、主事・主
任・主査・課長・部長の計５名が懲戒処

分を受けています。

自分の身を守るのは自分です。事業に
至ったプロセスは適切か、関係書類はあ
るかなど、時間がある時に担当事業を見

直して下さい。



不祥事の内容 主な損失 原因 日野市が学ぶべきこと

S市 住民税非課税世帯を
対象に臨時特別給付
金と生活助成金を誤っ
て対象外34世帯に計
357万円を支給

・マスコミ対応に伴う
職員の事務作業の増
・誤支給世帯への返還
依頼事務
・不要な支出

委託事業との口頭で
の連絡が原因

・口頭での連絡はやめる。
・大事な連絡（特にお金が
絡むものについて）は、書面
若しくはメールでのやり取り
を

A市 全市民の個人情報が
入ったUSBメモリーを
市から委託を受けてい
た事業者が紛失

・市民から1万6000
千件の問い合わせ対
応事務
・第三者委員会の設置
事務対応
・不要な支出（コール
センター設置に伴う委
託費等）

膨大な情報を簡単に
持ち出せる状態にあっ
たこと。それを取り扱っ
ていた事業者への市
の管理体制の不十分

・個人情報を厳重に扱う必
要がある旨を再度認識。
・受託者に対しては、管理
監督を徹底。

K市 私立の認可保育所へ
の補助金を実際に支
払うべき金額よりも多
く支給

・約5億円の不要な支
出。
・対応に伴う職員の事
務作業の増。
・マスコミ対応に伴う
職員の事務作業の増

表計算ソフトの計算式
の誤設定。
ソフトについては、担当
職員以外のチェック体
制が不足していた。

・補助金の支出、伝票支出
など、お金が絡むものにつ
いては、複数担当での
チェック体制の構築
・元データの見直し

F市 国の交付金の実績額
を誤って1桁少なく記
載。もらえるはずの国
から交付金がもらえな
かった。

・もらえなかった分を市
の歳出、基金で対応し
た為、不要な支出が発
生。
・関係職員（主事から
部長職計5名）の懲戒
処分

業務過多により、確認
不足。

・業務過多が原因。不要な
業務を見直していく必要性。
・業務に関わった職員で主
事・主任職も懲戒免職受け
ている。自分の身を守るの
は自分であり、組織ではな
いことの認識

①管理監督の徹底 ②担当以外での複数人
チェック

③既存のシステム
（Excel含む）の見直し・
確認

④大事なやりとりは、書
面・メールに残る形で

Ｑ．内部統制を推進する意味とは？

Ａ．不祥事が発生すると、それに対応する
職員の業務が増え、時間・労力が奪われます。
不要な支出も発生。全体的に非効率な状態が
生れます。また、場合によって職員個人が責
任を負うことも・・・（Ｆ市の事例）
内部統制は、そういった不祥事を未然に防ぐ
こと、また、職員個人を守ることにつながり
ます。まずは、普段の業務において、右の①
～④のことを意識することから始めてみて下
さい。

令和4年7月5日 内部統制ニュース№6   

内部統制ニュース（他市の不祥事から学ぼうver）

以下①～④を普段の業務の中で意識してみて下さい。

最近、多くの他市の不祥事が報道されています。職員の意識欠如、業務過多など、原因は様々です。本市は、内部統制を進めています。
内部統制を組織内に浸透させていくことこそが、こういった不祥事を未然に防ぐことにつながります。他市の事例から、日野市が学ぶ
べきことをまとめさせていただきました。お時間がある時に、ご一読いただければ幸いです。



































線
を
超
え
な
い

月は
コンプライアンス月間

日野市内部統制推進委員会
企画部企画経営課

月間の取組み

誰のためであっても、何のためであっても、
その一歩が“線”を超えてはいないか。
立ち止まって考える一か月に。

管理職研修
「リスクを管理」することを学びます

職員意識調査
内部統制の庁内浸透度をモニタリングします

所属リスク評価
所管課に潜むリスクを見直します



mmじゃアウト
月
は
、
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ン
プ
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イ
ア
ン
ス
月
間
で
す

内部統制は

VAR（ビデオ判定）が必要な行為は避けましょう。
仕事はライン（法令）内で、余裕をもって。

日野市内部統制推進委員会
企画部企画経営課

コンプライアンス月間
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一
年
、

市
民
に
誇
れ
る
い
い
仕
事
で

頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

一
、
管
理
職
研
修

一
、
職
員
意
識
調
査

一
、
所
属
リ
ス
ク
評
価

月間の取組み























【資料８】リスク事例評価シート No.

事案名

事例把握部署 報告日

発生した 過去事例なし

相談を受けた 過去事例あり（類推含む）

その他（　　　　　　　　　）

内　容

整

備

上

運

用

上

整

備

上

運

用

上

実施日

委員会における評価 評価日

項目 評価

市民影響度 要入力

発生可能性 要入力

重要度 要入力

不備の程度 要入力

不備の種類 整備上

全庁での再発防止

実施日

対策内容

種　類

発生原因

発生・再発

防止への

対応策

把握方法 過去の発生の有無

評価理由・コメント



【資料９】

所管部署リスク評価シート

１．職場のリスク評価
自課で発生しているリスクを把握していましたら、その内容、対策についてご記載ください。

評価部署 担当者 評価日 No. リスク

前年度評価

における

不備の有無

今年度

における

不備の有無

市民

影響度

発生

可能性
重要性 対策内容 対策担当者 対策期限 実施日

対策終了確

認日

全庁・

個別
整備上 運用上

事前調査の未実施

書類・情報の管理

例規整備

リーガルチェック

事前調整の不足

推進委員会評価　使用欄所管部署　対策所管部署　リスク評価

発生事例の内容


